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Ⅰ 現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）法科大学院（研究科・専攻）名                 

近畿大学大学院法務研究科法務専攻 

（２）所在地 

大阪府東大阪市 

（３）学生数及び教員数(平成 30 年５月１日現在） 

   学生数：19 人 

   教員数：14 人(うち実務家教員５人) 

 

２ 特徴 

（１） 沿革と理念 

 本法科大学院が所属している近畿大学は、現在、本法

科大学院、大学院 11 研究科、14 学部 48 学科、18 の研

究所、2 つの総合病院をもつわが国有数の私立総合大学

である。大正 14 年創立の大阪専門学校法律科・商科・

政治科と、昭和 18 年創立の大阪理工科大学を母体とし

て、昭和 24 年、新学制により近畿大学として設立され

た。法学教育については、昭和 25 年の法学部法律学科

設置及び昭和 40 年の経営法学科設置以降、大学院法学

研究科修士課程の設置、同博士課程の設置、とその教育

活動の幅を広げてきた。さらに平成 16 年に、今般の司

法制度改革の一環として構想された法科大学院を設置す

るに至った。 

本学は「人格の陶冶と実学教育」という建学精神を有し、

また「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人を

育成する」という教育理念を掲げている。これに基づき

法学部では、実学重視の法学教育を実践し、法律学科と

経営法学科の２学科を設け、実社会の需要に応じた法律

専門職や法的素養を備えた社会人の養成をめざしてきた。

平成 16 年度からは、教育内容をより拡充発展させるた

めに経営法学科を政策法学科に名称変更した。また、平

成 28 年度からは、志望する進路に合わせて選択できる

柔軟なカリキュラム設定と大規模クラス解消を実現する

ため法律学科一学科体制への学科再編と定員減を行った。

さらに、当初は全国的にも数少なかった法廷教室を設置

し、国家試験研修所（司法試験部門・公務員試験部門）

を開設するなど施設の整備に努めてきた。 

本法科大学院は、こうした教育的伝統と豊かな制度的

資産を引き継ぎながら、時代の要請に応える新たな実学

重視の専門教育をめざし、これに取り組もうとするもの

である。 

（２） 目的 

 国際化の時代を迎え、複雑化・多様化した今日の社会

において、各種法的問題を「法の支配」の理念に基づき

迅速、適切に処理するための社会的基盤の整備が求めら

れている。法科大学院構想は、このための人的基盤の整

備にかかわるものである。 

 本法科大学院は、このような社会的要請のもとで設置

され、前述のような、本学の建学精神と教育理念を尊重

しつつ、幅広い教養と専門的知識、また、健全な市民感

覚とグローバルで多角的な視座を持ち、チャレンジ精神

旺盛な法曹を養成することを、その目的としている。 

（３） 特徴 

（ア） 密度の高い少人数教育 

本法科大学院は、入学定員を 20 名とし、密度の高い

専門教育を行っている。司法制度改革がめざす新しい日

本社会では、行政指導などの事前の個別規制に代えて、

法的ルールに従った自由で創造的な個人や企業の活動が

期待され、それを支える法曹も創造的な権利実現とルー

ル作りを可能にする能力を身につける必要がある。その

ために、授業では、基本的な知識のみならず、専門的か

つ高度な学問的内容の教材も用い、徹底した双方向・多

方向の授業により、柔軟で創造的な思考の鍛錬をしてい

る。 

他方で、基本的な知識の習得のために、様々な補習や学

習会、学習指導教員やティーチング・アシスタントの採

用、クラス担任制、インターネットによる学習支援シス

テムの整備など、多様な教育支援体制を整えている。 

（イ） 地域社会への貢献 

本法科大学院の位置する東大阪には、人工衛星の独自

開発計画などの高度な技術を有し、世界に羽ばたく中小

企業が多く存在している。従来看過されがちであった、

そのような企業に対する法的支援は、今後の重要な課題

の一つである。本法科大学院は、そのような領域で活躍

しうる人材を養成するとともに、地域社会の発展に貢献

しうる科目を開設し、リーガルクリニックを実施してい

る。 

（ウ） 教育方法の改善と教職員の連携 

 学生による授業評価アンケートや、ピア・レヴューの

実施、FD（ファカルティ・ディベロップメント）研修
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会の開催により、新しい法科大学院での教育のあり方に

ついて現状分析をした上で、教職員間で相互に積極的に

議論し、研鑽を積んでいる。教員組織も小規模であり、

法科大学院の開設に向けて協力してきた事務部との緊密

な連携もあり、組織全体において、司法制度改革の理念

や本法科大学院の教育理念・目的に対する深い理解が共

有されている。 

（エ） 施設の充実 

 本法科大学院の施設は、法科大学院開設と同時に完成 

した校舎の 8 階・9 階・10 階にあり、様々な機器を備

え付けたマルチメディア教室や演習室、個人専用のデス

クを置いた自習室、専門の司書を置いた図書室を擁する

など、教育目的の実現にふさわしいものとなっている。

自習室や図書室は学生の 24 時間利用が可能である。 

 

Ⅱ 目的 

１ 教育理念と基本目的 

 前述のように、本学の建学の精神は、「人格の陶冶と実学教育」であり、「人に愛される人、信頼される人、尊敬

される人を育成すること」をその教育理念としている。本法科大学院は、このような建学精神と教育理念を踏まえつ

つ、今般の司法制度改革という国家的事業の一環として、将来の日本において「法の支配」を実現するために不可欠

な人的基盤としての法曹を養成する専門職大学院として設置された。これまで法的サービスの観点からは看過されて

きた地域や生活関係にも、必要かつ適切な法的救済を与え、個々人が自由でありかつ公正な社会が実現されていくた

めに専門的能力を発揮し、またこれからの国際化時代に備えるために、幅広い教養と高い識見、また、健全な市民感

覚とグローバルで多角的な視座をもち、チャレンジ精神旺盛な法曹を養成することを基本目的としている。 

２ 養成しようとする法曹像 

この教育理念と基本目的の下に、具体的には次のような法曹養成をめざしている。 

（１） 市民生活法曹の養成 

 法曹には、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力などの基本的資質

が求められる。本法科大学院では、非法学部出身者や社会人にも開かれた選抜方法をとることで社会の中から多様で

幅の広い人材を確保するとともに、少人数の双方向・多方向授業による法学教育を通じて、これらの基本的資質の涵

養をはかり、「国民の社会生活上の医師」にふさわしい法曹（市民生活法曹）の養成をめざしている。 

グローバル化が進んだ今日においては、国内外の動向を視野に入れ、個人、企業、行政、政治をはじめとする幅広

い分野で高度の専門性をもって活躍する信頼される法曹が強く求められている。また、これまで日本では司法の過疎

が放置されてきたが、全国どの街でも市民が適切な法的救済を受けられるような社会となることも強く要請されてい

る。この要請に応える社会生活上の医師としての法曹の養成は、まさに「信頼される人の育成」という本学の教育理

念を実践するものに他ならない。 

（２） 企業ビジネス法曹の養成 

 上記（１）に述べた法曹として求められる基本的資質を前提に、本法科大学院では、さらに、地域に根ざした企業

ビジネス法曹の養成をめざしている。本学が位置する東大阪市とその周辺には、日本経済を牽引してきた世界で活躍

する中小企業が多く存在する。このような立地環境にかんがみるとき、中小規模の企業の法的需要に十分応えられる

法曹の養成も重要な目標でなければならない。また、経済活動の国際化に伴い、これらの企業も、従来型の法的紛争

のみならず、国際的あるいは先端的分野の法的紛争に対して新たな対応を迫られている。これまで司法の容量不足の

ため、とりわけこれらの分野において十分な法的サービスが受けられなかった地域社会に対し、本法科大学院が世界

に通用する法的サービスや情報を供給することのできる拠点となることも重要な役割であると考える。本法科大学院

は、地域と国際的先端分野が結びついたような場面で活躍する法曹の養成をめざしている。これは、「実学」という

建学の精神を実現するものである。 

（３） 目的と理念などの公表 

以上に述べた、司法制度改革にそった本法科大学院の設置の経緯、教育の基本的理念と目的、養成しようとする法
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曹像については、ホームページ上で明記して公表している。法科大学院への進学を考えている人や受験生や入学予定

者に対しては、説明会などの開催により、これらの教育理念などの理解をうながし、本法科大学院で教育を受けるの

にふさわしい学生を迎えることができるように努めている。 
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Ⅲ 章ごとの自己評価 

 

第１章 教育の理念及び目標 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 １－１ 教育の理念及び目標 

 

基準１－１－１ 

教育の理念及び目標が適切に設定され、かつ、明確に示されていること。 

 

 （基準１－１－１に係る状況） 

本法科大学院は、「法の支配」に基づいた透明かつ公正な社会を実現しようとする司法

制度改革の理念にそって、その人的基盤を整備するために不可欠な、新しい法曹養成のた

めの専門教育の一翼を担おうとするものである。国際化、価値観の多様化に直面する現代

の日本社会においては、従来になく多様で複雑な紛争が、行政、企業活動、日常生活など

のあらゆる分野で生じてきており、それに対処するために、多様な資質を持った優れた法

曹が全国に広く活躍し、求められる高度の専門性を提供していかなければならない。しか

し、ここで要求される法曹教育には、単に多様性と専門性の追求だけでなく、透明で公正

なルールに基づいた人々の相互理解の追求という、「法の支配」の理念に対する深い共感

と理解が必要とされる。 

 

資料「設置の趣旨および必要性」 

 

 国際化の時代を迎え、複雑化・多様化した今日の社会において、各種法的問題を「法の支配」の

理念に基づき迅速かつ適切に処理するための社会的基盤の整備が求められています。今般の司法

制度改革は、人的基盤の拡充、制度的基盤の整備、国民的基盤の確立をめざして、司法制度整備

に関する諸課題を明らかにしています。法科大学院構想は、これら諸課題の根底にある基盤整備に

かかわり、「法の支配」が貫徹された公正な社会を実現するための担い手である法曹を養成しようと

する国家的な一大事業であります。かかる２１世紀の司法を担う法曹には、その基本的資質として、

豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等と、さら

に、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野の知見、外国法の知見、国際的視

野、語学力等が要求されます。 

 本法科大学院の設置は、このような国家的事業の一翼を担おうとするものであるとともに、本学の

建学精神および教育理念を尊重しつつ、広い教養と良識、また、健全な市民感覚とグローバルで多

角的な視座をもち、チャレンジ精神旺盛な法曹を養成することを、その基本理念および目的としま

す。これらを実現するために、本法科大学院は、法学教育に関する伝統的資産を活用して、社会の

要請に応える新たな実学重視の教育を行い、２１世紀の市民社会に貢献しようとするものでありま

す。 

（出典：法科大学院ホームページ） 

 

このような社会の要請に応えて、本法科大学院は、幅広い教養と専門的知識、健全な市

民感覚とグローバルで多角的な視座を持ち、チャレンジ精神旺盛な法曹を養成することを
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基本的な教育目的としており、より具体的には次の法曹像を掲げている。 

① 市民生活法曹の養成 

 本法科大学院では、「国民の社会生活上の医師」にふさわしい法曹（市民生活法曹）の

養成を目指している。行政主導型の社会ではなく、公正なルールに基づいた市民の自発的

な紛争解決を助けるための、社会生活上の医師としての法曹の養成は、必要とされる法的

救済が社会にいきわたり、健全で公正な社会を実現しようとする司法制度改革と、それに

そった本法科大学院の教育目的に適合するものである。 

② 企業ビジネス法曹の養成 

 本法科大学院では、さらに、地域に根ざした企業ビジネス法曹の養成を目指している。

本学が位置する東大阪市とその周辺には、日本経済を牽引してきた、世界で活躍する中小

企業が多く存在する。このような立地環境にもかんがみて、中小規模の企業の経済活動の

国際化などに伴う法的需要に十分応えられるビジネス法曹（企業ビジネス法曹）の養成を

目標としている。なお、開設当初は「国際ビジネス法曹」の養成として国際性に重点をお

いてきた。もとよりその視点は今後も堅持するが、企業をとりまく多様な需要に応え、地

域における企業活動との連携をより厚みのあるものにするため、地域に根ざした国際化を

志向する法曹を育成することを主眼に、平成 27 年度以降は「企業ビジネス法曹」という

より広いとらえかたを採用することとした。 

以上のように設定された本法科大学院の教育の理念及び目標は、多様かつ広範な国民の

要請にこたえることのできる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊か

な人間性及び職業倫理を備えた法曹を要請するという法科大学院制度の目的に適合してい

る。【解釈指針１－１－１－１】 

 

資料「どのような法曹を養成するのか」 

 

 本法科大学院においては、法曹として求められる基本的資質を身に付けさせるとともに、国際性さ

らには地域に根ざした国際性を備えた法曹を養成することを基本方針とします。 

 法曹には、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力

等といった基本的資質が求められます。本法科大学院では、非法学部出身者や社会人にも開かれ

た選抜方法をとるとともに、少人数の双方向教育を通じて、これらの基本的資質の涵養をはかり、

「国民の社会生活上の医師」にふさわしい法曹（市民生活法曹）の養成をめざします。 

  なお、本法科大学院の立地環境の特性に鑑みるとき、中小規模の企業の法的需要に十分応え

られる法曹の養成も、重要な課題であると考えられます。経済活動の国際化に伴い、それらの企業

といえども、従来型の法的紛争のみならず、国際的あるいは先端的分野の法的紛争に対して十分

な対応を迫られています。そのような需要に応えるべく、本法科大学院では、地域に根ざした国際性

を備えた法曹の養成をもめざします。 

 

（出典：法科大学院パンフレットｐ.5） 

 

上記に示した本法科大学院の教育理念及び目標については、毎年改定発行するパンフレ

ット、適宜更新するホームページ等の媒体、説明会における紹介等により、学内外に広く

周知しているほか、日常の教育実践において学生に周知することにより、明確に示されて

いる。【解釈指針１－１－１－２】  
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基準１－１－２：重点基準 

教育の理念及び目標が、当該法科大学院の教育を通じて、達成されているこ

と。 

 

 （基準１－１－２に係る状況） 

（１） 履修モデル 

本法科大学院では、基準１－１－１で述べた教育の理念及び目標を達成するため、目指

す法曹像にそって３年間の履修モデルを作成し、学生の目的に応じた履修を行うための参

考の用に供している。 

市民生活法曹の養成については、とりわけ、専任教員によるものも含め、展開・先端科

目として「消費者法」「実践企業法務」「労働法Ａ（個別的労働関係法）・Ｂ（集団的労

働関係法）」「環境法」「特別演習（損害賠償責任法）」「特別演習（民事執行・保全）」

等を開設している。 

また「リーガルクリニック」が２年・３年生向けの実務基礎科目のひとつとして実施さ

れている。その目的は、学生に対して、生の事実に接しながら生きた法律を学ぶ機会を与

えるとともに、本法科大学院の立地する東大阪の市民や中小企業に対して民事及び商事に

関する様々な法的サービスを無償で提供するところにある。平成 18 年度からは八尾市に

よる法律相談との連携により、本法科大学院の法律相談を紹介してもらう体制を整え、臨

床教育と地域貢献の連結を図っている。 

企業ビジネス法曹の養成に関連しては、中小企業の多い東大阪市とその周辺での貢献を

念頭においた「知的財産法Ａ（特許・実用新案・意匠）・Ｂ（著作権・商標・不正競争）」

「実践企業法務」「金融担保法」「倒産処理法Ａ（破産法）・Ｂ（倒産法制）」「特別演

習（企業活動におけるコンプライアンス）」を２・３年次に開設している。 

また、国際性を備えた法曹の養成に適った教育として、展開・先端科目群において、

「国際法」「国際私法」「国際取引法」などの科目を開設しており、またアメリカ人弁護

士を担当者とした「英語法文書作成・購読」も開設している。また、基礎法学・隣接科目

群において、「英米法」「アジア法」「比較法史」を開設しており、上記アメリカ人と中

国人の教員などが担当している。外国の法思想や法制度のあり方を学ぶことにより、学生

は日本法とその背景にある日本社会の特徴について、異なった観点からの理解を深めるこ

とが期待される。 

 

別添資料１「近畿大学法科大学院パンフレット(2018)」 

ｐ.8 履修モデル 

 

（２） 学生数／学業成績・在籍状況 

 基準１－１－１で述べた教育の理念及び目標を達成するため、本法科大学院の特色の１

つである少人数教育によって綿密な教育及び学生対応を実施している。入学者選抜試験に

おいても、厳正な審査の上で能力の高い志願者を選抜している（詳細は第６章）。在学生

の進級要件も客観的かつ明確に設定していることから原級留置者も見られる（詳細は第４

章）。 

 

別紙様式２「学生数の状況」 
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（３） 司法試験合格状況 

 司法試験合格者及び合格率の状況は様式 2－2 のとおりであり、平成 25 年度は、受験者

数 41 名、合格者数 2 名、合格率 4.9％、平成 26 年は、受験者数 49 名、合格者数 5 名、合

格率 10.2％、平成 27 年は、受験者数 40 名、合格者数 3 名、合格率 7.5％、平成 28 年は、

受験者数 38 名、合格者数 1 名、合格率 2.6％、平成 29 年は、受験者数 32 名、最終合格者

数 2 名、合格率 6.3％となっており、いずれの年も全国平均の割合の 2 分の 1 に満たない

（様式 2－2）。また、5 年の評価期間中に本法科大学院を修了して 5 年が経過する者に対

する司法試験に合格した者の割合は 28.5％である。 

 こうした状況については教員間で十分に認識しており、自己点検・評価委員会と教務委

員会が中心となってさまざまな対応策を講じ、教授会や各種委員会が連携協力して教育活

動等の改善に全力で取り組んでいるところである。具体的には、本法科大学院では未修入

学者が多いことから、未修者教育に重点を置いたカリキュラム改定を平成 27 年度より行

い、法律基本科目の基礎知識の定着を図っている。また、入学前に専任教員による導入講

座を開講して学習への道筋がスムーズになるようにし、入学後は教員による授業と学習指

導教員による学習会の連携により基礎知識の確立を強化したりするなどの方法を実施して

いる。その中で学習指導教員から学生の到達状況の報告を逐一受けるなどして綿密な対応

がとれるようにしてきたところである。さらに、院生にはクラス担任による面談を定期的

に実施し、早いうちから自らで司法試験の問題に接してそのレベルを意識しながら勉学を

進めるよう指導し、勉強計画についても院生の個性に配慮しながら相談に応じるなど、教

育方法の改善に取り組んでいる。他方、司法試験準備を行っている修了生に対しては、本

法科大学院ＯＢのサポートを得て、グループ学習会の支援を行い、学習会の質を担保する

ため問題の選定に専任教員が関与する取り組みを行っている。（平成 28 年 9 月以降）。

平成 29 年度には、この学習会の参加者から２名の合格者を輩出し、取り組みは着実に成

果に結びついている。修了生に対しては、その他にも希望に応じて自習室の継続使用を許

可し、教員との連絡が可能になる体制を整えている。これらの取り組みは近い将来、合格

実績の向上へとつながり、教育目標の達成が具体的に図られるものと考えている。 

【解釈指針１－１－２－１】【解釈指針１－１－２－２】【解釈指針１－１－２－３】 

 

（４） 修了生の活動状況 

最近の法科大学院修了者は、平成 24 年度 18 名、平成 25 年度 12 名、同 26 年度 4 名、

同 27 年度 8 名、同 28 年度 5 名となっており、修了生のうち司法試験合格者においては、

平成 30 年 3 月現在、平成 24 年度修了生で４名が弁護士となっている。同様に、平成 25

年度修了生では３名が弁護士、平成 26 年度修了生では１名が司法修習中、平成 27 年度修

了生では１名が司法修習中となっている。修了生の活動状況については、資料のとおりで

ある。【解釈指針１－１－２－１】 
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資料「法科大学院修了者数及び進路状況」（平成30年５月１日現在） 

（単位：人） 

修
了
年
度 

司法試験合格 

就 

職 

そ
の
他(

司
法
試
験
受
験

準
備
含
む) 

不 
明 

計 
弁
護
士(

事
務
所) 

弁
護
士(

企
業) 

検
事
任
用 

司
法
修
習 

１７年度 ４  －  －  －  －  － ２ ６ 

１８年度 ３  －  －  － ５  － １４ ２２ 

１９年度 ８ － １  － ４ ２ １１ ２６ 

２０年度 １０ ２  －  － ４  － １７ ３３ 

２１年度 ８ －  －  － １６ ３ ６ ３３ 

２２年度 ６ ２  －  － ３ １ １１ ２３ 

２３年度 ３ －  －  － ５  － ８ １６ 

２４年度 ３ １  －  －  －  － １４ １８ 

２５年度 ３ －  －  －  － ９  － １２ 

２６年度  － －  － １  － ３  － ４ 

２７年度  － －  － １  － ７  － ８ 

２８年度  － －  － －  － ５  － ５ 

２９年度 － － － －  － ５  － ５ 

     

（出典：法科大学院資料） 
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 ２ 特長及び課題等 
 

本法科大学院が目指す「法の支配」に基づく社会の実現の重要性と、そこにおいて必要

な健全な市民的良識や多角的・主体的思考能力を備えた法曹の養成という基本目的につい

ては、開設以来の教育や啓発活動を通して学生の間に浸透している。 

具体的取組みにおいては、まず授業で、多角的な視座と幅広い教養を身につけチャレン

ジ精神と主体的な思考力を鍛えるために、単なる知識や論点の暗記ではなく、背景となる

思想や先端的問題も扱い、応用力強化のために多様な事例の比較検討を行うこととしてい

る。また、とくに展開・先端科目群において多様な授業科目を開設しているほか、双方向

の授業により質疑応答の仕方を学び、議論を通じた紛争解決能力を養うことを目指してい

る。もっとも、最近の学生数の減少により授業単位の受講者数が少ないことから、多方向

の授業を行いにくい点をいかにカバーするかという課題もある。 

高度な授業内容の前提となる基本的知識の学習については、様々な補習や学習会、学習

指導教員、クラス担任制、インターネットによる学習支援システムである「TKC 法科大学

院教育研究支援システム」の整備などにより、支援体制を整えている。また、学習指導教

員による補助がより効果的になるように授業との連動性をもたせるなどの継続的な改善を

行っている。今後もさらに、クラス担任と学習指導教員との連絡を密にするなど、効果的

な方法の検討を継続する必要がある。 

本法科大学院が目指す法曹像に対応した法曹養成のための教育に適した科目を開設して

いることに加え、「リーガルクリニック」をはじめとする臨床教育科目や法律相談の実施

ついても、臨床教育委員会を設置するなどの組織的対応をとっている。これにより、内容

の充実化や成績評価の緻密化、法律相談の広報の拡大、他の臨床教育科目である「エクス

ターンシップ」と「ビジネス法務実習」および「模擬裁判」のカリキュラム編成やその実

施方法について継続的な検討が行われ、成果を挙げている。 

もっとも、司法試験合格状況は厳しい状況にある。平成 24 年度までは、合格率が全国平

均の２分の１を超える合格者数を輩出した年も見られたが、その後は毎年度の合格者が少

ない傾向が続いている。本法科大学院では、授業と学習指導教員による学習会の連携によ

り基礎知識の確立を強化したり、苦手分野の克服を積極的に行うなどの対応や方法の改善

を続けているほか、院生には早いうちから自らで司法試験の問題に接してそのレベルを意

識しながら勉学を進めるよう指導し、勉強計画についてもクラス担任や科目担当教員が密

に相談に応じるなど、教育方法の改善に取り組んでいる。また、司法試験準備を行ってい

る修了生に対しても、本法科大学院ＯＢのサポートの下、グループ学習会を積極的に支援

するほか、希望に応じて自習室の継続使用を許可し、教員との連絡が可能になる体制をと

るなどしている。これらの対応が合格者数及び合格率に反映され、教育目標の達成が具体

的に示せるよう、さらなる改善を検討・継続していかなければならない。 

修了生の支援体制として、実務家教員を中心とするキャリア支援委員会を新設し、法曹

三者との接触の機会を設けることとともに、司法試験合格後の弁護士事務所への就職の相

談窓口となること、司法試験に合格できなかった者に対しても就職の相談窓口となること

を目的とした組織体制をとっている。そうした体制整備により、弁護士事務所への情報提

供や就職先の決定、司法試験に合格できなかった者への求人依頼の情報提供や民間企業の

企業法務への就職等が行われている。今後も、学内のキャリア支援センターとの連携をさ

らに強化するなどの体制整備を続けていく必要がある。 
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第２章 教育内容 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ２－１ 教育内容 

 

基準２－１－１：重点基準 

法科大学院の課程の修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）並び

に教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）を一貫性あ

るものとして策定していること。 

すなわち、教育課程が、理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ、法曹

としての実務に必要な専門的な法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させる

とともに、豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう適

切に編成されていること。 

 

 （基準２－１－１に係る状況） 

（１） 本法科大学院は、「実学教育と人格の陶冶」という近畿大学の建学の精神、「人

に愛される人、信頼される人、尊敬される人を育成すること」という教育の目的を踏まえ、

この建学精神および教育の目的を尊重しつつ、頼りがいのある法曹を育成することを基本

理念として、設置されている。これに対応して、次のような内容の法科大学院の課程の修了

の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）を策定している。 

 

資料「ディプロマ・ポリシー」 

本学が掲げる建学精神および教育目的を尊重しつつ、頼りがいのある法曹を養成すると

いう本法科大学院の基本理念に則って、高度な専門的知識や柔軟な思考力を有し、高い

倫理的責任感を備えていると判断される者には、以下の判断基準で、法務博士（専門

職）の学位を授与します。 

１．法曹としての幅広い教養、法に関する高度な専門的知識、柔軟な思考力、説得・交

渉の能力を身につけていること。 

２．法曹に求められる豊かな人間性や感受性、高い倫理観、鋭敏な人権感覚、健全な市

民感覚、グローバルで多角的な視座を身につけていること。 

３．所定の年限以上在学し、本法科大学院がその基本理念に基づいて設定した所定のカ

リキュラムによる教育を受け、修了に必要な所定の単位を修得していること。 

 

（出典：近畿大学法科大学院ホームページ） 

 

そして、少人数教育の徹底と段階的な学習、また「実学重視」の法学教育によって、この

ような頼りがいのある法曹の育成を目指している。このことを、次のように教育課程の編

成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）で明記している。 
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資料「カリキュラム・ポリシー」 

１．「実学教育と人格の陶冶」という近畿大学の建学の精神、「人に愛される人、信頼され

る人、尊敬される人を育成すること」という教育の目的を踏まえ、この建学精神および教育

の目的を尊重しつつ、頼りがいのある法曹を育成することを基本理念とします。 

２．少人数教育を徹底して、学生の実力やニーズに応じたきめ細かで良質な教育を提供しま

す。基礎の講義科目から「演習科目」「総合演習」へと基本を重視しながら段階を踏んだ学

習が可能となるように科目を配置します。 

３．時代の要請に応える新たな「実学重視」の法学教育をめざします。理論と実務の架橋を

重視しながら、実務の基礎を学び、現実に生起しうる法的問題に的確に対応できる総合的な

法的能力を養います。 

（出典：近畿大学法科大学院ホームページ） 

 

（２） これを踏まえ、教育課程においては、法律基本科目群、実務基礎科目群、基礎法

学・隣接科目群、展開・先端科目群の４種の授業科目群を開設している。本法科大学院の

教育理念と目的に基づき、法曹としての専門性を培うことができるように、「市民生活法

曹」と「企業ビジネス法曹」に関する履修モデルを提示して、計画的履修ができるように

配慮している。 

 

別添資料１「近畿大学法科大学院パンフレット（2018）」 

ｐ.8 履修モデル 

 

 このうち、法律基本科目群については、平成 26 年度以降、法曹としての実務に必要と

なる法知識や思考力の段階的習得を考慮して、１年次配当の科目を憲法、民法、刑法、商

法の 4 科目に絞りこみ、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法を２年次配当に引き上げている。

基本科目では、基本的な法知識と法的思考を体系的にそしてより着実に理解させ、演習科

目では、応用的・発展的な問題を学びつつ、より高度な法的思考力・分析能力を習得させ、

さらに総合演習科目において、実体法と手続法を統合するとともに、個別法分野を超えた

法制度相互間の関係を理解させることを目的としている。 

実務基礎科目群については、法曹としての責任感及び倫理観の涵養のために「法曹倫理」

を開設し、また、理論と実務の架橋のために民事訴訟実務、刑事訴訟実務及び公法系訴訟

実務に関して、「民事訴訟実務の基礎」「民事弁護演習」「要件事実論」「民事裁判と事

実認定」「刑事訴訟実務の基礎」「公法系訴訟実務の基礎」の６科目を開設し、これらを

法曹三者に属する実務家が担当している（もっとも、平成 28 年度、平成 29 年度は「公法

系訴訟実務の基礎」は不開講である）。そしてまた、平成 27 年度より、裁判制度の基礎

的な理解と法情報調査の技能を身に付けさせるために「裁判制度の基礎」を開設している。

さらに、理論と実務を架橋する実践の場として、「リーガルクリニック」「模擬裁判」

「エクスターンシップ」「ビジネス法務実習」を開設している。 

また、本法科大学院では、実務基礎科目や一定の展開・先端科目の授業、学習指導教員

（若手弁護士）による学習会、弁護士による講演会を行っている他、キャリア支援委員会

（第８章参照）を設置し、豊かな人間性並びに法曹としての責任感、倫理観を涵養するた

めに、各年代の実務法曹と直接に接する機会の確保に努めている。 

基礎法学・隣接科目群については、豊かな人間性並びに法曹としての正義感や「法の支

配」の思想の理解を深め、人間社会や企業活動に貢献する人材を育成するために、「比較
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法史」「法社会学」「法理学」「会計学」を開設している。 

展開・先端科目群については、豊かな人間性を養い、学生の幅広い興味関心を喚起する

ために、学生が様々なバックグラウンド及び多様な学歴を有することを考慮に入れて、専

門的かつ先端的な科目を多数開設している。 

【解釈指針２－１－１－１】 

 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

 

（３） 理論的教育においては、単に知識や論点を暗記させるのではなく、確実な基礎知

識を学んだ上で、さらに、それを用いた主体的な思考や分析の力を習得させることを目指

している。そのために、法の背景にある思想、法理論の体系、先端的な理論を学ばせ、ま

た多様な事例や判例の比較検討を行っている。実務的教育においては、法曹三者の出身の

実務家により、事件記録教材などを使用し、実務家としての経験を十分に生かした、理論

と実務の架橋にふさわしい内容の授業を提供している。 

 これらの教育を段階的かつ完結的に実施し、司法試験及び司法修習と有機的に連携され

た法学教育の「プロセス」を重視するという法曹養成機関の目的に照らして、次のような

教育課程が編成されている。法律基本科目のうち憲法、民法、刑法、商法の４科目につい

ては、１年次で基礎的な内容を学び、２年次で応用・発展的な内容に進むとともに、民事

訴訟法、刑事訴訟法、行政法の３科目を２年次からの配当とすることで、２年次から手続

法も段階的に学修する。実務基礎科目については、１年次に「裁判制度の基礎」で民事・

刑事の法廷傍聴を含め裁判の具体に接することで裁判制度の基礎的な理解を身に付ける一

方、入学初年度に法曹となるための心構えとして重要な「法曹倫理」を学び、さらに、訴

訟実務に関する科目を、理論的教育がひととおり終了した３年次の段階で学ぶ。展開・先

端科目群についてもまた、法学未修者が１年次に最も基本的な法律の学習を終えた後で、

各々の興味にしたがって学習範囲を拡げていくことができるように、２・３年次の配当と

なっている。なお、基礎法学・隣接科目群のうち、法解釈学の知識を必ずしも前提としな

い科目（会計学、比較法史、法社会学、法理学）については、１年次からの履修を認めて

いる。 

 教育の方法としては、とくに基本科目においては基礎的知識の理解に資するように留意

しながら、柔軟な思考力、分析力、表現力等の習得のために、質疑応答や議論により思考

を深める「ソクラティックメソッド」、これにより事例を分析していく「ケースメソッド」

という、双方向・多方向の授業を、科目の性質を勘案しつつ、可能な限り採用している。

【解釈指針２－１－１－１】 

 

 

資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（目的） 

第１条 本大学院は、法理論と法実務を架橋する実践的な法学教育を行うことにより、高度で専門的

な職業能力を有する法曹の養成に寄与することを目的とする。 

 

（教育方法・内容） 

第５条 本大学院の教育は、理論と実務の架橋をめざし、法理論教育を中心としつつ実務教育の導
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入部分も併せて実施するものとする。その実施にあたっては、少人数教育を基本とし、講義、事例

研究、討論、実務演習、その他の適切な方法により、これを行うものとする。 

 

 

（４）飛び入学者を法学既修者として認定することはあり得るが、既修者試験に合格する

ことは１年次配当の法律基本科目を一括認定するに足りる学力を有していることを意味す

るものである。また、担任制度をとることで、個別に学修指導を行う態勢を取っている。

法科大学院教育の段階性及び完結性は維持されているものと考えている。【解釈指針２－

１－１－２】 

 

（５）他の法科大学院からの転入学は制度としては存在していない。既修者試験に受験、

合格して本学に入学する可能性はあるが、既修者試験に合格することは１年次配当の法律

基本科目を一括認定するに足りる学力を有していることを意味するものである。また、担

任制度をとることで、個別に学修指導を行う態勢を取っている。法科大学院教育の段階性

及び完結性は維持されているものと考えている。【解釈指針２－１－１－３】 

 

（６）（２）で述べたとおり、平成 27 年度以降、法曹としての実務に必要となる法知識

や思考力の段階的習得を考慮して、１年次配当の科目を憲法、民法、刑法、商法の 4 科目

に絞りこみ、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法を２年次配当に引き上げるカリキュラム改

定を行っている。また、法学未修者に対して基本的な考え方を理解させるため、「法学基

礎」という科目を設置し、法律基本科目の基礎的知識の定着とともに、法学の思考方法に

慣れ、法的文書の基礎的な起案方法を身につけさせることを目指している。具体的には、

関連する法律基本科目の授業の進行に合わせて、科目に応じて、たとえば簡単な事例問題

の検討や関連判例の読み合わせ、定義の確認など、様々な方法を用いた授業を行っている。

「法学基礎」は平成 22 年度より設置しているが、その後徐々に拡充させており、平成 30

年度のカリキュラムでは１年次配当の法律基本科目、すなわち「憲法 A（統治機構・人権

総論）」「憲法 B（人権各論）」、「民法 A（総則・物権総論）」「民法 B（債権総論・担

保物権）」「民法 C（債権各論・家族法）」「商法 A（会社法）」「商法 B（商法総則・商

行為・手形法）」、「刑法 A（総論）」「刑法 B（各論）」の 9 科目に対応する「法学基

礎」を必修科目として、２年次配当で初めて学修する法律基本科目である民事訴訟法、刑

事訴訟法、行政法についても選択科目として、「法学基礎」を配当するに至っている。 

 また、学習指導教員（若手弁護士）による学習会についても、とくに１年次配当の法律

基本科目に対応する学習会については正課を担当する教員と学習指導教員との間で連携を

とって、正課の予復習を学習会を通じて行う態勢をとりつつあり、平成 30 年度は、２年

次配当の法律基本科目についても、これに対応する学習会において正課で扱う事項の定着

を図る計画である。【解釈指針２－１－１－３】 

 さらに、担任制度をとることで、学生一人ひとりの実情に応じきめ細かな学修指導を行

う態勢を取っている。【解釈指針２－１－１－４】 

 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

 

ガイダンス時配布資料（抜粋） 
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平成 30 年 3 月 20 日 

院生各位 

 

 

学習指導教員勉強会の実施について 

 

下記のとおり、平成 30 年度の前期学習指導教員勉強会（以下「勉強会」という。）

を実施します。別紙申込書を 3 月 27 日（火）までに必ず法科大学院事務課に提出して

ください。 
 
 
１． １年次履修科目対象の勉強会 

【内容】授業の進捗状況に合わせ、授業内で扱った基本的事項の解説及び復習を主な

目的とする。 
 
【科目】憲法Ａ（統治機構・人権総論）   担当：矢倉良浩  火曜 5 時限目 

刑法Ａ（総論）          担当：大西康嗣  水曜 5 時限目 
 
 
２． ２年次履修科目対象の勉強会 

【内容】授業の進捗状況に合わせ、授業内で扱った基本的事項の解説及び復習を主な

目的とする。 
 
【科目】刑事訴訟法            担当：藤澤誠也  月曜 5 時限目 
    行政法Ａ（行政法総論）      担当：佐藤祥徳  月曜 6 時限目 

民事訴訟法Ａ（第一審判決手続）  担当：矢倉良浩  火曜 6 時限目 
刑法演習             担当：大西康嗣  水曜 6 時限目 

（隔週） 
商法演習Ａ（会社法各論１）    担当：西村拓憲  金曜 5 時限目 

（隔週） 
憲法演習Ａ（基本的人権）     担当：矢倉良浩  金曜 6 時限目 

（隔週） 
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基準２－１－２ 

各授業科目について適切な到達目標が設定されていること。 

 

 （基準２－１－２に係る状況） 

各授業科目について、到達目標を設定し、シラバス上で開示している。このうち、法律

基本科目群については、平成 24 年度における全専任教員を構成員とする FD 研修会におけ

る議論を踏まえて、法律基本科目については、「共通的な到達目標」を取り込んだレジュ

メの作成等に取り組んでおり、平成 25 年度以降は、「共通的な到達目標」が明示された

レジュメ等が学生に配付されることにより、より明確な目標の下に学生が学習することが

できる環境を提供することにしている。また、「共通的な到達目標」が存在しない科目に

ついては、学生が修得すべき内容をふまえ、各授業科目のねらいをシラバスにて積極的に

示している。【解釈指針２－１－２－１】。 

 

別添資料３「平成 24 年度近畿大学法科大学院第 3 回ＦＤ研修会議事録 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 
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基準２－１－３：重点基準 

次の各号に掲げる授業科目が適切な科目区分の下に開設されていること。 

（１）法律基本科目 

（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する

分野の科目をいう。） 

（２）法律実務基礎科目 

（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の

科目をいう。） 

（３）基礎法学・隣接科目 

（基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。） 

（４）展開・先端科目 

（応用的・先端的な法領域に関する科目、その他の実定法に関する多様

な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。） 

 

 （基準２－１－３に係る状況） 

（１） １年次配当の法律基本科目は、「憲法 A（統治機構・人権総論）」「憲法 B（人

権各論）」、「民法 A（総則・物権総論）」「民法 B（債権総論・担保物権）」「民法 C

（債権各論・家族法）」「商法 A（会社法）」「商法 B（商法総則・商行為・手形法）」、

「刑法 A（総論）」「刑法 B（各論）」の 9 科目に整理し、これらの科目の学習に十分な

時間を充てさせることとして、法学未修者に対して、基礎的な法知識をより確実に習得さ

せるとともに、基本的な考え方をより段階的、体系的に理解させることとしている（すべ

て必修科目）。また、1、2 年生配当の法律基本科目において、上記講義科目で学習した内

容の定着を図るとともに法文書作成の基本を学ばせるための科目として、「法学基礎」を

開設している（１年次はすべて必修科目）。 

 ２年次配当の法律基本科目としては、２年次から初めて学修する法律基本科目として、

民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法の３科目について、基礎的な知識を習得させるために、

「民事訴訟法 A（第一審判決手続）」「民事訴訟法 B（上訴・複雑訴訟）」、「刑事訴訟

法」「行政法 A（行政法総論）」「行政法 B（行政救済法）」の 5 科目を配置している

（すべて必修科目）。また、これらの科目と並行して、１年次に基礎的な知識を学修した

憲法、民法、刑法、商法について、応用的・発展的な問題を学びながら、法的思考力・分

析能力をより高度なものとすることを目的として、演習科目を配置している。具体的には、

「憲法演習 A（基本的人権）」「憲法演習 B（憲法訴訟）」「民法演習 A（総則・物権総

論）」「民法演習 B（債権総論・担保物権）」「民法演習 C（債権各論・家族法）」「商

法演習 A（会社法各論１）」「商法演習 B（会社法各論２）」「刑法演習」である（すべ

て必修科目）。また、刑事訴訟法については前期の「刑事訴訟法」で基礎的な知識を学修

した後に、後期に続けて「刑事訴訟法演習」を配置し、連続して段階的な学修を可能とし

ている（必修科目）。したがって、２年次に配当される演習科目は、合計 9 科目である。 

 さらに、３年次では、演習科目として「民事訴訟法演習」「行政法演習」を配置すると

ともに（いずれも必修科目）、法律基本科目の仕上げとして、具体的な事案の解決及び実

体法と手続法の統合という視点から、「司法審査論演習」「公法総合」「民事法総合演習」

「民法事例演習」「刑事法事例演習」「刑事法総合演習」を法律基本科目として配置して

いる。このうち、「民事法総合演習」「刑事法総合演習」の 2 科目のみが必修科目であり、

その他は選択科目である。こうして、３年次においても、公法系、民事系及び刑事系のす
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べての分野について、実践的な演習科目を配置することにより、将来の法曹としての実務

に共通して必要とされる基本分野における知識の習得とその応用を図っている。【解釈指

針２－１－３－１】【解釈指針２－１－３－２】 

 

（３） 実務基礎科目については、理論と実務の架橋を重視し、民事訴訟実務の基礎に関

しては裁判官と訴訟代理人の立場の違いを明らかにする趣旨で、また刑事訴訟実務の基礎

に関しては法曹三者の立場の違いを明らかにする趣旨で、「民事訴訟実務の基礎」「要件

事実論」「刑事訴訟実務の基礎」の３科目を、必修科目として設置し、それぞれ関係実務

家教員が担当している。さらに、選択必修科目として、「裁判制度の基礎」「公法系訴訟

実務の基礎」「民事裁判と事実認定」が開設されている。「裁判制度の基礎」は、法情報

調査の方法とともに裁判制度に関する概括的な知識を身に着けさせるという観点から、平

成 27 年度に開設された。なお、「法曹倫理」は、必修科目として１年次に配当している

が、法学既修者として入学した者には初年度に履修させている。 

 法律基本科目で習得した知識を実践において役立たせる場として、２年次には「エクス

ターンシップ」及び平成 28 年度より「ビジネス法務実習」を、２・３年次には「リーガ

ルクリニック」を、３年次には「民事弁護演習」と「模擬裁判」を、それぞれ選択必修科

目として開設している。【解釈指針２－１－３－３】 

 

（３） 基礎法学・隣接科目については、法のあり方を根本から考える上で重要な基礎科

目として、「法理学」や「法社会学」を開設するとともに、ビジネス関係の隣接科目とし

て「会計学」を、国際関係の科目として「英米法」「アジア法」「比較法史」を開設して

いる。【解釈指針２－１－３－４】 

 

（４） 展開・先端科目については、国民の社会生活上の医師にふさわしい「市民生活法

曹」及び幅広い知識が求められる「企業ビジネス法曹」という２つの履修モデルにしたが

って履修できるように、公法系５科目、民事法系 18 科目、刑事法系１科目、国際法務系

６科目を、２・３年次配当科目として開設している。 

これらのうちには、中小企業の多い東大阪市とその周辺での貢献をも念頭においた「知

的財産法 A（特許・実用新案・意匠）・B（著作権・商標・不正競争）」「実践企業法務」

「金融担保法」「倒産処理法 A（破産法）・B（倒産法制）」「特別演習（企業活動におけ

るコンプライアンス）」などがある。 

また、「市民生活法曹」養成との関連では「消費者法」「労働法 A（個別的労働関係

法）」「労働法 B（集団的労働関係法）」「特別演習（損害賠償責任法）」などがある。

さらに、「企業ビジネス法曹」養成との関連では「国際私法」「国際取引法」「英語法文

書作成・講読」などがある。「英語法文書作成・講読」は様々な英語法文書の作成および

読解を行うことで基本的な英語法文書に習熟する目的でアメリカ人弁護士の担当により開

設している。【解釈指針２－１－３－５】 

 

（５） ここまで述べたところから理解できるように、基準２－１－３（１）から（４）

に該当する科目が他の科目区分の授業科目として開設されているような状況は存在しない。 

 法律基本科目については、各法分野における基本問題及び発展問題が網羅的・完結的に

取り扱われており、将来の法曹として実務に共通して必要とされる基本分野を対象とする

授業科目となっている。 
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 展開・先端科目は、法律基本科目及び法律実務基礎科目で習得した知識を応用的・先端

的に発展させた科目となっており、教育内容が法律基本科目の基本分野に関するものは存

在しない。【解釈指針２－１－３－７】 

 法律実務基礎科目においても、主として実務家教員の主導により実施されており、法律

基本科目との連携が密接に図られているものの、内容上法律基本科目の各分野の理解を主

眼とするものは存在しない。【解釈指針２－１－３－８】 

 基礎法学・隣接科目は、当該科目につき高度な知見を有する研究者教員（すべて兼担ま

たは兼任教員）によって実施されており、実質的に法律基本科目に当たるものは存在しな

い。 

 また、展開・先端科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目の相互間でも他の科目

区分の授業科目として開設されているような状況は存在しない。【解釈指針２－１－３－

６】 

 

 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

ｐ.18-ｐ.21 開講科目一覧 

 

  



近畿大学大学院法務研究科法務専攻 第２章     

- 19 - 

基準２－１－４：重点基準 

基準２－１－３の各号のすべてにわたって、教育上の目的及び各法科大学院

の教育の理念及び目標に応じて適当と認められる単位数以上の授業科目が開設さ

れ、必修科目、選択必修科目及び選択科目等の分類が適切に行われ、学生が段階

的に履修することができるよう各年次にわたって適切に配当されていること。 

 

 （基準２－１－４に係る状況） 

本法科大学院における法律基本科目に属する科目は、1 年次配当科目 17 科目 32 単位、

２年次配当科目 17 科目 31 単位、３年次配当科目７科目 14 単位、２・３年次配当科目 1

科目２単位である。1 年次配当科目についてはすべて必修科目である（「民法 A（総則・物

権総論）」「民法 B（債権総論・担保物権）」「民法 C（債権各論・家族法）」が各４単位、

法学基礎８科目が各１単位、他は各２単位）。２年次配当科目については、「法学基礎」

を除きすべて必修科目とされている（各２単位）。３年次配当科目については、「行政法

演習」「民事法総合演習」「民事訴訟法演習」「刑事法総合演習」の４科目が必修科目で

あり、その他は選択科目である（各２単位）。２・３年次配当科目である「司法審査論演

習」は選択科目として開設されている（２単位）。 

実務系基礎科目に属する科目は、1・２年次配当の「法曹倫理」、２年次配当の「要件事

実論」、３年次配当の「民事訴訟実務の基礎」及び「刑事訴訟実務の基礎」が必修科目と

して配置されている（各２単位）。加えて、1 年次配当科目として「裁判制度の基礎」が、

２年次配当科目として「エクスターンシップ」「ビジネス法務実習」が、２・３年次配当

科目として、「民事裁判と事実認定」「リーガルクリニック」が、３年次配当科目として

「公法系訴訟実務の基礎」「模擬裁判」「民事弁護演習」が選択必修科目として配置され

ている（各２単位）。必修科目８単位を含む 14 単位の修得が修了要件である。 

基礎法学・隣接科目に属する科目は、「英米法」「アジア法」「法理学」「比較法史」

「法社会学」「会計学」の６科目であり、これらはすべて選択必修科目として１・２・３

年次または２・３年次に配当されている。６科目すべて２単位科目として設置されており、

４単位以上（すなわち、２科目以上）の修得が修了要件である。 

展開・先端科目に属する科目は、公法系５科目、民事法系 18 科目、刑事法系１科目、国

際法務６科目の合計 30 科目を配置している。すべてが選択必修科目であり、12 単位の修

得が修了要件である。 

 以上から分かるように、本法科大学院では、教育上の目的に応じて適当と認められる単

位数以上の授業科目が開設されている。法律基本科目の基本分野に関する授業科目を選択

科目とするなど、法学未修者が履修することなく修了することができるカリキュラムとは

なっていない。また、本法科大学院における授業科目は、本学の教育理念である「実学教

育」と「人格の陶冶」、そして教育目的としての「人に愛される人、信頼される人、尊敬

される人を育成すること」、さらには、本法科大学院の教育理念・目標である「市民生活

法曹と企業ビジネス法曹の養成」という点に照らして、学生の段階的履修に資するように、

偏りなく各年次にわたって適切に配置されている。このことは、たとえば、法律基本科目

においては、法制度の体系的理解や法解釈学における論理的思考能力を涵養するために、1

年次配当の理論的基礎を修得する科目の上に２・３年次の論理的分析力・思考力を修得す

る科目を積み上げる形で編成していること、また法律実務基礎科目については法律基本科

目との有機的連携を考慮し、さらに展開・先端科目についても法律基本科目と同様に積み

上げ方式を意識して、それぞれ科目配置と編成がなされていることに現れている。平成 27
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年度のカリキュラム改定により、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法を２年次からの学習と

したことにより、１年次で実定法科目を十分に修得し、その上に訴訟法等を修得すること

で、積み上げ方式による科目配置と編成をより一層進めることとなっている。【解釈指針

２－１－４－１】 

 

 

別添資料１「近畿大学法科大学院パンフレット(2018)」 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

ｐ.18-ｐ.21 開講科目一覧 
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基準２－１－５：重点基準 

基準２－１－３（１）に定める法律基本科目については、次の各号に掲げる

単位数の授業科目を必修科目として開設することを標準とし、標準単位数を超え

て必修科目又は選択必修科目を開設する場合には、８単位増をもって必修総単位

数の上限とする。ただし、法学未修者については、１年次及び２年次に配当され

る法律基本科目の中から、別に１０単位を限度として必修又は選択必修とするこ

とができる。 

（１）公法系科目（憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。） 

１０単位 

（２）民事系科目（民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。） 

３２単位 

（３）刑事系科目（刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。） 

１２単位 

 

 （基準２－１－５に係る状況） 

本法科大学院における法律基本科目のうち必修科目は、公法系科目 16 単位、民事系科目 36

単位、刑事系科目 14 単位が必修科目である。それぞれにつき、段階的積み上げ方式を採用し

ている関係上、各年次に適宜配置されている。また、法律基本科目については原則として必修

科目のみが存在し、１年次においてはすべて必修科目（公法系科目６単位、民事系科目 18 単

位、刑事系科目６単位）である。２年次配当の法律基本科目は、２・３年次配当の「司法審査

論演習」（選択科目・公法系２単位）と「法学基礎」（行政法、民事訴訟法、刑事訴訟法の３

科目・各１単位）を除き、すべて必修科目（公法系科目８単位、民事系科目 14 単位、刑事系

科目６単位）である。また、３年次においても、公法系２単位、民事系４単位、刑事系２単位

が必修科目として配置されているほか、選択科目として公法系２単位、民事系２単位、刑事系

２単位が配置されている。【解釈指針２－１－５－２】 

 

別添資料１「近畿大学法科大学院パンフレット(2018)」 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

ｐ.18-ｐ.21 開講科目一覧 
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基準２－１－６：重点基準 

（１）基準２－１－３（２）に定める法律実務基礎科目については、次に掲げ

る授業科目が必修科目として開設されていること。 

ア 法曹としての責任感や倫理観を涵養することを内容とする授業科目

（２単位） 

イ 要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の基

礎を内容とする授業科目（２単位） 

ウ 事実認定に関する基礎的な教育を含む刑事訴訟実務の基礎を内容とす

る授業科目（２単位） 

（２）（１）に掲げる必修科目６単位のほか、次に例示する内容の授業科目そ

の他の法曹としての技能及び責任等を修得させるために適切な内容を有す

る授業科目（（１）に掲げる内容の授業科目を除く。）のうち、４単位相

当が必修又は選択必修とされていること。 

ア 模擬裁判 

（民事・刑事裁判過程の主要場面について、ロールプレイ等のシミ

ュレーション方式によって学生に参加させ、裁判実務の基礎的技

能を身に付けさせる教育内容） 

イ ローヤリング 

（依頼者との面接・相談・説得の技法や、交渉・調停・仲裁等の

ADR（裁判外紛争処理）の理論と実務を、ロールプレイをも取り入

れて学ばせ、法律実務の基礎的技能を修得させる教育内容） 

ウ クリニック 

（弁護士の指導監督のもとに、法律相談、事件内容の予備的聴き取

り、事案の整理、関係法令の調査、解決案の検討等を具体的事例

に則して学ばせる教育内容） 

エ エクスターンシップ 

（法律事務所、企業法務部、官公庁法務部門等で行う研修） 

オ 公法系訴訟実務の基礎を内容とする授業科目 

（行政訴訟を中心とする公法系の諸問題を含む訴訟について、公法

系の法律基本科目の学修を踏まえつつ、紛争や訴訟の現場を意識

させるための各種の書面を作成させ、種々の理論的問題、技術的

問題が訴訟実務においてどのように現れるかを模擬的に理解する

ことを通じて、公法系訴訟実務の基礎を修得させる教育内容） 

（３）（１）アについては、「法曹倫理」などの授業科目名で独立の授業科目

として開設されていること。また、他の授業科目の授業においても、法曹

倫理に留意した教育が行われていること。 

（４）次に掲げる教育内容について指導が行われていること。ただし、これら

の指導のために授業科目を開設し、単位を認定することは要しない。 

ア 法情報調査 

（法令、判例及び学説等の検索、並びに判例の意義及び読み方の学

習等、法学を学ぶ上で必要な法情報の調査・分析に関する技法を

修得させる教育内容） 
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イ 法文書作成 

（契約書・遺言書、法律意見書・調査報告書又は起訴状・訴状・準

備書面及びこれらの書面を作成する基礎資料となる文書等実務的

な文書の作成の基本的技能を、添削指導等により修得させる教育

内容） 

 

 （基準２－１－６に係る状況） 

（１） 本法科大学院における法律実務基礎科目については、以下の科目を設置している。 

（ア） 法曹としての責任感や倫理観を涵養することをその内容とする「法曹倫理」（２

単位）を１・２年次後期配当の必修科目として設置している。本科目においては、弁

護士倫理のみならず、裁判官や検察官の役割やその行動規範についても、学修内容と

している。【解釈指針２－１－６－２】 

（イ） 要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の基礎を内容と

する授業科目として、「民事訴訟実務の基礎」（２単位）を必修科目として開設して

いる。また、同様の目的を有する必修科目として「要件事実論」（２単位）、選択必

修科目として「民事裁判と事実認定」（２単位）がある。 

（ウ） 事実認定に関する基礎的な教育を含む刑事訴訟実務の基礎を内容とする授業科目

として、「刑事訴訟実務の基礎」（２単位）を必修科目として開設している。 

（２） 本法科大学院では、法曹としての技能及び責任等を修得させるために適切な内容

を有する授業科目として、「模擬裁判」「ロイヤリング」「リーガルクリニック」「エク

スターンシップ」「ビジネス法務実習」「民事弁護演習」「公法系訴訟実務の基礎」「民

事裁判と事実認定」「裁判制度の基礎」の各科目を選択必修科目として配置している。法

律実務基礎科目については、必修科目８単位を含む 14 単位以上の修得を修了要件として

いることから、上記選択必修科目の修得単位数は６単位以上となる。「リーガルクリニッ

ク」の履修年次は、２年次後期又は３年次前期とされており、「エクスターンシップ」

「ビジネス法務実習」については、２年次後期（正確には２年次と３年次の間の春期休暇

中）とされている。他方、「法曹倫理」は、法学未修者については 1 年次後期、法学既修

者については２年次後期の配当とされている。すなわち、遅くとも、双方の臨床教育科目

を履修するのと同時に「法曹倫理」を履修することとされている。 

（３） 本法科大学院では、法曹としての責任感や倫理観を涵養することを内容とする授

業科目として、「法曹倫理」という名称の科目が独立の授業科目として開設されている

（必修科目、２単位）。また、上記（１）イ・ウで掲げた「民事訴訟実務の基礎」及び

「刑事訴訟実務の基礎」の科目は、それぞれ元裁判官や元検察官といった実務家教員が担

当しており、それぞれの経験等に従って、法曹倫理に配慮した教育が行われている。 

（４） 本法科大学院においては、法情報調査及び法文書作成について独立した授業科目

を開設しているわけではないが、以下のように、正規授業の内外ですべての学生に対し指

導を行っている。まず、法情報調査については、正規の授業開始以前のガイダンスの一環

として、入学予定者の全員に対してリーガルリサーチセミナーを行っている（平成 29 年

度入学生に対しては、平成 29 年３月 28 日に開催）。ここでは、判例等のデータベースの

利用方法、法律文献の検索方法、WEB その他のツールにより収集できる資料の検索方法等

の指導を行っている。加えて、必修科目である 1 年次配当の授業科目の中で、具体的な法

分野における判例や文献の検索方法を始め、判例の意義及び読み方についても、指導を行
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っている。また、法文書作成については、必修科目である「民事訴訟実務の基礎」「刑事

訴訟事務の基礎」のほか、「民事弁護演習」「ロイヤリング」等の実務基礎科目において、

訴状や起訴状のみならず、準備書面及び答弁書の作成、並びに内容証明郵便等の作成につ

いても指導を行っている。なお、企業における契約書に関しては、展開・先端科目である

「実践企業法務」においても取り扱われている。【解釈指針２－１－６－３】 

（５） 法律実務基礎科目については、実際に授業を担当するのは実務家教員であるが、

本法科大学院では、上記実務基礎科目を実施する上で、研究者教員と実務家教員との間の

連携が常に図られている。臨床教育科目である「エクスターンシップ」「ビジネス法務実

習」については、研究者教員と実務家教員との協議によりどの学生をどの法律事務所や企

業で研修させるかを決定し、「模擬裁判」においては実施要領の策定につき研究者教員が

関与するほか、証人役としても研究者教員がかかわっている。「リーガルクリニック」に

おいては、実際の法律相談に入る前に、まず研究者教員を相談者、実務家教員をオブザー

バーとして模擬法律相談を行っているが、模擬法律相談の内容その他の進行について、研

究者教員と実務家教員とが事前に密接に協力している。その他の法律実務基礎科目につい

ても、同様に、実務家教員と研究者教員による連携・協力体制が構築されており、現実に

もこの体制は十分に機能している。【解釈指針２－１－６－１】 

（６） なお、平成 25 年度に実施された学位授与機構における認証評価において、「模

擬裁判」について、刑事訴訟実務の諸科目の中で重要な位置を占めることから、学生に強

く推奨して全員が履修をしている実態等を踏まえ、必修科目とすることの提案がなされた。

この点については、平成 26 年度から、「模擬裁判」が隔年で夏に開講されるようになる

ことを踏まえ、法律実務基礎科目の要取得単位数と必修科目の単位数との関係、民事系や

公法系の法律実務基礎科目とのバランス、他の科目における刑事系の法文書作成の指導内

容等を勘案しながら、平成 27 年度に向けて検討を行っていくこととなった。その後、平

成 27 年度に検討を行った結果、平成 28 年度以降は再び毎年開講で春に開講することとな

り、必修科目ではないものの、履修可能学生全員が履修できている実態を継続している。

必修科目とするかについては、全体の単位数とのバランスや、平成 27 年度カリキュラム

改定により２・３年次の学生の履修負担が従前よりやや重くなっていること等も考慮しな

がら、引き続き検討していきたい。 

 

 

開講授業科目一覧 

別添資料１「近畿大学法科大学院パンフレット(2018)」 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

別添資料６「リーガルリサーチ」レジュメ 
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基準２－１－７ 

基準２－１－３（３）に定める基礎法学・隣接科目については、学生がそれ

ぞれの関心に応じて効果的な履修を行うために十分な数の授業科目が開設されて

いること。 

 

 （基準２－１－７に係る状況） 

 本法科大学院では、基礎法学・隣接科目として、「英米法」「アジア法」「法理学」

「比較法史」「法社会学」「会計学」の６科目を設置している。実定法の解釈に資するた

めの基礎法学として必要とされる「法理学」や「法社会学」等の科目に加え、本法科大学

院の教育目的の１つに企業ビジネス法曹の育成が掲げられているが、その目的を達成する

ために、「英米法」と「アジア法」等の科目が配置されている。また、「市民生活法曹」

として東大阪市に多く存在する中小企業にとっては、企業会計の知識を有する法曹が望ま

れることから、「会計学」の科目が設置されている。本法科大学院に入学する学生の関心

は本法科大学院の教育目的に相応していると考えられ、その点で学生がそれぞれの関心に

応じて効果的な履修を行うための授業科目が開設されている。基礎法学・隣接科目に属す

る授業科目は、すべて２単位の選択必修科目であり、そのうちの４単位以上の履修が必要

とされている。【解釈指針２－１－７－１】 

 

 

開講授業科目一覧 

別添資料１「近畿大学法科大学院パンフレット(2018)」 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」ｐ.18-ｐ.21  
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基準２－１－８ 

基準２－１－３（４）に定める展開・先端科目については、各法科大学院の

養成しようとする法曹像に適った内容を有する十分な数の授業科目が開設されて

いること。 

 

 （基準２－１－８に係る状況） 

本法科大学院は、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説

得・交渉の能力等といった基本的資質の涵養をはかり、もって「国民の社会生活上の医師」

にふさわしい法曹の養成を目指すとともに、幅広い知識で企業活動に寄与する法曹の養成

を図ることを教育目的としている。このような法曹を養成するために、「市民生活法曹」

及び「企業ビジネス法曹」という２つの履修モデルにしたがって履修できるように、公法

系５科目、民事法系 18 科目、刑事法系１科目、国際法務系６科目を、２・３年次配当科

目として開設している。 
これらのうちには、「市民生活法曹」養成に関連する科目として、「消費者法」「労働

法」「特別演習（損害賠償責任法）」などがある。また、「企業ビジネス法曹」養成との

関連では、中小企業の多い東大阪市とその周辺での貢献をも念頭においた「知的財産法 A

（特許・実用新案・意匠）・B（著作権・商標・不正競争）」「実践企業法務」「金融担保

法」「倒産処理法 A（破産法）・B（倒産法制）」「特別演習（企業活動におけるコンプラ

イアンス）」などがある。また、「国際私法」「国際取引法」「国際経済法」など国際関

係科目を充実させるとともに、「英語法文書作成・講読」をアメリカ人弁護士の担当によ

り開設している。 

 上記の展開・先端科目として開設されている科目のうち、12 単位を履修しなければなら

ないこととしている。 

このように、本法科大学院では、本法科大学院の養成しようとする法曹像に適った、多

様な内容の授業科目が開設されており、学生が多様な分野の科目の履修をすることができ

るようにされている。【解釈指針２－１－８－１】 

 

 

開講授業科目一覧 

別添資料１「近畿大学法科大学院パンフレット(2018)」 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」ｐ.18-ｐ.21 

 

 

 

 

  



近畿大学大学院法務研究科法務専攻 第２章     

- 27 - 

基準２－１－９：重点基準 

各授業科目における授業時間等が、単位数との関係において、大学設置基準第

２１条から第２３条までの規定に照らして適切に設定されていること。 

 

 （基準２－１－９に係る状況） 

（１）本法科大学院では、１年を２セメスター（学期）に分け、学則上は４月１日から９

月 20 日までを前期セメスター、９月 21 日から３月 31 日までを後期セメスターとして位

置付けた上で、一部の臨床教育科目を除き、各 15 週、年 30 週の授業を実施している。 

（２）単位の計算基準は、２単位の授業科目においては、毎週１時間 15 週をもって１単

位とし、毎週 90 分（２時間と計算）の授業を行っている。この場合、１回の授業につき、

教員が教室で行う授業時間が 90 分、学生が教室外での予習や復習に要する時間が平均４

時間と計算し、15 回で、合計 90 時間の学習時間としている。 

 ４単位の授業科目においては、90 分の授業を週２回、各セメスターで合計 30 回の授業

を実施している。 

なお、期末試験は、２単位科目については 15 回の授業終了後、４単位科目については

30 回の授業終了後に実施している。 

（３）「リーガルクリニック」については、相談者の訪問の便宜を考えて、隔週１回（水

曜日）５・６時限目に連続で実施し、実質 15 回分の授業を行っている。その上で、学期

末に自らが受けた相談の中から担当教員が指定する事案につきレポートを作成・提出させ、

合格と認めたものに対して２単位を与えている。 

（４）「エクスターンシップ」は、法科大学院長が依頼した研修先法律事務所における担

当弁護士の指導の下に、２週間（実質約 10 日間）にわたって、集中的な研修を行う。こ

の集中研修、事前の説明会やオリエンテーション、及び研修後の報告会を含め、２単位と

している。 

（５）「ビジネス法務実習」は、法科大学院長が依頼した研修先企業における法務担当者

の指導の下に、２週間（実質約 10 日間）にわたって、集中的な研修を行う。この集中研

修、事前の説明会やオリエンテーション、及び研修後の報告会を含め、２単位としている。 

（６） 授業時間は、月曜日から土曜日まで１時限（9:00～10:30）・２時限（10:45～

12:15）・３時限（13:15～ 14:45）・４時限（15:00～ 16:30）・５時限（16:45～

18:15）・６時限（18:25～19:55）としている。授業時間割は、学生が１日に受講可能な

授業数や、授業間の空き時間の確保に留意して作成している。 

 

別添資料１「近畿大学法科大学院パンフレット(2018)」 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」ｐ.18-ｐ.21 

 

資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（履修方法） 

第６条 本大学院における授業科目、単位数及び履修方法は、別表（１）のとおりとする。 

（単位基準） 

第７条 授業科目の単位は、１単位を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標
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準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、

講義及び演習については毎週１時間 15 週をもって１単位とする。 

（学年・学期） 

第 23 条 本大学院の学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

 ２ 学年は、これを２期に分け、４月１日から９月 20 日までを前期とし、９月 21 日から翌年３月 31

日までを後期とする。 

 

 

別添資料９「法科大学院時間割表（平成 30 年度前期・後期）」 

 

（７） 休講に対する補講は、授業の連続性と学生の学習効率を考慮して、特別な補講期

間を設けることなく、その都度行っている。補講通知は、インターネットによる学習支援

システムである「TKC 法科大学院教育研究支援システム」の電子掲示板に掲載している。 

 

別添資料１０「休講・補講一覧（平成 29 年度）」 

 

資料「休講および補講通知（例）」 

 

掲載日：2017/05/25 

件名：【休講・補講】行政法Ａ（海道先生） 

内容：休講：6/19(月)2 時限目 

補講：6/20(火)4 時限目 場所：1006 演習室 

（出典：TKC 法科大学院教育支援システム「お知らせ」） 
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 ２ 特長及び課題等 
 

 本法科大学院は、「市民生活法曹」「企業ビジネス法曹」という２つのタイプの法曹を

養成すべく、法制度の体系的理解、理論的知識の応用・実践及び理論的教育と実務的教育

の有機的関連を意識したカリキュラム編成をとっている。また、本学全体を貫く建学の精

神である「実学教育」と「人格の陶冶」を実践するために、様々な教育プログラムを提供

している。本法科大学院における教育内容の具体的な特長として、以下の諸点を挙げるこ

とができる。 

 本法科大学院は、理論的教育と実務的教育の有機的関連性を重視し、かつ効率的・段階

的に知識を習得させるために、１年次で法律基本科目のうち４科目の基礎を修得させ、そ

れを２年次の演習で応用・発展させるとともに法律基本科目の残り３科目の修得につなげ、

さらに３年次の実務基礎科目において理論に基づけられた実践を経験させるというカリキ

ュラム編成を採用している。加えて、３年次においても理論的教育と実践的実務教育との

効果的な融合を図るために、総合演習を各法分野において設置するとともに、知識の実践

での活用を目的として、「リーガルクリニック」及び「模擬裁判」を実施している。 

 「実学教育」を重視するという観点から、実務基礎科目において、民事系科目に関して

は裁判官と訴訟代理人の立場の違いを理解させるために「民事訴訟実務の基礎」を元裁判

官が、「民事弁護演習」を弁護士がそれぞれ担当し、刑事系科目に関しては法曹三者の立

場の違いを理解させるため、「刑事訴訟実務の基礎」を、裁判官・元検察官・弁護士が共

同して担当している。 

 本法科大学院では、本法科大学院の教育目的を実現するため、そして学生による履修の

参考とするために「市民生活法曹」と「企業ビジネス法曹」の２つの履修モデルを学生に

提示している。そこで、展開・先端科目において、上記のような法曹になるために必要と

される様々な科目を開講しており、これにより学生の多様なニーズに対応している。 

 「環境法」「租税法」「知的財産法」「倒産処理法」「労働法」「国際法」「国際私法」

の各分野において、主として法制度及び法律上の基礎知識の習得を目的とする科目と、こ

れらの科目により習得した知識を前提として、より実践的な事例演習を行う科目を開設し

ている。後者の事例演習科目は、前者の法制度及び法律上の基礎知識の習得を目的とする

科目の履修を前提としていることから、当該法分野において、学生が基礎的理論とその実

践を組み合わせたより総合的・複眼的な知識の獲得ができるようにしている。 

 なお、平成 25 年度に実施された学位授与機構における認証評価において、「模擬裁判」

について、刑事訴訟実務の諸科目の中で重要な位置を占めることから、学生に強く推奨し

て全員が履修をしている実態等を踏まえ、必修科目とすることの提案がなされた。この点

については、平成 26 年度から、「模擬裁判」が隔年で夏に開講されるようになることを

踏まえ、法律実務基礎科目の要取得単位数と必修科目の単位数との関係、民事系や公法系

の法律実務基礎科目とのバランス、他の科目における刑事系の法文書作成の指導内容等を

勘案しながら平成 27 年度に向けて検討を行っていくこととなった。その後、平成 27 年度

の検討の結果、平成 28 年度以降は再び毎年開講で春に開講することとなり、必修科目で

はないものの、履修可能学生全員が履修できている実態を継続している。必修科目化につ

いては、全体の単位数とのバランスや、平成 27 年度カリキュラム改定により２・３年次

の学生の履修負担が従前よりやや重くなっていること等も考慮しながら、引き続き検討し

ていきたい。 
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第３章 教育方法 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ３－１ 授業を行う学生数 

 

基準３－１－１ 

法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教

育が行われなければならないことが基本であることに鑑み、一の授業科目につい

て同時に授業を行う学生数が、この観点から適切な規模に維持されていること。 

 

（基準３－１－１に係る状況） 

本法科大学院は、徹底した少人数教育を、大きな特徴の一つとしている。入学定員を 20

名としているが、責任をもって教育できる入学生の資質を維持・確保するために、入学試

験において厳正な選考を行っている結果、実際の入学者数は、入学定員を下回っている。 

各授業科目について同時に授業を行う学生数は具体的には以下のとおりである。 

 

（１） １年次配当の法律基本科目である 17 科目については、必修科目であるため、１

年生全員が１教室で同時に受講している。１年次配当の法律基本科目は、基礎的な法的知

識の習得や基本的な法的思考の鍛錬にとどまるため、２年次配当の法律基本科目である演

習科目に比して、双方向・多方向による授業の必要性は若干弱いといえるし、また、体系

的な知識の習得のためには講義という授業方式を加味することにも一定の合理性が認めら

れる。したがって、定員を満たした場合であっても、受講生を 20 名程度とする授業によ

っても十分な教育効果が期待できる。平成 29 年度の受講生は、再履修者（原級留置者及

び科目のみ再履修者）がいるため、科目によって５名から８名であり、現状においては、

双方向・多方向の授業が実現されている。 

（２） ２年次配当の法律基本科目である必修の 14 科目のうち、行政法、民事訴訟法、

刑事訴訟法に関する 5 科目は、基礎的な法的知識の習得や基本的な法的思考の鍛錬を目的

とする科目であり、（１）に挙げた科目と同じことがいえる。平成 29 年度の受講生は、

再履修者（原級留置者及び科目のみ再履修者）がいるため、科目によって７名から 11 名

である。また、憲法、民法、商法、刑法、刑事訴訟法に関する 9 科目は、基本科目の履修

を踏まえたうえで、判例または事例などを学生に与え、双方向・多方向の授業によって、

事実関係の分析、問題発見及び問題解決などの能力を涵養する演習科目である。このよう

な科目においては、授業への学生の主体的な参加を促すため、とくに少人数で行うことが

望ましい。そこで、従来は各科目のクラスを習熟度別に２つに分け、一教室の受講者が多

くとも 15 名程度の規模にとどまるように配慮してきた。平成 26 年度は、各科目とも最大

７名を１クラスとして授業を行った。平成 27 年度以降は、２年生が減少しているため、

２クラス開講を止めて１クラスで授業を行っている。平成 29 年度の受講生は、再履修者

（原級留置者及び科目のみ再履修者）がいるため、科目によって７名から 12 名である。 

（３） 基礎法学・隣接科目である選択必修の６科目については、平成 29 年度の受講生

は０名から５名である。 

（４） 実務基礎科目群のうち、「法曹倫理」「要件事実論」「民事訴訟実務の基礎」

「刑事訴訟実務の基礎」の４科目は、必修科目であるため、上述（１）（２）の法律基本
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科目と同様の状況にある。また、「民事弁護演習」や「模擬裁判」等の選択必修科目につ

いては、履修科目の選択が可能であるため、上述の基礎法学・隣接科目の状況と同様であ

る。 

（５） 展開・先端科目群（30 科目）については、すべて選択必修科目であるため、上述

の基礎法学・隣接科目群における状況とほぼ同じである。ただし、入学者の減少もあり、

科目によっては履修者の数が著しく僅少になり、多方向授業に困難が生じている。しかし、

各学生の目指す法曹像に従って専門性を高めるためには展開・先端科目をある程度設置せ

ざるをえず、小規模な法科大学院において、こうした困難は甘受せざるをえないものと考

える。 

（６） 平成 28 年度の原級留置者（平成 29 年度に再度履修）は、各学年とも０名であっ

た。また、進級したものの 28 年度の必修科目不合格者は、１年次配当科目５科目６名、

２年次配当科目５科目５名であった。したがって、平成 29 年度においては、再履修によ

る科目を受講する学生数の増加も、上記（１）（２）で述べたとおり授業規模の適正さに

影響を与えていない。 

（７） 以上全般に関し、平成 28 年度及び平成 29 年度における各開講科目の履修学生数

については、近畿大学法科大学院自己点検・評価報告書第 7 号（資料３）に記載したとお

りである。 

（８） 本学の他専攻等の学生が法科大学院の科目を履修することは、近畿大学大学院学

則で認められているが、現在までその例はない。また、科目等履修生は、展開・先端科目

においてのみ認めることとしているが、本法科大学院開設以来、その希望者はいない。

【解釈指針３－１－１－１】【解釈指針３－１－１－２】 

【解釈指針３－１－１－３】 

 

別添資料２４「近畿大学法科大学院自己点検・評価報告書 第 7 号 

 

資料「近畿大学大学院学則」 

 

（他の大学院又は本大学院の他の研究科における授業科目の履修） 

第 12 条 各研究科委員会において教育研究上有益と認めるときは、他の大学院（外国の大学院

を含む。）又は本大学院の他の研究科の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位は、10 単位を超えない範囲で、現に在籍している課程におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 各研究科委員会において教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院又は研究所等と予

め協議のうえ、学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めるこ

とができる。ただし、修士課程又は博士前期課程の学生について認める場合には、当該研究指導

を受ける期間は、１年を超えないものとする。 
 

 
資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（科目等履修生） 

第４１条 本大学院の一科目、又は複数科目を履修し、単位の修得を希望する者があったときは、
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選考のうえ、科目等履修生として許可することができる。 
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基準３－１－２ 

法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、５０人を標準とすること。 

 

 （基準３－１－２に係る状況） 

（１） １年次に配当されている法律基本科目は、平成 28 年度は、「憲法 A（統治機構・

人権総論）」「憲法 B（人権各論）」「法学基礎（憲法 A）」「法学基礎（憲法 B）」「民

法 A（総則・物権総論）」「民法 B（債権総論・担保物権）」「民法 C（債権各論・家族

法）」「法学基礎（民法 A）」「法学基礎（民法 B）「商法 A（会社法）」「商法 B（商法

総則・商行為・手形法）」「法学基礎（商法）」「刑法 A（総論）」「刑法 B（各論）」

「法学基礎（刑法 A）」及び「法学基礎（刑法 B）」の 16 科目、平成 29 年度は、これら

に「法学基礎（民法Ｃ）」を加えた 17 科目であった。これらはすべて必修であり、１年

生全員が一つの教室で同時に受講している。受講学生数は、平成 29 年度においては各科

目とも６名である（ただし、科目のみの再履修者がいる場合には、これに１名から３名加

算される）。 

（２） ２年次に配当されている法律基本科目は、18 科目である。このうち、「憲法演習

A（基本的人権）」「憲法演習Ｂ（憲法訴訟）」「行政法Ａ（行政法総論）」「行政法Ｂ

（行政救済法）」「民法演習 A（総則・物権総論）」「民法演習 B（債権総論・担保物

権）」「民法演習 C（債権各論・家族法）」「商法演習 A（会社法各論１）」「商法演習 B

（会社法各論２）」「民事訴訟法Ａ（第一審判決手続）」「民事訴訟法Ｂ（上訴・複雑訴

訟）」「刑法演習」「刑事訴訟法」及び「刑事訴訟法演習」の 14 科目が必修である。こ

のうち、演習科目については、かつては、双方向・多方向授業を効率的に実施しうるよう

にするため、習熟度別にクラスを２つに分け、１教室で同時に履修する受講者が最大 15

名程度となるように配慮してきた。もっとも、平成 27 年度以降は、２年生の数が減少し

ているため、２クラス開講を止めて１クラスで授業を行っている。平成 29 年度の受講者

は、各科目とも９名である（ただし、科目のみの再履修者がいる場合には、これに１名か

ら３名加算される）。また、「法学基礎（行政法）」「法学基礎（民事訴訟法）」「法学

基礎（刑事訴訟法）」の 3 科目は、選択科目であるが、授業で取り扱った基礎的な知識の

確認と補充や、法的文書の基礎的な起案方法の指導を行うために設置した科目であり、学

生の履修を勧めている。受講学生数は、平成 29 年度においては１名～６名である。 

（３） ３年次に配当されている法律基本科目は、「行政法演習」「公法総合」「民事法

総合演習」「民事訴訟法演習」「民法事例演習」「刑事法総合演習」「刑事法事例演習」

の 7 科目である。このうち、必修は「行政法演習」「民事法総合演習」「民事訴訟法演習」

「刑事法総合演習」の 4 科目であり、平成 29 年度の受講者は、各科目とも８名である。

その他の科目も、４名から５名である。また、２・３年次に配当されている法律基本科目

として、「司法審査論演習」があるが、平成 29 年度の受講者は４名である。 

（４） 全体を通じて、原級留置者や科目のみの再履修者を加えても、その人数が若干名

増える程度にとどまっている。また、他専攻等の学生は現在のところ存在しない（１（８）

を参照）。 

（５） 以上全般に関し、平成 29 年度における各開講科目の履修学生数については、近

畿大学法科大学院自己点検・評価報告書第 7 号に記載したとおりである。【解釈指針３－

１－２－１】 

 

別添資料２４「近畿大学法科大学院自己点検・評価報告書 第 7 号（資料３） 
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 ３－２ 授業の方法 

 

基準３－２－１ 

法科大学院における授業の実施に当たっては、次の各号を満たしているこ

と。 

（１）専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造的

思考力、事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分

析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育成するた

めに、授業科目の性質に応じた適切な方法がとられていること。 

（２）当該授業科目において設定されている到達目標の内容が学生に示され、

それを踏まえて、授業の進行及び自習の指示等がされ、学生が当該教育を

受ければ到達目標を達成できるものであること。 

（３）１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評

価の基準と方法があらかじめ学生に周知されていること。 

（４）授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充実さ

せるための措置が講じられていること。 

 

 （基準３－２－１に係る状況） 

（１） 授業においては、法曹として必要な能力を育成するために、従来の法学部教育に

みられたような、教員による講義の方式によるものではなく、双方向・多方向の方式によ

って進められるべきことが、専任教員をはじめ全教員によって強く認識されている。すべ

ての科目（「リーガルクリニック」など授業内容の性格からこうした授業方式を採用でき

ない科目を除く）において、担当教員は、授業ごとに用意された座席表を用いて、基本書

における重要な法的知識の確認をしたり、判例における重要な事実や法的推論を確認した

り、それらから発展・敷衍できる一定の法制度や法理論を分析し、批判的に考察し、さら

に法的な対話能力を高めるため、学生に対し質問を発してそれに応答させ、かつそれらを

他の学生にも吟味させる形で授業を進めている。 

法律基本科目についてみれば、１年次・２年次の基本科目においては、基礎的な知識を

涵養するため、上記の双方向・多方向形式を基本としつつも、担当教員の判断により、必

要に応じて、講義形式を組み合わせた授業が行われている。また、法学未修者１年次に基

礎的知識や思考方法を修得させるために、法律基本科目のうち商法を除く６科目について、

平成 22 年度より、「法学基礎」を設置し、少人数のクラスで、授業で取り扱った基礎的

な知識の確認と補充や、法的文書の基礎的な起案方法の指導を行っている。平成 27 年度

入学生より、１年次配当の法律基本科目の４科目（憲法、民法、刑法、商法）については、

「法学基礎」を必修化している。２年次・３年次の演習科目は、判例または事例を学生に

与え、事実関係の分析、問題発見及び問題解決などの能力を養成するという趣旨から、常

に授業での発言の機会を確保できるように、場合によってはクラス分けも行っている。

【解釈指針３－２－１－１】【解釈指針３－２－１－２】【解釈指針３－２－１－３】

【解釈指針３－２－１－４】【解釈指針３－２－１－５】【解釈指針３－２－１－５】 

法律実務基礎科目については、臨床教育の重要性に鑑み、また臨床教育としての指導方

針の統一性の観点から、平成 18 年度に臨床教育委員会を設置している。本委員会は、エ

クスターンシップ及び模擬裁判の実施に関する事項ならびにリーガルクリニック室の運営

を所管し、担当の専任教員と連携して、弁護士の協力の下に指導を行っている。 
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「リーガルクリニック」「エクスターンシップ」及び「ビジネス法務実習」においては、

履修希望の学生に対してあらかじめ「ガイダンス」ないしは「事前説明会」を開き、関連

法令の遵守や守秘義務に関して関係教員が説明している。また、「エクスターンシップ」

及び「ビジネス法務実習」では、参加学生が決定した後、研修期間直前に開かれる「オリ

エンテーション」でもこれらを再度、指導している。そして、いずれの科目共に、参加学

生には、守秘義務等の遵守を含む「誓約書」の提出を義務づけている。さらに「リーガル

クリニック」及び「ビジネス法務実習」においては担当教員が、「エクスターンシップ」

においては研修先の担当弁護士が、参加学生による法令違反行為、守秘義務を含む法曹倫

理にもとる行為が発生しないように実地の指導・監督にあたっている（「ビジネス法務実

習」では参加学生に日報の提出を義務づけ、その遣り取りを通じて担当教員が指導・監督

を行っている）。参加学生がこれらの違反行為をした場合、退学を含む厳しい処分を行う

ものとしている。【解釈指針３－２－１－６（１）】 

また、学生が損害賠償義務を負担する場合に備えて、参加学生に対し責任賠償保険に加

入することも義務づけており、平成 18 年度から法科大学院生教育研究賠償責任保険に全

員加入している。 

 

 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」ｐ.18-ｐ.21 

別添資料９「リーガルクリニック実施要領・誓約書」 

別添資料１０「エクスターンシップ実施要領・誓約書」 

別添資料１１「エクスターンシップ協定書」 

別添資料１２「ビジネス法務実習成績評価指標 2016・誓約書」 

別添資料１３「法科大学院生教育研究賠償責任保険のご案内」 

 

 

 

「エクスターンシップ」に関する教育指導体制は次のとおりである。本法科大学院の教

員２名を担当者とし、臨床教育委員会によって研修内容及び研修先の候補を定め、最終的

には、法科大学院長が学生の研修先を決定する。成績評価に関しては、研修先の弁護士か

ら提出される「実施報告書」及び「評価報告書」、参加学生から提出される「研修報告レ

ポート」、ならびに研修後に開かれる研修報告会における参加学生の発表及び質疑応答等

を総合的に判断し、担当教員が当該科目の合否を判定する。「ビジネス法務実習」につい

ては、キャリア支援委員会の関与の下、研修内容及び研修先を決定し、研修先への提出レ

ポートと研修後の研修報告会等により、担当教員が当該科目の合否を判定する。なお「エ

クスターンシップ」「ビジネス法務実習」の参加学生は、研修先から報酬を受け取ってい

ない。交通費も学生負担としている。【解釈指針３－２－１－６（２）】 

 

 

 

 

資料「エクスターンシップ受入先一覧」 
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１ 竹岩総合法律事務所 ２ 下村泰法律事務所 

３ 船場中央法律事務所 4 弁護士法人大江橋法律事務所 

５ 共栄法律事務所 ６ エートス法律事務所 

（出典：エクスターンシップ研修事務所一覧） 

 

 

（２） 全科目について、学年開始時に提示するシラバスにおいて、当該授業科目におい

て設定されている到達目標および授業進行の内容が学生に示され、これを踏まえて、教員

が事前に配布するレジュメや資料を通じてより詳細な授業進行が示されるとともに、レジ

ュメに掲載することや授業の際に自習の指示等がなされている。 

 

別添資料４「平成 30 年度近畿大学法科大学院授業計画（シラバス）」 

 

 

（３） １年間の授業計画や各科目の授業内容及び方法は、学年開始時に提示するシラバ

スにおいて、各科目につき、授業概要、学習・教育目標及び到達目標、授業計画の項目・

内容及び到達目標を記載して、科目選択手続以前の段階で、学生に対し授業に関する詳細

な情報を提供している。成績評価の基準と方法についても、事前に、学期末試験、小テス

ト、平常点、レポート・起案などの課題の評価要素が占める割合を公表し、全科目につい

ての評価基準の一覧を「TKC 法科大学院教育研究支援システム」上の電子掲示板において

掲載している。 

 

別添資料１４「成績評価基準（平成 29 年度前期・後期・平成 30 年度前期）」 

 

（４） 授業の効果を充分に上げられるよう、そしてまた授業時間外における学習を充実

させるために、次のような措置をとっている。 

（ア） 授業の時間割は、①十分な予習時間を確保するために、１日に２科目をこえて必

修科目を履修することがないように各科目を配置している。②授業の延長が次の授業

開始の支障となることを避けるため、また授業終了直後の質問の時間を十分確保する

ために、必修科目については、連続した時間帯に配置しないように配慮している。

【解釈指針３－２－１－７（１）】 

 

 

別添資料７「法科大学院時間割表（平成 29 年度前期・後期）」 

 

（イ） 学生の効率的な予習のために、すべての科目について、予習のための関連資料は、

事前に購入すべきテキスト又は講義前に配布される資料として提供される一方、各回

授業について準備すべき事項については担当教員より事前に通知されている。多くの

科目で、全国の法科大学院で標準的に用いられているとみられる基本書や法科大学院

用テキストと合わせ、本法科大学院で独自に作成した授業回数分の教材冊子を、学期

が始まる 10 日前には配付している。その教材には、各回の授業に関連する事項の概説、

判例や事例問題を掲載するとともに、これに関連する教員からの質問を加えるなどし

て、学生の予習や復習に役立てるよう努めている。さらに、各回の授業の前後に、
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「TKC 法科大学院教育研究支援システム」を活用して、授業で使用する追加レジュメ

等の予習教材の提供や復習課題の提示をする科目も、少なからず存在する。【解釈指

針３－２－１－７（２）】【解釈指針３－２－１－７（３）】【解釈指針３－２－１

－７（４）】 

   教材の分量については、これが過多となると、学生の予習時間と復習時間のバラン

スを崩すことになるため、適切な分量についての検討を重ねている。 

   また、授業時以外の学生からの質問・相談に対しては、全専任教員についてオフィ

スアワーを週に２コマ設けたり、それ以外にも学生の申し出に対し個別に面談時間を

設けたりして対応している（第８章参照）。 

   法律基本科目については、全専任教員が参加する FD 研修会を通じて、「共通的な

到達目標」を踏まえた授業を行っていることが確認されている。学生に対してもその

ことを明確にするため、教材冊子やレジュメの中において、各回の授業内容と「共通

的な到達目標」との関係を明示する取り組みを始めており、平成 25 年度より、「共通

的な到達目標」を明示したレジュメ等の作成を行っている。なお、授業で直接取り上

げない事項についても学生の基本書等による自習を促し、質問には丁寧に応じること

が確認されている。 

 

 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」ｐ.14 

 

 

（ウ） 本法科大学お院内に設置された自習室において、全学生に固定席と書棚を与え、

専用の入退室カードを使って、休日を含めて 24 時間の自習環境を確保している。また、

全学生にノートパソコンを貸与し、共有のコピー機及びプリンターを設置し、さらに

はデータベースを備えた「TKC 法科大学院教育研究支援システム」を導入する等によ

って、授業の予習・復習をサポートしている。専用の入退室カードにより、法科大学

院図書室も休日を含めて 24 時間利用できるため、文献や資料も常時利用可能である。

【解釈指針３－２－１－７（５）】 

 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」ｐ.55 

別添資料２３「法科大学院分室利用案内 2018（図書館利用案内） 

 

（４） 集中講義は行っていない。【解釈指針３－２－１－８】 
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 ３－３ 履修科目登録単位数の上限 

 

基準３－３－１：重点基準 

法科大学院における各年次における履修登録可能な単位数の上限が以下の各

号を満たしていること。 

（１）最終年次を除く各年次においては、３６単位を原則とし、これを超える

単位数が設定されている場合には、その理由が合理的なものであることが

明らかにされている必要がある。ただし、次の各号に掲げる授業科目につ

いては、３６単位とは別にそれぞれの単位を限度として履修登録させるこ

とができる。 

ア 法学未修者１年次及び２年次に配当される基準２－１－３（１）に定

める法律基本科目に当たる授業科目 

８単位 

イ 基準４－２－１（１）ウに定める者の認定において、法学未修者１年

次に配当される授業科目のうち履修免除の対象とならない授業科目及び

法律科目試験で合格点に達せず履修免除されなかった授業科目 

６単位 

（２）（１）のただし書にかかわらず、いずれの年次においても、４４単位を

超える単位数の設定はすることができない。 

 

 （基準３－３－１に係る状況） 

（１） 本法科大学院において、履修科目として登録することのできる単位数は、平成 27

年度入学者については、１年次が 42 単位まで、２年次が 44 単位までとしている。１年次

に配当されている科目のうち、必修科目の総単位は 31 単位となっているが、このうち 7

単位は「法学基礎」であり、法学未修者に法律基本科目を十分に修得させるためとくに設

置した科目と位置づけている。このほか、法律基本科目群の選択科目２単位、実務基礎科

目群の選択必修科目２単位、基礎法学・隣接科目群の選択必修科目６単位を限度として履

修を認めている。３年次では、それまでの履修実績が考慮できることや、既にかなりの実

力が身についていることを勘案して、また展開・先端科目の履修可能性を拡大する必要か

ら、履修制限を 44 単位までとしている。  

平成 28 年度入学者については、１年次が 42 単位まで、２年次が 36 単位まで（ただし、

「エクスターンシップ」「リーガルクリニック」「ビジネス法務実習」を履修する場合は、

40 単位まで）としている。１年次に配当されている科目のうち、必修科目の総単位は 33

単位となっているが、これは「商法 B（商法総則・商行為・手形法）」を必修化したこと

に伴うものである。２年次を 36 単位までとしたのは、２年次の履修上限は 36 単位である

ところ法学未修者については 8 単位増までが認められるという旨の認証評価基準の理解に

つき学位授与機構から指摘を受けたことに伴うものである。３年次の履修制限が 44 単位

までなのは従来通りである。 

 平成 29 年度入学者については、１年次が 42 単位まで、２年次が 36 単位まで（ただし、

「エクスターンシップ」「リーガルクリニック」「ビジネス法務実習」を履修する場合は、

40 単位まで）、３年次が 44 単位までという点は、平成 28 年度入学者と変わりない。ただ

し、１年次の 42 単位のうち必修科目の総単位は 34 単位となっているが、これは「法学基
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礎（民法Ｃ）」を新設したことに伴うものである。【解釈指針３－３－１－１】【解釈指

針３－３－１－２】【解釈指針３－３－１－３】 

 

 

「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」●履修上限● 

資料「履修制限」 

 

過剰な科目履修による学習効果の低減を防ぐために、各年次で「履修制限」を設けます。 

 

〔2017・2018 年度入学者〕 

※２年次に進級が認められた場合の再履修科目については、４単位を限度として、履修制限単

位数に含まれません。 

１年次：42 単位まで（必修科目 34 単位、「実務基礎科目群」の選択必修科目２単位、「基礎法

学・隣接科目群」の選択必修科目６単位を限度として履修登録が認められる） 

２年次：36 単位まで（ただし、リーガルクリニック、エクスターンシップ、ビジネス法務実習を履修

する単位として、４単位までは履修制限単位数に含まれません） 

３年次：44 単位まで 

 

〔2016 年度入学者〕 

１年次：42 単位まで（必修科目 33 単位、「実務基礎科目群」の選択必修科目２単位、「基礎法

学・隣接科目群」の選択必修科目６単位を限度として履修登録が認められる） 

２年次：36 単位まで（ただし、リーガルクリニック、エクスターンシップ、ビジネス法務実習を履修

する単位として、４単位までは履修制限単位数に含まれません） 

３年次：44 単位まで 

 

〔2015 年度入学者〕 

１年次：42 単位まで（必修科目 31 単位、「法律基本科目群」の選択科目２単位、「実務基礎科

目群」の選択必修科目２単位、「基礎法学・隣接科目群」の選択必修科目６単位を限度

として履修登録が認められる） 

２年次：未修者は 44 単位まで 

既修者は 36 単位まで（ただし、リーガルクリニック、エクスターンシップ、ビジネス法務

実習を履修する単位として、４単位までは履修制限単位数に含まれません） 

３年次：44 単位まで 

（出典：平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項ｐ.7） 

 

 

資料「履修登録の状況（平成 29 年度）」 

１年次：必修３４単位、選択必修４～６単位 

２年次：必修３０単位、選択必修４～１０単位 

３年次：必修１２単位、選択必修１８～２６単位 

（出典：平成 29 年度履修登録データ） 
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（２）進級が認められた者の再履修科目については、４単位を限度として、履修制限単位

数に含まれないこととしている。なお、原級留置となった場合、平成 20 年度以降は、当

該学年において修得したすべての単位を無効とする旨が定められているが（合否のみで評

価する科目を除く）、この場合にも、再履修する科目の単位数がすべて履修制限単位数に

参入されることとされている。また、教育上有益と認めるときには、他大学大学院におい

て修得した単位も本法科大学院の修了に必要な単位として認められる（学則第９条）が、

この認定単位も履修登録可能な単位数に含まれ、履修制限に服することになる。【解釈指

針３－３－１－４】 

 

 

資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（既修得単位等の認定） 

第９条 教育上有益と認めるときは、入学前に修得した単位、他大学大学院において修得した単

位、及び法学既修者につきすでに修得したとみなす単位については、合計３０単位を限度とし

て、本大学院の修了に必要な単位として認めることができる。 

 

 

資料「既修得単位の認定について」 

 

 本法科大学院学則第９条に基づき、入学前に本学法科大学院以外の大学院において修得した単

位（以下、既修得単位という。）は、次に定めるところにより審査をしたうえで、教育上有益であると認

められるときは、本学法科大学院の修了に必要な単位として認めることができる。 

 １．既修得単位の認定を希望する者は、既修得単位の科目内容が明らかになるシラバスその他の

書類を提示して、入学後１カ月以内に、その旨を法科大学院事務課に申請しなければならない。 

 ２．教務委員会は、申請者から事情を聴くなど、審査に必要な事項に関して調査をする。 

 ３．教授会は、教務委員会の調査に基づき、既修得単位が本学法科大学院の修了に必要な単位

として認定できるか否かを決する。 

 （※既修得単位の認定によって振り替えることのできる本学法科大学院の科目は、原則として、基

礎法学・隣接科目および展開・先端科目とする。） 

 

（出典：平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項 ｐ.9） 

 

（３） 本法科大学院においては、３年を超える標準修業年限でもって学生を受け入れる

制度は設けていない。【解釈指針３－３－１－５・該当なし】 
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 ２ 特長及び課題等 
 

 近時の各年度の実際の入学者が 10 名弱であることからも、すべての科目で、少人数教

育を徹底して実施している。とくに、２年次（平成 27 年度入学者からは２・３年次）に

配当されている法律基本科目の演習科目の授業は、双方向・多方向授業の効果が最大限に

発揮できるように、平成 26 年度までは、各科目の授業クラスを２つに分けて、同一の担

当教員のもとに１クラス最大 10 名程度で行っていた。平成 27 年度以降は、２年次生が少

ないため、１クラス開講であるが、平成 30 年度以降、学生数が増えれば、再び２クラス

に分ける体制を整えている。 

 1 年次の法律基本科目においても、判例や整理された事例を利用しながら、双方向・多

方向授業によって、自ら考えながら学習する方法をとる一方で、基礎的な知識の獲得や基

本的な法的思考に習熟させるために、担当教員の判断で講義方式の授業も取り入れられ、

一定の成果を上げている。また、平成 22 年度より、「法学基礎」を設置し、１年次の法

学未修者に対し、基礎知識の涵養と法律文書の起案の基礎について、さらに手厚い指導を

行う体制をとっており、一定の成果がみられることから、平成 27 年度入学者から「法学

基礎」の設置科目を増設し（憲法・民法・刑法について、従前「法学基礎」は１科目だけ

設置していたところ、「法学基礎（憲法Ａ）」「法学基礎（憲法Ｂ）」というかたちで、

２科目に増設した）、さらに平成 29 年度入学者から 1 科目増設（「法学基礎（民法Ｃ）」

を増設）している。 

 臨床教育（エクスターンシップ・リーガルクリニック・ビジネス法務実習）については、

臨床教育委員会を設けて、その一層の充実を図るとともに、それが円滑に実施されるよう

に配慮している。 

 平成 27 年度入学者からカリキュラムを改定して、１年次の法学未修者に憲法、民法、

商法、刑法の４科目の基礎的な内容について時間をかけ十分に理解させることを目指し、

履修する法律基本科目をこれらの４科目に絞り込むこととした。平成 27 年度に実施した

自己点検報告書では、「平成 27 年度の１年次法学未修者の履修状況を見る限り、この狙

いは一定程度成果を上げている。もっとも、平成 27 年度からの新カリキュラムでは、そ

の分、２年次に履修する科目数が増えたことから、この段階で到達度・就学意欲が落ちな

いように引き続き注視し、適宜カリキュラムの見直しを行いたい」と表記していたところ

であるが、その後２年間の状況に鑑みると、１年次から２年次への進級は比較的スムーズ

に進んでいるが、２年次で息切れをする者が従来に比べ増加しているように見受けられる。

また、３年次の必修科目が増加したことに伴い、３年次で修了できない者も増加している。

そこで、現行のカリキュラムを前提に、とくに２年次の学修内容について、適切に修得さ

せるよう学修上の支援等の検討を行いたい。 
 また、学生数の減少に伴い、一部の科目において著しく受講学生数が小さく、「多方向」

の授業が困難になっている（もっとも、必修科目はなお５名以上の受講学生数があり、そ

こでは「多方向」の授業が困難であるわけではない）。科目の性質に応じながら、適切な

授業のあり方を工夫する必要があるが、本来的には、入学者数の増加を目指す方向で努力

を行いたい。 
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第４章 成績評価及び修了認定 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ４－１ 成績評価 

 

基準４－１－１：重点基準 

学修の成果に係る評価（以下「成績評価」という。）が、次の各号を満たし

ていること。 

（１）成績評価が、各授業科目において適切に設定された達成度に照らして、

学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして行われ

ていること。 

（２）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に周知されていること。 

（３）成績評価の基準にしたがって成績評価が行われていること。 

（４）成績評価の結果が、必要な関連情報とともに学生に告知されているこ

と。 

（５）期末試験を実施する場合には、実施方法についても適切に配慮されてい

ること。 

（６）再試験又は追試験を実施する場合には、受験者が不当に利益又は不利益

を受けることのないよう特に配慮されていること。 

（７）期末試験において筆記試験を実施しない場合には、筆記試験を実施せず

に成績評価を行うことが授業科目の性質に照らして適切であるとする理由

が明らかにされていること。 

 

 （基準４－１－１に係る状況） 

 

（１） 成績評価については、法曹養成に特化した専門職大学院における教育にふさわし

いものであり、かつ学生の能力や資質を厳正かつ客観的に評価できるようなものにするよ

う努めている。全授業科目について、授業担当教員が科目ごとの到達目標を設置して、シ

ラバス中の「学習・教育目標及び到達目標」の欄に明記している。各授業科目の具体的な

学修目標（到達目標ないし達成度）は、シラバス中の「授業計画の項目・内容」の記載に

よって学生に周知しており、かつ、それに照らして成績評価を行っているところである。

なお、法律基本科目については、具体的な学修目標（到達目標ないし達成度）を設定する

際に「共通的な到達目標」を考慮している。 

各科目の成績は、A＋（90 点以上）、A（80 点以上）、B＋（75 点以上）、B（70 点以上）、

C＋（65 点以上）、C（60 点以上）、D（60 点未満）の７段階で評価する。ただし、「法学

基礎」、「リーガルクリニック」、「エクスターンシップ」「ビジネス法務実習」及び

「模擬裁判」は、科目の性質上、「合・否」のみで評価する。また、GPA（Grade Point 

Average）制度を取り入れ、各評価に付された点数の平均値を算出し、成績を科目ごとの

みならずトータルに認識できるようにしている。 

 

 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」ｐ.10-ｐ.11 成績評価 
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各科目の成績評価の方法については、レポート・起案・平常点等、小テスト、学期末試

験の評価要素が占める割合を科目ごとにシラバスの「成績評価方法及び基準」の欄で公表

している。さらに、確認の意味も含めて、全科目についての評価基準の一覧を「TKC 法科

大学院教育研究支援システム」上の電子掲示板において掲載している。これらの各評価要

素の中で、最も客観的な評価を可能にする学期末試験の評価割合が 70％を下回らないよう

にとの申し合わせが教員間にある。例外的に学期末試験の評価割合が 70％を下回る場合に

は、それが授業科目の性質に照らして適切であるか、教務委員会で確認を行い、その理由

をシラバスの「成績評価方法及び基準」の欄で明記することにしている。また、兼担教員

及び兼任教員に対しては、当該資料を「教務案内」という文書の中に纏め、初回の出講時

までに渡して周知を図っている。 

 

 

資料「成績評価の客観性をはかる措置」 

 

（１）成績評価の基準とその開示 

  ⅰ）各科目の成績は、学期末試験の成績、レポート課題への対応状況、授業への出席や組み状

況などに基づいて総合的に評価する。 

成績の総合評価における「学期末試験の成績」の割合は、客観的で厳正な成績評価を目指す

ため、これを 70％以上とする。ただし、授業の性質上、実践的・実習的要素が相当に認められる

実務基礎科目は、この限りではない。たとえば、「検察実務」、「刑事裁判」、「刑事弁護」、「民事裁

判」および「民事弁護」の各科目は、授業担当者の裁量により、総合評価における「学期末試験の

成績」の割合につき、70％を下回ることができる。（この場合でも、50％以上の割合は維持しなけ

ればならない）。 

ⅱ）各科目について、成績の総合評価における評価要素の具体的な基準は、「シラバス」にて院

生に公表する。（たとえば、学期末試験の成績 80％、授業中の平常点 10％、レポート 10％といっ

たもの）。さらに、各学期の授業開始にあたり、再度の確認のために、「全科目の成績評価基準の

一覧表」を院生に公表する。 

（出典：平成 18 年 1 月教授会資料） 

 

 

資料「成績評価等について」 
 
１．成績評価基準について 

１頁～５頁のシラバス記入時の留意事項にも記載のとおり、評価要素の区分を「期末試験」「小

テスト」「平常点」の 3 区分で設定して下さい。 

 各区分の割合につきまして、以下の表をご参照下さい。 

 

評価区分 評価内容 割合 
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期末試験 期末での筆記試験の成績 原則 70％以上※１ 

小テスト※２ 
独立した配点を伴う「小テス

ト」の成績 
 

平常点※３ 

授業での質疑応答、授業参加

の積極的態度および授業内

課題の結果などに基づいてす

る評価 

 

 

※１ ただし、授業の性質上、実践的・実習的要素が相当に認められる場合は、授業担当者のご

裁量により、総合評価における「期末試験」の成績の割合につき、70％を下回ることもできます

ので（なお、50％以上の割合は維持して下さい）、教務委員会へご連絡下さい。 

 

 ※２ 「小テスト」とは、期末試験以外のテストで（持ち帰り型テストも含む）、その結果のみで成績

評価の基底項目の１つとなっているものをいいます。授業参加の積極的態度等と合わせて総

合的に評価するテスト類は、「平常点」に含まれます。詳細については、本書３～４頁をご参照

下さい。 

 

 ※３ 「平常点」の評価につき、授業参加の積極的態度のみを考慮要素とする場合には、評価の客

観性が損なわれないようご留意願います。  

 （出典：法科大学院教務案内（平成 30 年度） 

 

合格者の成績分布について、平成 18 年度以来、相対評価の原則が採用されてきた。これ

は、合否は絶対評価によるものの、合格者に対して、A＋と A の合計、B＋、B、C の割合が

各 25％となるような成績分布を考慮して評価を行うというものである（ただし、受講者が

10 名以内の科目については、この基準を若干修正できるとしていた）。しかし、このよう

な、合格者にかかる相対評価によると、同じような点数でありながら、最終の成績評価が

異なるという不都合、受講者にとっての不公平感が生じる可能性があること、期末試験、

小テストおよび平常点により算出された成績と最終的な成績（ABC による評価）とが一致

していることが望ましいことから、平成 25 年度より、相対評価を廃止して、絶対評価を

行うこととなった（ただし、厳格な成績評価を担保するため、A＋と A の合計については、

引き続き、受講者数が著しく少数の場合を除き、原則として 25％以内にとどめるものとし

ている）。絶対評価の基準は、各授業科目の担当者において、全体の到達目標、当該科目

に配当されている配当年次を勘案しながら定め、学生に対してシラバスにて開示している。

【解釈指針４－１－１－１】【解釈指針４－１－１－２（１）】【解釈指針４－１－１－

２（２）】【解釈指針４－１－１－７】 

 

 
資料「成績評価等について」 

 

（１）教科の成績は、A+（90 点以上）、A（80 点以上 90 点未満）、B+（75 点以上 80 点未満）、B
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（70 点以上 75 点未満）、C+（65 点以上 70 点未満）、C（60 点以上 65 点未満）、D（60 点

未満）の７段階で評価して下さい。評価に際しては、次頁の表を参考にして下さい。 

 

（２）成績評価は、絶対評価とします。 

 

（３）ただし、A+および A の合計数は、原則として、受講者数全体の 25％以内にとどめるものと

し、そのうち A+は５％以内として下さい。この原則と異なる評価を行う場合には、その理由

についてご説明をお願いいたします（ただし、受講者数が少数で、A+を１名与えた結果 A+

が全体の５％を超える場合を除きます）。 

 

（４）受講者数が 10 名未満のばあい、（３）の準則の適用については担当者の裁量において決

定して下さい。ただし、厳格な成績評価を確保するよう努めていただきたく、教務委員会か

らご説明をお願いすることがございます。 

 

 

成績区分 点数 成績評価の基準 

A+ 90〜100 
当該科目で学修すべき内容を非常によく理

解しており、大変優れている。 

A 80〜89 
当該科目の学修目標を十分に達成してお

り、優れている。 

B+ 75〜79 

当該科目で学修すべき内容を一応達成して

おり、一部については優れている項目もあ

る。 

B 70〜74 
当該科目で学修すべき内容を一応達成して

おり、標準的な理解度を示している。 

C + 65～69 

当該科目で学修すべき最低限の内容につい

ては理解しており、一部については標準的な

理解度に達している項目もある。 

C 60〜64 
当該科目で学修すべき最低限の内容につい

ては理解している。 

D 0〜59 
当該科目で学修すべき内容につき、最低限

理解しておくべき事項を理解していない。 

 

（出典：法科大学院教務案内（平成 30 年度） 

 
 
（２） 履修した科目の成績評価について説明を希望する学生に対しては、各科目の担当

者がその根拠を十分に説明することにしている。それでも納得できない学生に対しては異

議の申し立てを認め、法科大学院長が、調査のため教務委員長ほか専任教員の中から調査

委員を選任し、その異議申立てについて審査をする。そして、その結果を、異議を申し立
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てた学生に対して、試験答案の写し等を提示しながら説明することになっている。なお、

学期末試験の採点の際には、採点の際の匿名性を確保するために、整理番号のみが記載さ

れた答案を科目の担当教員が受け取り、採点が終了した後に、事務担当者が答案の整理番

号と照合し、採点結果を成績報告表に記入することになっている。【解釈指針４－１－１

－３（１）】 

 

 

資料「成績の異議申立」 

 

成績発表後、各教科の成績評価に関し質問のある院生に対しては、当該教科の担当教員が、

遅滞なくその評価の根拠について説明します。 

また、説明を受けたにもかかわらず、それに納得できない場合は、成績評価に対する不服の理

由を明らかにして、教務委員会に異議を申し立てることができます。 

 

（出典：平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項 p.11） 

 

 

 また、全科目の成績評価の分布表を、専任教員に対しては配布し、兼担及び兼任教員に

対してはいつでも閲覧可能な状態に置いている。これによって、各科目の担当教員が、全

科目の成績評価分布の比較を行うことができ、そのことが成績評価の適切性の確保に大き

く寄与している。【解釈指針４－１－１－３（２）】 

 

別添資料２「平成 29 年度成績評価分布表」 

 
（３） 成績評価の結果を各学生に対して通知する際に、各科目の学期末試験については、

解答の指針または模範答案もしくは優秀答案に教員のコメントを付したものを配付してき

ており、平成 28 年度からは、学期末試験だけでなく、成績評価の独立した基底項目とな

った小テストやレポート等についてもこれらを配布することとなった。さらに、その際に、

各学生が全学生の中でどの程度の成績を収めているのかを把握できるようにするため、

「GPA ランキング」（全学生の GPA の一覧表で氏名を伏せたもの）や各科目の「成績分布

表」（各科目の最終成績の得点分布を柱状グラフで表示したもの）を書面で配布している。 

【解釈指針４－１－１－４】 

 
別添資料１５「平成 29 年度法科大学院 GPA ランキング」 

別添資料１６「平成 29 年度前期・後期科目別成績得点分布表（グラフ）」 

 
資料「成績評価の客観性をはかる措置」① 

 

（２）学期末試験の採点基準等の公表 

院生への成績発表の際に、各科目の成績評価とともに、学期末試験の採点基準と模範答案ま

たは優秀答案に教員のコメントを付したものを公表する（なお、採点基準の公表は、書面または口

頭ですることができる）。 

さらに、各院生が相対的にどの程度の成績を収めているかを自分で把握できるように、「GPA ラ
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ンキング」（全院生の GPA の一覧表で氏名を伏せたもの）や各科目の「成績分布表」（各科目の期

末テストの得点分布を柱状グラフで表示したもの）も、院生に公表する。 

（出典：平成 18 年 1 月教授会資料） 

 

 

資料「成績評価の客観性をはかる措置」② 

 

２．成績報告および学生への公表資料の提出について 

 

（１）成績報告 

    省略 

 

（２）採点基準等の公表と成績評価の説明 

  ① 採点基準の公表：院生への成績発表の際に、採点基準を公表します。 

    公表が求められている採点基準とは、学期末試験の採点基準だけでなく、成績評価

の基底項目となった小テストやレポート等の採点基準も含まれます（小テストやレ

ポート等が成績評価の基底項目となっているかどうかの判断は、シラバスの記載の

仕方に従います。詳しくは、本書１～３頁の「シラバス記入時の留意事項」をご参

照下さい。）。 

   以下省略 

                  （出典：平成 27 年 11 月教授会資料）     

 
（４） 期末試験は、前期または後期の授業終了後、5 日～７日程度の準備期間をおいて

一週間前後の期末試験期間を設け、法律基本科目は 120 分、その他の科目は 90 分（科目

担当者の希望により延長可能）で実施している。期末試験の時間割の作成に際しては、同

日に多くの必修科目が配置されないようにするなどの配慮をしている。また、過去の試験

問題は「TKC 法科大学院教育研究支援システム」において公表し、学生に対する学習の便

宜を図っている。この試験問題の公表は、試験問題の内容・水準について全教員間で共通

の理解を得ることに寄与している。 

 

（５） 一定のやむを得ない事情から通常の学期末試験を受験できなかった学生に対して

は、追試験が認められている。追試験は授業の終了から相当の期間をおいて実施されるこ

とや、また既に正規の学期末試験における問題が公表されていることを考慮して、受験生

間の公平性を確保する観点から、当該追試験の答案の採点は素点の 0.9 倍としてきたが、

追試験を受験する学生のほとんどは期末試験を病気等の事情で受験できない者であり、追

試験までの準備が決して十分にできるわけではないこと、素点の 0.9 倍の不利益が GPA ラ

ンキングを一つ落とす程度の大きな効果を与え、当該学生にとり厳しすぎることが判明し

たことから、平成 25 年度より追試験においても通常の期末試験と同様、素点をそのまま

成績評価に反映させることとしている。 

なお、平成 20 年度まで、各科目の総合評価が合格点である 60 点に達しない学生に対し

ては、通常試験の終了後１カ月程度の準備期間をおいて、再試験を実施していたが、平成

21 年度から廃止されている。【解釈指針４－１－１－５】【解釈指針４－１－１－６・該
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当なし】 

 

資料「追試験実施要領」（平成 29 年度後期） 

 

１．受験資格者 

 次に掲げる事由により定期試験を受験できなかった者は、追試験の受験を申込むことができる。 

（１）病気 

（２）３親等内の親族の危篤または死亡 

（３）交通機関の遅延または途絶 

（４）事故または被災 

  （５）その他やむを得ない事由 

 

２．受験科目の制限 

「法学基礎」、「模擬裁判」、「リーガルクリニック」、「エクスターンシップ」、「ビジネス法務実習」、そ

の他実習を要する科目は、追試験科目に含まれない。 

 

３．成績評価 

追試験の成績評価については、定期試験と同様とする。 

 

４．追試験申込手続き 

 追試験の受験を希望する者は、「追試験受験申込書」に、定期試験を受験できなかった事由を証

明する書面を必ず添付して、追試験受験を申込まなければならない。 

 ＜証明する書面の例＞  ①医師の診断書（加療期間が明記されたものに限る） 

             ②交通遅延証明書 

             ③事故証明書 

 

５．申込期間および場所 

 申込日時： 平成 30 年 1 月 24 日（水）～1 月 30 日（火） 

 9 時～17 時（土曜日は 12 時まで） 

       （申込期間が短いので注意してください。） 

申込場所： 法科大学院事務課 

 

６．受験資格者および試験時間割の発表 

     追試験の受験資格は法科大学院で審査し、その結果は個別に発表する。追試験時間割は、個別に

連絡する。 

 

７．追試験受験料およびその払込方法 

追試験の受験料は、１科目につき 1,000 円とする。追試験の受験を希望する者は、相当額の追試

験受験料を自動発行機にて払込まなければならない。 
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８．追試験実施日 

 平成 30 年 2 月 9 日（金）、13 日（火） 

 

（出典：平成 29 年 12 月 18 日 学生への公表資料） 

 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

p.50 追試験規程 
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基準４－１－２ 

一学年を終了するに当たって学修成果が一定水準に達しない学生に対し、次

学年配当の授業科目の履修を制限する制度（以下「進級制」という。）が原則と

して採用されていること。 

 

 （基準４－１－２に係る状況）   

本法科大学院では、次の進級要件により、進級制を採用している。 

平成 26 年度入学者までは、１年次から２年次への進級及び２年次から３年次への進級に

必要な要件は、いずれの場合も、①当該学年で 26 単位以上修得し、かつ②当該学年の GPA

が 1.8 以上あることである。  

平成 27 年度および平成 28 年度入学者については、１年次から２年次への進級には 29

単位以上、２年次から３年次への進級には 28 単位以上を修得し、かつ、いずれの場合に

おいても、当該学年の GPA が 1.8 以上あることを要件としている。 

平成 29 年度入学者については、「法学基礎（民法Ｃ）」が設置されたことをうけ、１年

次から２年次への進級には 30.単位以上の修得が必要となった。他の進級条件に変更はな

い。 

なお、平成 25 年度までは、学習到達度を GPA 基準とは異なった観点から測ることによ

り、進級認定の正確性に万全を期し、また、学生に学期末試験後の学習による成績向上の

機会を提供するために、「進級認定試験」の制度を用いていた。すなわち、当該学年で 26

単位以上修得し、かつ GPA1.3 以上 1.8 未満の学生は、憲法、行政法、民法、商法、民事

訴訟法、刑法、刑事訴訟法の７科目で実施する進級認定試験を受験することができ、それ

らすべての科目につき一定以上の得点を得ることを要件として、これに合格すれば進級で

きるものとした。なお、この進級認定試験は、総合的な学力を判断するものであるため、

その試験問題は各科目の授業とは直接関係なく出題される。しかし、「進級認定試験」の

制度は、他方で、将来的に成績不良者に対する救済措置として運用されるおそれも全く否

定できないことから、平成 26 年度から廃止し、現在は存在していない。 

 

 

資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（進級要件） 

第 11 条 各年次への進級には、１年次から２年次については合計 30 単位以上、２年次から３年次

については合計 28 単位以上を修得し且つ別に定める基準を満たす成績を修めなければならない。

進級要件を満たさない者が当該年次に履修した科目の単位修得は、合否のみの判定をする実務基

礎科目を除き、すべて無効とする。 

２ 同一学年の進級要件を、休学期間を除き２年間引き続いて充足しない者は、在籍資格を失う。た

だし、次年度において著しい成績の向上が見込まれる者は、この限りでない。 

 

 
資料「進級基準等」 
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【進級基準】 

〔2017・2018 年度入学者〕 

各年次への進級に必要な単位数は、１年次から２年次が 30 単位以上、２年次から３年次が 28

単位以上です。且つ所定のＧＰＡ基準を満たすことが必要です（次項参照）。 

〔2015・2016 年度入学者〕 

各年次への進級に必要な単位数は、１年次から２年次が 29 単位以上、２年次から３年次が 28

単位以上です。且つ所定のＧＰＡ基準を満たすことが必要です（次項参照）。 

 

同一学年の進級要件を、休学期間を除き２年間引き続いて充足しない者は、在籍資格を失いま

す。（学則第 11 条参照） 

 

【進級に必要なＧＰＡ基準】 

第２学年および第３学年への進級については、当該年次の成績が GPA1.8 以上（小数点第２位四

捨五入）であることが必要です。 

 

【進級要件を満たさない場合】 

進級ができなかった場合、当該年次に履修した科目の単位修得は、すべて無効となります。ただ

し、合否のみによって成績評価をする科目は除きます。 

（学則第 11 条参照） 

（出典：平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項 ｐ.9） 

 

 進級ができなかった者がその年度に履修した科目の単位取得は、平成 19 年度までは A

以上の成績評価を受けた科目を除いて無効とされてきた。平成 20 年度以降は、進級ので

きなかった学生が当該学年において修得した単位をすべて無効とすることとされている

（合否のみで評価する科目を除く）。休学期間を除き、同一年次の在籍は２年を限度とし

ている（法科大学院学則第 11 条）。 

この進級基準については、学則、履修要項、及びその他の文書に記載されることによっ

て、学生に周知されている。【解釈指針４－１－２－１】【解釈指針４－１－２－２】

【解釈指針４－１－２－３・該当なし】
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 ４－２ 修了認定及びその要件 

 

基準４－２－１：重点基準 

法科大学院の修了要件が、次の各号を満たしていること。 

（１）３年（３年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修

上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在籍し、９３単位以上を修

得していること。 

 この場合において、次に掲げる取扱いをすることができる。 

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院（他の専攻を含む。）に

おいて履修した授業科目について修得した単位を、３０単位を超えない

範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものと

みなすこと。 

 ただし、９３単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院

にあっては、その超える部分の単位数に限り３０単位を超えてみなすこ

とができる。 

イ 教育上有益であるとの観点から、当該法科大学院に入学する前に大学

院において履修した授業科目について修得した単位を、アによる単位と

合わせて３０単位（アのただし書により３０単位を超えてみなす単位を

除く。）を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修に

より修得したものとみなすこと。 

 また、上記に定めるところにより、当該法科大学院に入学する前に修

得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入学資格を有し

た後、修得したものに限る。）を当該法科大学院において修得したもの

とみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程

の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間

その他を勘案し、１年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在

学したものとみなすことができる。 

ウ 当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると

認める者（以下「法学既修者」という。）に関して、１年を超えない範

囲で当該法科大学院が認める期間在学し、アとイによる単位と合わせて

３０単位（アのただし書により３０単位を超えてみなす単位を除く。）

を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなす

こと。 

 ただし、９３単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院

にあっては、その超える部分の単位数に限り３０単位を超えてみなすこ

とができる。 

（２）次のアからカまでに定める授業科目につき、それぞれアからカまでに定

める単位数以上を修得していること。ただし、３年未満の在学期間での修

了を認める場合には、当該法科大学院において、アからウまでに定める授

業科目について合計１８単位以上並びにエからカに定める授業科目につい

てそれぞれエからカに定める単位数以上を修得していること。 

 なお、入学時に既に十分な実務経験を有する者であって、当該法科大学

院において実務経験等を評価した上で適当と認められる場合には、カに属
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する授業科目のうち当該実務経験等に相当すると認められるものに代えて

法律基本科目の履修を認め、これによる単位数をカに定める単位数に算入

することができる（算入することのできる単位数は４単位を上限とす

る。）。 

ア 公法系科目       ８単位 

イ 民事系科目      ２４単位 

ウ 刑事系科目      １０単位 

エ 法律実務基礎科目   １０単位 

オ 基礎法学・隣接科目   ４単位 

カ 展開・先端科目    １２単位 

（３）法律基本科目以外の科目の単位を、３１単位以上修得していること（な

お、（２）においてカに算入した法律基本科目の単位数は、この号に関す

る限り、展開・先端科目の単位数と読み替える。）。 

 

 （基準４－２－１に係る状況） 

（１） 本法科大学院の修了には、３年以上在学し、各科目群に掲げる修了必要単位数を

含む 102 単位以上を修得したことを必要とする（法科大学院学則第３条、第 13 条第１

項）。なお、法学既修者は、２年以上在学し、各科目群に掲げる修了必要単位数を含む 70

単位以上を修得したことを必要とする。（法科大学院学則第３条、第 13 条第２項）【解

釈指針４－２－１－１】 

 教育上有益と認めるときは、入学前に修得した単位、他大学大学院において修得した単

位について合計 30 単位を限度として、本法科大学院における授業科目の履修により修得

したものと認めることとしている（法科大学院学則第９条） 

なお、平成 17 年度から、進級基準と同様に、在学期間中の累積 GPA が 1.8 以上である

ことを修了の要件としていた。しかし、このために、展開・先端科目が中心となる３年次

の選択科目において、比較的高得点をとりやすい科目を履修して、GPA の高得点化を図る

学生が現れるという弊害が生じた。そこで、平成 19 年度から、このような事態を避け、

各学生のめざす法曹像にとって有意義な科目を履修しやすくするために GPA 基準を修了要

件からはずすこととした。【解釈指針４－２－１－２】 

 

資料「修了に必要なＧＰＡ基準の改定について」 

 

ⅰ）修了要件としてのＧＰＡ基準を廃止し、成績基準は特に定めない（ＧＰＡ基準は進級要件とするに

とどめる）。 

ⅱ）修了認定試験（３年間の累積ＧＰＡ１．3 以上 1．8 未満の場合）は不要となる。 

 

（出典：平成 20 年 1 月教授会資料） 

 
（２） 法学未修者についての修了要件として、ア～カまでに定める授業科目についての

単位数は次の通りである。 

 

 ア 公法系科目     16 単位 

 イ 民事系科目     38 単位 
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 ウ 刑事系科目     14 単位 

 エ 法律実務基礎科目  14 単位 

 オ 基礎法学・隣接科目  4 単位 

 カ 展開・先端科目   12 単位 

（かつ、エ～カに定める授業科目から合計 32 単位以上修得することを求めている） 

 

法学既修者についての修了要件として、ア～カまでに定める授業科目についての単位数

は次の通りである。 

 

 ア 公法系科目     10 単位 

 イ 民事系科目     18 単位 

 ウ 刑事系科目      8 単位 

 エ 法律実務基礎科目  14 単位 

 オ 基礎法学・隣接科目  4 単位 

 カ 展開・先端科目   12 単位 

（かつ、エ～カに定める授業科目から合計 32 単位以上修得することを求めている。） 

 

（３） 法律基本科目以外の科目から合計 32 単位以上修得することを必要としており、

これは、法律基本科目以外の科目の単位を 31 単位以上修得していることを求める認証評

価基準 4－2－1（３）の要件を充たしている。 

 

（４）認証評価基準４－２－１（２）の「入学時に既に十分な実務経験を有する者」に対

し「カに属する授業科目のうち当該実務経験等に相当すると認められるものに代えて法律

基本科目の履修を認め、これをカに定める単位数に参入することを認める制度は本法科大

学院では設けていない。【解釈指針４－２－１－４・該当なし】【解釈指針４－２－１－

５・該当なし】【解釈指針４－２－１－６・該当なし】 

 

 

資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（修業年限） 

第３条 本大学院の標準修業年限は、３年とする。ただし、法科大学院教授会（以下、教授会とい

う。）が、所定の試験を経て、法律学の基礎的な学識を有すると認めた者（以下、法学既修者とい

う。）の修業年限は、２年とする。 

 

（既修得単位等の認定） 

第９条 教育上有益と認めるときは、入学前に修得した単位、他大学大学院において修得した単

位、及び法学既修者につきすでに修得したとみなす単位については（第 13 条２項の規程により法

学既修者について 30 単位を超えて修得したものとみなす単位を除く）、合計 30 単位を限度とし

て、本大学院の修了に必要な単位として認めることができる。 

 

 



近畿大学大学院法務研究科法務専攻 第４章     

- 55 - 

（課程の修了） 

第 12 条 本大学院に所定の期間在学し、所定の単位を修得した者をもって、本大学院の課程を

修了したものとする。 

２ 課程修了の認定は、教授会が行う。 

３ 第 11 条第１項後段（単位修得の無効）及び第２項（在籍資格の喪失）は、修了要件を満たさな

い者について準用する。ただし、第 11 条第１項後段（単位修得の無効）の準用について、３年次に

おける成績が不良でないと認められる者は、この限りでない。 

（修業年限・修了必要単位数等） 

第 13 条 本大学院の課程の修了に必要な修得単位数（以下、修了必要単位数という。）は、次に

掲げる各科目群に関する修了必要単位数を満たし、かつ合計 102 単位以上とする。ただし、(２)か

ら(４)に掲げる科目群から合計 32 単位以上を修得しなくてはならない。 

(１) 法律基本科目群から 68 単位以上 

(２) 実務基礎科目群から 14 単位以上 

(３) 基礎法学・隣接科目群から４単位以上 

(４) 展開・先端科目群から 12 単位以上 

２ 法学既修者の修了必要単位数については、１学年配当科目のうち所定の 32 単位を既に修得

したものとみなし、合計 70 単位以上とする。 
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基準４－２－２ 

修了の認定に必要な修得単位数は、１０２単位が上限とされていること。た

だし、基準２－１－５のただし書による単位数については、１０２単位の上限を

超えることができる。 

 

 （基準４－２－２に係る状況） 

本法科大学院の修了には、３年以上在学し、各科目群に掲げる修了必要単位数を含む

102 単位以上を修得したことを必要とされている（法科大学院学則第３条、第 13 条第１

項）。これは、認証評価基準 2－1－5 ただし書による単位数である 9 単位（１年次配当の

「法学基礎」）を含めた単位数である。いずれにしろ、102 単位以下となっている。 

 

 

資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（修業年限） 

第 3 条 本大学院の標準修業年限は、3 年とする。ただし法科大学院教授会（以下、教授会とい

う。）が、所定の試験を経て、法律学の基礎的な学識を有すると認めた者（以下、法学既修者とい

う。）の修業年限は、2 年とする。 

 

（修業年限・修了必要単位数等） 

第 13 条 本大学院の課程の修了に必要な修得単位数（以下、修了必要単位数という。）は、次に掲

げる各科目群に関する修了必要単位数を満たし、かつ合計 102 単位以上とする。ただし、(２)から

(４)に掲げる科目群から合計 32 単位以上を修得しなくてはならない。 

(１) 法律基本科目群から 68 単位以上 

(２) 実務基礎科目群から 14 単位以上 

(３) 基礎法学・隣接科目群から４単位以上 

(４) 展開・先端科目群から 12 単位以上 

２ 法学既修者の修了必要単位数については、１学年配当科目のうち所定の 32 単位を既に修得し

たものとみなし、合計 70 単位以上とする。 
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 ４－３ 法学既修者の認定 

 

基準４－３－１：重点基準 

法科大学院が、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有

する者であると認める（法学既修者として認定する）に当たっては、適切に法律

科目試験が実施されるとともに、その他の教育上適切な方法がとられているこ

と。 

 

 （基準４－３－１に係る状況） 

（１） 本法科大学院の法学既修者の認定は、法学未修者とは別枠で選抜された入学者を

法学既修者とみなすこととし、別途行う法律科目試験によりその選抜を行っている。 

 法律科目試験は、平成 28 年度入試以降、カリキュラム改定を行ったことに伴い、憲

法・民法・商法（商法第三編海商および保険法を除く）・刑法の４科目について実施して

いる。配点は、憲法 100 点、民法 100 点、商法 50 点、刑法 100 点である。法律科目試験

は、本法科大学院に１年間在籍した学生と同等の知識を有するか否かを基準として各分野

の専任教員により出題することで法学の基礎的な学識を有するか否かを判定するとともに、

入学者選抜における「公平性」「開放性」「多様性」を確保している。【解釈指針４－３

－１－１】 

 法律科目試験については、各試験科目について最低基準点を設定し、合計点のみならず

これらの最低基準点に到達しているか否かも考慮して合否判定を行っており、法学既修者

として十分な能力を備えた者のみを合格させる措置を講じている。【解釈指針４－３－１

－２】 

 

 

別添資料１８「近畿大学法科大学院募集要項 2018」ｐ.6-ｐ.7 

 
 

資料「近畿大学法科大学院学則」       

 

（修業年限・修了必要単位数等） 

第 13 条 本大学院の課程の修了に必要な修得単位数（以下、修了必要単位数という。）は、次に

掲げる各科目群に関する修了必要単位数を満たし、かつ合計 102 単位以上とする。ただし、(２)か

ら(４)に掲げる科目群から合計 32 単位以上を修得しなくてはならない。 

(１) 法律基本科目群から 68 単位以上 

(２) 実務基礎科目群から 14 単位以上 

(３) 基礎法学・隣接科目群から４単位以上 

(４) 展開・先端科目群から 12 単位以上 

２ 法学既修者の修了必要単位数については、１学年配当科目のうち所定の 32 単位を既に修得

したものとみなし、合計 70 単位以上とする。 

 

 

（２）上記４科目の法律科目試験に合格した法学既修者は、１年次の必修科目である「憲
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法 A（統治機構・人権総論）」「憲法 B（人権各論）」「法学基礎（憲法 A）」「法学基礎

（憲法 B）」「民法 A（総則・物権総論）」「民法 B（債権総論・担保物権）」「民法 C

（債権各論・家族法）」「法学基礎（民法 A）」「法学基礎（民法 B）」「法学基礎（民

法 C）」「商法 A（会社法）」「商法Ｂ（商法総則・商行為・手形法）」「法学基礎（商

法）」「刑法 A（総論）」「刑法 B（各論）」「法学基礎（刑法 A）」「法学基礎（刑法

B）」に対応する 17 科目 32 単位を一括して免除される。なお、教育上有益と認められる

場合の履修免除単位数の減少措置や１年次配当の一部について法律科目試験の出題範囲に

含めずに履修免除を行わない措置はとっていない。【解釈指針４－３－１－３】【解釈指

針４－３－１－４（１）（ア・イ該当なし）】【解釈指針４－３－１－４（３）】 

 飛び入学制度を活用して法律科目試験を受験し法学既修者として入学する可能性は排除

していないが、試験科目および履修免除は上記と変わらない。【解釈指針４－３－１－４

（２）（イ・該当なし）】 

 法学既修者が免除したものとみなされるのは、１年次配当の必修科目のみであることか

ら、修得したものとみなされる単位数と１年の在学期間の短縮とは整合している。【解釈

指針４－３－１－７】 

（３） 法律科目試験の実施に際しては、すべての受験者を公平に取り扱っており、本学

出身者であることを特別の考慮要素とはしていない。出題にあたっては、本学法学部にお

いて出題された過去の試験問題を参照できるようにしており、類似した問題が出題される

ことのないよう配慮している。そして、法律科目試験の実施の公平性を確保するために、

試験の解答用紙上の氏名記載欄をミシン線で切り取って採点を匿名化することができ、さ

らに、１科目の採点につき複数の専任教員が関与することで公平性を確保している。また、

法律科目試験問題を含む入学試験の過去問題は、本法科大学院のホームページ上で誰でも

入手可能である。【解釈指針４－３－１－５】 

 なお、法律科目試験は、本法科大学院の専任教員が作問して出題する独自の試験であり、

他の機関が実施する試験の結果を考慮して実施するものではない。【解釈指針４－３－１

－６】 

 

別添資料１「近畿大学法科大学院 2018（パンフレット）」 

別添資料１７「平成 30 年度Ａ日程法律科目試験問題」 

別添資料１８「近畿大学法科大学院募集要項 2018」ｐ.7 
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 ２ 特長及び課題等 
 
本法科大学院では、個々の学生の学修の達成度を図るため、また厳格な成績評価を実践す

るために、以下の取組みを実施している。 

（ア） 定期試験の解答用紙の氏名記載欄はミシン線で切り取ることができるようになっ

ており、採点の段階で匿名性を確保することにより、特定答案とならないように配慮

している。 

（イ） 定期試験の答案には、学生に対して、解答に対するコメントを必ず付して答案を

返却するようにしており、当該学生のその後の勉学の一助としている。 

（ウ） 年度末に定期試験の結果をもとにした個人面談を実施しており、学生の習熟度や

法制度に対する体系的理解及び法曹としての倫理観等を図ることとしている。 

（エ） 進級認定に際しては、一定の基準（GPA 基準）が採用されており、客観性が確保

されている。 

（オ） 修了認定に関しては、３年次終了時点で取得した科目及びその単位数につき、学

生に周知されている修了要件に照らして客観的に判定している。 

 以上の取組みにより、成績評価、進級認定及び修了認定における客観性及び厳格性を確

保することができるとともに、学生に対する自学自習の便宜を考慮した適切な指導を行う

ことができる。 

なお、進級認定に際しては、平成 25 年度までは、一定の GPA 基準（GPA1.8 以上）を満

たした者を進級させるとともに、GPA1.8 未満の者でも GPA1.3 以上の者に対しては、進級

認定試験を法律基本科目７科目すべてについて課し、当該試験において一定以上の成績を

収めた者については進級を認めるという２段階の進級認定制度を採用していた。しかしな

がら、進級認定試験の制度が将来的に成績不良者に対する救済措置として運用されるおそ

れも全く否定できないため、厳正な成績評価を確保し、進級認定基準の明確化を図る趣旨

から、平成 26 年度から当制度を廃止した。 

 法学既修者の認定においては、法律基本科目４科目すべてについて法律科目試験を本法

科大学院が独自に課しており、本法科大学院に１年間在籍した学生と同等の法律的知識を

有しているか否かという基準に従って、適切に判定している。また、本学出身者が有利に

扱われることのないよう配慮を行い、受験者を匿名にして採点すること、そして複数の専

任教員が１科目の採点に関与することで客観性・公平性を担保している。 

 

 

 

 

 



近畿大学大学院法法務研究科法務専攻 第５章 

- 60 - 

第５章 教育内容等の改善措置 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ５－１ 教育内容等の改善措置 

 

基準５－１－１ 

教育の内容・方法等の改善を図るための研修及び研究が、組織的かつ継続的

に行われていること。 

 

 （基準５－１－１に係る状況） 

本法科大学院では、以下にあげるとおり、教育の内容及び方法の改善を図るための研修及

び研究を組織的かつ継続的に行っている。また、法学部との連携についても、学部連携委

員会を設置している。 

（１） 教務委員会を設置し、カリキュラムにかかわる諸事項（科目区分、授業間の連携

及び授業内容の相互調整など）につき組織的かつ継続的に検討し、改善を行っている。

【解釈指針５－１－１－１】 

（２） 教育の内容及び方法の改善を図るための組織として、専任教員５名から構成され

る自己点検・評価委員会を設置し、同委員会のもと、学生による授業アンケートを行い、

ＦＤ研修会、教育方法検討会等において教育内容及び方法に関する教員間の意見交換や議

論を行うなど、諸活動の実施及び点検・改善の検討を組織的に行っている。【解釈指針５

－１－１－１】【解釈指針５－１－１－２】【解釈指針５－１－１－４】 

 

 

資料「各種委員会の構成員」 

 

委員会名 委員長 委 員 

教務委員会 上田 渡辺 海道    

入試委員会 山本 田近 小橋    

自己点検・評価委員会 渡辺 奥田 下村 上田 海道  

図書・編集委員会 下村 山本 奥田    

臨床教育委員会 小橋 渡辺 中園 岩本    

キャリア支援委員会 瀧 下村 飯田 赤西 中園  

学部連携委員会 山本 下村 渡辺 上田 海道  

人権・ハラスメント防止相談
委員 

小橋 奥田       

 

（出典：平成 30 年３月教授会資料） 

 

（ア） 学生による授業アンケートは、授業ごとに学期中間に実施してきたが、受講生の

意見を授業に素早く反映させるため、平成 26 年度以降は、学期中間に新たに自由記述形

式のアンケートを実施することとし、従来のアンケートは学期後半に行うこととした。新

たに導入した自由記述形式のアンケートについては、リフレクションペーパーは作成しな

いが、出された意見について授業内で説明・回答することとしている。 
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学期後半に行うアンケートは、「予習」「復習」「難易度」「教材」「質問への対応」

「満足度」の６項目（多肢選択式）と「その他自由記述」としている。調査結果は、各授

業の担当教員に配付するほか、全授業分を冊子にまとめて全専任教員に配付している。ア

ンケート結果について各教員がリフレクションペーパーを作成し、教育内容改善のために

情報を共有することとしている。また、学生に対しては授業内で直接、調査結果や意見・

要望に対する回答・対応を行っているほか、リフレクションペーパーの配布と自習室への

備え付けにより、当該科目の履修生以外への周知も行っている。なお、平成 28 年度に実

施した授業アンケートの回答率は、前期 62.7％（履修登録数 252 件、総回答数 158 件）、

後期 56.1％（履修登録数 244 件、総回答数 137 件）、平成 29 年度は前期 64.4％（履修登

録数 191 件、総回答数 123 件）、後期 58.2％（履修登録数 158 件、総回答数 92 件）とな

っている。 

 

資料「授業アンケート項目」  

 

(１)予習について 

この授業についての予習をど

のくらいしましたか。 

① ４時間以上 

② ３時間以上 

③ ２時間以上 

④ １時間以上 

⑤ １時間以下 

(２)復習について 

この授業についての復習をどのく

らいしましたか。 

① ４時間以上 

② ３時間以上 

③ ２時間以上 

④ １時間以上 

⑤ １時間以下 

(３)難易度について 

この授業の難易度について答えて

ください。 

① 非常に難しい 

② 難しい 

③ 普通 

④ 易しい 

⑤ 非常にやさしい 

(４)教材について 

この授業の教材は授業の理解

に役に立ちましたか。 

 

① 強くそう思う 

② そう思う 

③ どちらともいえない 

④ そう思わない 

⑤ 全くそう思わない 

(５)質問への対応について 

この授業では教員は質問や発言

に丁寧に対応していましたか。 

 

① 強くそう思う 

② そう思う 

③ どちらともいえない 

④ そう思わない 

⑤ 全くそう思わない 

(６)満足度について 

この授業に満足した。 

 

 

① 強くそう思う 

② そう思う 

③ どちらともいえない 

④ そう思わない 

⑤ 全くそう思わない 

(７)自由記述 

この授業に関して、興味を持った内容、加えて欲しい内容、不満足な内容その他について自由に述べてく

ださい。 

 

（出典：TKC 法科大学院教育支援システム「授業アンケート項目」） 

 

資料「リフレクションペーパー記載項目」 

 

担当科目  氏名  

◆後期授業アンケート 
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１．授業アンケート内容の概要 

授業アンケート内容の概要についてご記入ください。 

 

２．授業の自己評価 

ご担当の授業についての全体的な自己評価を伺えれば幸いです。 

 

３．学生へのアドバイス 

学生へのアドバイスがあればご記入ください。 

 

 

（出典:法科大学院資料） 

 

（イ） 「教育方法検討会」は、ピア・レヴューを平成 27 年度前期の実施をもっていっ

たん制度としては終了した際、これに代わる教育改善のための措置として導入したもので

ある。ピア・レヴューは、非常勤教員による授業を含めた全授業（「リーガルクリニック」

「エクスターンシップ」「模擬裁判」を除く）について、学期ごとに４科目ほどを選択し、

専任教員が各授業に２～３名出席する形で行っていた。終了後は各教員が出席した授業に

ついて報告書を提出し、全科目の報告内容を冊子にまとめて配布し、同報告書をもとにＦ

Ｄ研修会で教員間での意見交換を行っていた。 

 ピア・レヴューは、法科大学院開設以来、すべての専任教員が参加するプログラムとし

て実施し、教育方法の改善、研究者教員と実務家教員の教育方法の交流などに効果的であ

った。しかし、すでにこれによる授業改善も進んだことから、さらに上を目指すための工

夫を模索する必要があるとの認識のもと、より実質的な教育内容・方法改善の取り組みを

新たに制度化するため、「教育方法検討会」を設置することとした。 

 新たなプログラムは、自己点検・評価委員会で計画・実施するＦＤ研修会のプログラム

として新設することとし、具体的には、教育方法の改善に関わる研究会やシンポジウム等

に専任教員が参加してその内容を報告したり、教員自らの授業方法や授業での問題点を報

告したりした上で、全体で議論・意見交換すること等を主な内容とする。少なくとも年間

2 回は実施することとしている。【解釈指針５－１－１－２】【解釈指針５－１－１－３】 

 

 

資料 「平成 26 年度及び同 27 年度ピア・レヴュー実施状況」 

 

学 期 実施日 対象科目 参 観 者 

26 年度

前期 

6/23（月） 行政法 下村 渡辺 中園 

6/24（火） 民事訴訟実務の基礎 中森 河内 奥田 

6/24（火） 商法演習Ａ 小橋 赤西  

6/26（木） 知的財産法Ａ 村上 阪本 原 

26 年度

後期 

12/15（月） 法曹倫理 阪本 原  

12/18（木） 民法演習Ａ 中森 小橋 奥田 

12/19（金） 憲法演習Ｂ 河内 渡辺 瀧 
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資料 「教育方法検討会実施状況」 

 

２０１６年度・第１回 

開催日時：２０１６年１０月３日（月） 

開催場所：共同研究室（Ｂ館９Ｆ） 

テーマ：「臨床法学教育学会記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ『法曹養成と法科大学院の論点』を受けて」 

報告者：海道俊明講師 

 

２０１６年度・第２回 

開催日時：２０１７年４月１０日（月） 

開催場所：共同研究室（Ｂ館９Ｆ） 

テーマ：「第９回法科大学院教員研究交流集会」 

報告者：田近肇教授 

 

２０１７年度・第１回 

開催日時：２０１７年１１月１３日（月） 

開催場所：共同研究室（Ｂ館９Ｆ） 

テーマ：①「起案の実施方法について」 

    ②「教材（テキスト・復習レジュメ）の作成方法について」 

報告者：①上田健介教授 

②海道俊明講師 

 

 

（ウ） ＦＤ研修会を年間約３回開催し、授業アンケートに関する意見交換のほか、学生

の状況や問題点をクラス担任や科目担当者からの報告により共通に認識し、広く学生の勉

学に関する状況改善について検討している。 

 

27 年度

前期 

6/22(月) 刑事訴訟実務の基礎 小橋 阪本 山本 

  飯田   

6/23（火） 刑法Ａ 瀧 奥田 下村 

  原   

6/24（水） 行政法演習 河内 渡辺  

6/26（金） 民法Ｂ 赤西 上田 中園 

  海道   

 

（出典:ピア・レヴュー日程表） 

 

資料 「平成 29 年度ＦＤ研修会実施状況」 

 

 日 時 出席者数 議 題 等 
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（３）その他、本法科大学院の主催により、各界の有識者を招いた講演会を定期的に開催

している。法科大学院の社会的役割や法曹の将来像についての学生の見識を深めるととも

に、これらの課題についての問題意識を広く社会に喚起する趣旨で行われているものであ

る。 

 

第１回 5/8（月） 13：45～14：40 
教員 11 名 

職員 3 名 

学生の状況について 

第２回 10/2（月）13：50～14：40 
教員 12 名 

職員 2 名 

学生の状況について 

第３回 11/13（月）14：30～15：30 
教員 12 名 

職員 2 名 

学生の状況について 

第４回    

 

（出典:ＦＤ研修会議事録等） 

資料「法科大学院講演会実施状況」 

 

法科大学院講演会２０１４年 

 開催日時：平成２６年１１月２９日（土）１４：００～１６：００ 

開催場所：ブロッサムカフェ ルームA 

 テーマ「現代社会における憲法の役割」 

 講師：大石眞氏（京都大学大学院総合生存学館（思修館）教授） 

 

法科大学院講演会２０１５年 

 開催日時：平成２７年１０月１７日（土）１４：００～１６：００ 

 開催場所：Ｂ館ＭＭ会議室 

 テーマ「特許実務の現場－権利化、ライセンス、権利行使と防御－」 

 講師：飯島歩氏（弁護士法人北浜法律事務所・代表社員） 

 

法科大学院講演会２０１６年 

 開催日時：平成２８年１０月２９日（土）１４：００～１６：００ 

 開催場所：Ｂ館ＭＭ会議室 

 テーマ「事業経営に必要なコンプライアンスの『知恵』―法令違反は蜜の味？―」 

 講師：山口利昭氏（山口利昭法律事務所代表・弁護士） 

 

法科大学院講演会２０１７年 

 開催日時：平成２９年１０月２８日（土）１４：００～１６：００ 

 開催場所：Ｂ館ＭＭ会議室 

 テーマ「裁判員裁判の現状と課題」 

 講師：大出良知氏（東京経済大学教授・弁護士） 

 

（出典：案内ポスター・ホームページ等） 
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（４） 実務家教員における教育上の経験の確保については、FD 研修会、教育方法検討会、

実務家教員と研究者教員による合同授業や検討会を行っている。専任の実務家教員は、学

期ごとのピア・レヴューに参加し、教育経験豊かな研究者教員の授業を含め、法科大学院

における教育方法のあり方に触れていたが、平成 27 年度後期以降は、教育方法検討会で、

相互の意見交換による授業改善等を行っている。「模擬裁判」や「リーガルクリニック」

では、実務家教員と研究者教員の両者が参加し、事前・事後の検討会等において法科大学

院教育のあり方について意見交換がなされている。 

研究者教員における実務上の知見の確保については、ピア・レヴュー、「リーガルクリ

ニック」における事例の検討、実務家教員が指導する模擬裁判への参加などが行われてい

る。研究者教員は、法律基本科目、実務基礎科目、展開・先端科目において実務家教員の

行う授業を聴講することにより、実務的観点からの法的知見を得るとともに、実務科目の

教育方法を知ることができる。また、教育方法検討会で、相互の意見交換を行う体制もと

っている。実務家教員と主に民事系の研究者教員の参加する「リーガルクリニック」では、

毎回、事前に事案の概略について検討し、相談終了後もディスカッションを行っている。

また、模擬裁判においては、研究者教員を含む臨床教育委員会が実務家の担当教員ととも

にシラバスや教材を作成し、３日間にわたる実施にあたって専任教員に広く呼びかけてそ

の参加を得ている。 

これらの組織的な取組み以外にも、実務家教員と研究者教員は個々に近接する専門分野に

おける教育方法について日常的に意見交換をしており、実務家教員の教育上の経験や研究

者教員の実務に対する知見の確保に取り組んでいる。【解釈指針５－１－１－３】 
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 ２ 特長及び課題等 
 

本法科大学院では、教務委員会及び自己点検・評価委員会を設置することにより、両委

員会を中心に、教育内容や方法上の問題点を発見して適切にその改善を図るための活動を

組織的かつ継続的に実施している。 

そのための方法として、学生―教員間及び各教員間で、学生による授業アンケート、Ｆ

Ｄ研修会の開催など多角的な方法により積極的に自己点検・評価を行っている。また、平

成 27 年度後期からはピア・レヴューを廃止する一方で教育方法検討会を新たに設置した

ことにより、学外でのさまざまな議論の場からも知見を得るとともに、具体的な教育方法

上の問題点について教員間で検討・共有を行っている。もっとも、開催日時の設定が困難

であることから非常勤教員の参加を得る方法が見い出せていないため、今後は発信方法を

検討するなどして非常勤教員との認識共有を図っていく必要がある。 

学生による授業アンケートは、学習状況と授業内容につき自由記述を含む７項目を配置

することにより、教員が担当科目に関する学生の状況と評価を総合的に把握し、授業の改

善、学生の要望への対応、教員からの説明やアドバイスを可能にする重要なツールとなっ

ている。また、リフレクションペーパーの作成と全教員への配布により、教員間での情報

共有が可能になるとともに、各自の授業を相対化して検討することを可能にしている。さ

らに、学期中間での自由記述形式によるアンケートを新たに実施したことにより、受講生

の意見をより素早く授業に反映させることができつつある。 

教育方法の改善及び研究者教員と実務家教員のさらなる教育力向上を目的に実施してき

たピア・レビューを平成 27 年度後期より廃止し、さらに実効性のある方法を模索すべく

新たに制度化した教育方法検討会については、いまだその実効性を検証するには至ってい

ないが、今後さらにその継続とあらたな手法の導入を含めて検討を進める必要がある。 

本法科大学院は小規模の法科大学院であるため、特に専任の実務家教員と研究者教員の

協力体制が整いやすく、日常的な教育方法等に関する意見交換が活発に行われている。こ

れまでに実施してきているそれぞれの活動についても、それらの効果を検証しつつ新たな

方法も導入してきた。今後も、さらなる向上を目指すと同時に、さまざまな活動を相互に

効果的に関連づけることにより、より体系的な方法を構築する努力が必要である。 
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第６章 入学者選抜等 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ６－１ 入学者受入 

 

基準６－１－１ 

法科大学院は、公平性、開放性及び多様性の確保を前提として、各法科大学

院の教育の理念及び目標に照らして、入学者受入方針（アドミッション・ポリシ

ー）を設定していること。 

 

 （基準６－１－１に係る状況） 

本法科大学院のアドミッション・ポリシーは、「公平性・開放性・多様性を旨とし、多

様なバックグラウンドを持ち、良き法曹となる資質を有する学生を広く受け入れること」

である。これは、公平性、解放性及び多様性の確保を前提としつつ、「基準１－１－１に

係る状況」に示す理念及び目標を踏まえて決定されているものである。 

さらにアドミッション・ポリシーにおいては、「公平性を確保するために、本学出身者

枠を設けるなどの優遇措置はいっさい講じず、志願者をすべて公平に扱うこと」、「開放

性、多様性を確保するために、学部段階での専門分野を問わず、多様なバックグラウンド

を有する者を広く受け入れること」、「社会人や非法学部出身者にも広く門戸を開放する

こと」という、より具体化した内容を掲げている。 

ただし、本法科大学院では、平成 30 年度より学生募集を停止し、平成 31 年度以降の入

学者の受け入れをしないこととなった。 

 

資料「アドミッション・ポリシー」 

 

本法科大学院は、近畿大学の「実学教育」と「人格の陶冶」という建学の精神、「人に愛される

人、信頼される人、尊敬される人を育成すること」という教育の目的に理解を示し、頼りがいのある

法曹になる志を有する人を求めます。 

本法科大学院の入学者選抜にあたっては、公平性、開放性、多様性を旨とし、多様なバックグ

ラウンドを持ち、良き法曹となる資質を有する学生を広く受け入れます。 

（１）公平性を確保するために、本学出身者枠を設けるなどの優遇措置はいっさい講じず、志願者

をすべて公平に扱います。 

（２）開放性、多様性を確保するために、学部段階での専門分野を問わず、多様なバックグラウンド

を有する者を受け入れることとし、社会人や非法学部出身者にも広く門戸を開放します。 

 

（出典：近畿大学法科大学院ホームページ・近畿大学法科大学院募集要項 2018） 
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基準６－１－２ 

法科大学院には、入学者の適性及び能力等の評価、その他の入学者受入に係

る業務（法学既修者の認定に係る業務を含む。）を行うための責任ある体制が整

備されていること。 

 

 （基準６－１－２に係る状況） 

入学者選抜の実施については、法科大学院入学者選抜委員会規程に従い、法科大学院長

を責任者とする法科大学院入学者選抜委員会（入試委員会）が担当している。 
 小論文試験及び法律科目試験の出題並びに採点については、それぞれ複数の教員が学院

長より任命されて担当する。 
 合格者の決定は、専任教員から構成される入試判定会議によって行われる。 
 

資料「法科大学院入学者選抜委員会規程」 

 

第１条 法科大学院に入学者選抜委員会を置く。 

第２条 本委員会は、公平性、開放性、多様性を旨とする本学法科大学院の入学者選抜に関する

事項について検討することを目的とする。 

第３条 本委員会は、前条の目的を達するため、以下の活動を行う。 

（１） 毎年度の入学者選抜に関する業務日程の調整及び募集要項原案の作成 

（２） 入学者選抜合否判定資料の作成 

（３） その他入学者選抜に関する事項の検討 

第４条 本委員会は、法科大学院長（以下、学院長という。）が委嘱する教職員をもって構成する。 

第５条 本委員会に委員長を置き、学院長が兼務するものとする。 

第６条 本委員会の委員の任期は、２年とする。 

第７条 本委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

第８条 本委員会の事務は、法科大学院事務課において行う。 

 

（出典：近畿大学学園例規集） 
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基準６－１－３ 

各法科大学院の入学者受入方針に照らして、入学者選抜における公平性及び

開放性が確保されていること。 

 

 （基準６－１－３に係る状況） 

（１） 前記基準６－１－１に示すアドミッション・ポリシーのもと、入学者選抜におい

て自校出身者に対する優先枠の設定等の優遇措置は行われていない。入学者のうち自校出

身者が占める割合は以下のとおりである。また、特定の大学の出身者に何らかの区別が行

われていることもない。 

 

資料「自校出身者の占める割合」 

 

入試年度 入学者 自校出身者 
自校出身者の 

占める割合 

平成２６年度 ６名 ４名 66.67％ 

平成２７年度 １０名 ５名  50.0％ 

平成２８年度 ９名 ５名 55.56％ 

平成２９年度  ６名 ３名 50.0％ 

平成３０年度 ５名 ２名 40.0％ 

 

（出典：法科大学院資料） 

 

（２） 入学の前後を問わず、本法科大学院に対する寄付の募集等の制度は存在しない。 

（３） 身体に障害のある者の受験に対しては、近畿大学全体で共通の対応がなされてお

り、過去、法科大学院においては、試験問題を拡大する装置の利用を認めたり、試験時間

を延長したりするなどの対応が行われたことがある。【解釈指針６－１－３－１】 
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基準６－１－４：重点基準 

入学者選抜に当たっては、法科大学院において教育を受けるために必要な入

学者の適性及び能力等が適確かつ客観的に評価されていること。 

 

 （基準６－１－４に係る状況） 

 入学者選抜は、平成 26 年度から平成 29 年度にかけて、A・B・C・D 日程の年４回実施さ

れている。平成 30 年度以降は、入学者選抜を実施しないこととした。 

各日程の入学者選抜とも、未修者コース（３年）と既修者コース（２年）に分けて実施

されている。 

 未修者コースでは、適性試験（第１部～第３部）の結果、学部成績、語学・資格等の実

績の評価、本法科大学院独自に作成する小論文試験の結果を総合評価して合否の判断を行

う方式のもの（小論文試験の題材は、教養的・社会的論題に関するものであり、法的知識

の有無によって差が出ないように配慮されている。）のほか、平成 27 年度入試（平成 26

年度に実施した平成 27 年度入学生を募集する入試を「平成 27 年度入試」と呼ぶ。以下の

記述においても同様。）以降、小論文試験に代えて適性試験第４部の結果を利用する方式

のもの、２年以上の実務経験を有する者及び法学部以外出身者を対象とする特別選抜入試

（平成 27 年度入試において「社会人等特別選抜」として導入し、平成 28 年度入試から

「特別選抜入試」に改称）を導入している。また、平成 28 年度入試以降、各日程におい

てこれら３方式による入学者選抜を行っている。 

 既修者コースでは、適性試験（第１部～第３部）の結果、学部成績、語学・資格等の実

績の評価、法律科目試験の結果を総合評価して合否の判断を行う。法律科目試験の内訳は、

平成 27 年度入試まで憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法及び行政法であ

ったが、平成 28 年度入試以降、憲法、民法、刑法及び商法（商法第三編海商および保険

法を除く）である。 

入学者選抜に関するデータについては、本人からの開示請求に応じている。 

なお、いずれの日程の試験においても旧司法試験の短答式試験や論文式試験、法学に関

する一定の学力を必要とする各種資格試験の合格実績をもって加点することは行われてい

ない。【旧解釈指針６－１－４－１】 

適性試験の成績が下位 15％未満の者については受験資格を認めてこなかったが、平成

30 年度入試以降、適性試験の成績が下位 15％未満の者についても受験資格を認めること

とし、その旨をホームページにおいて周知している。【旧解釈指針６－１－４－２】 

 

 

 

 

別添資料１８「近畿大学法科大学院募集要項 201８」ｐ.6 

資料「ＦＡＱ（よくある質問）」のうち「入学試験について」 

 

Ｑ 適性試験の成績は合否判定の判断材料になりますか？ 
第一次選考は、適性試験及び学部成績・語学・資格等の総合評価で行いますが、適性試

験の結果が著しく低い場合には、不合格となる場合があります。 

 

（出典：法科大学院ホームページ） 
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基準６－１－５ 

入学者選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう

努めていること。 

 

 （基準６－１－５に係る状況） 

出願時に提出を求めるプレゼンテーションシートには、資格・専門スキル（検定・免

許・特技等）及び語学の記載欄が設けられており、ここに記載された内容については評価

マニュアルに従って公平・適切な評価が行われている。これにより、多様な学識やさまざ

まな実績、実務経験、社会経験等を評価し、多様な知識又は経験を有する者を入学させる

よう努力してきた。 

その結果、入学者のうち法学関係以外の課程を履修した者、実務等の経験を有する者の

占める比率は別添資料様式２のとおりである（本法科大学院においては、「２年以上の実

務経験を有する者」を実務等の経験を有する者としている）。ほとんどの年において３割

を越え、また、これらの者の占める割合が３割を下回る年においても２割を下回ることは

なかったが、平成 25 年度入試はこれらの者が占める割合が２割を下回ったため、平成 27

年度入試より２年以上の実務経験を有する者及び法学部以外出身者を対象とする特別選抜

入試（平成 27 年度入試において「社会人等特別選抜」として導入し、平成 28 年度入試か

ら「特別選抜入試」に改称）を導入した。特別選抜入試においては、出願者に前記プレゼ

ンテーションシートのほか、自己推薦書の提出を求め、そこには、社会人には社会人とし

ての活動実績、非法学部出身者には学業における自己評価を記入させ、以て、多様な知識

又は経験を有する者の受験・入学の促進を図っている。【解釈指針６－１－５－１】 

 

別添資料１８「近畿大学法科大学院募集要項 201８」ｐ.5 

別紙様式２「学生数の状況」 
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 ６－２ 収容定員及び在籍者数等 

 

基準６－２－１ 

法科大学院の在籍者数については、収容定員を上回ることのないよう努めて

いること。また、在籍者数が収容定員を上回った場合には、この状態が恒常的な

ものとならないための措置が講じられていること。 

 

 （基準６－２－１に係る状況） 

本法科大学院の収容定員数は、平成 26 年度以降 90 名であるところ、各年度における在

籍者数は別添資料様式２の通りとなっており、在籍者数が収容定員を上回る状態は生じて

いない。 

 

別紙様式２「学生数の状況」 
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基準６－２－２ 

入学者受入において、所定の入学定員と著しく乖離していないこと。 

 

 （基準６－２－２に係る状況） 

本法科大学院の入学定員は当初 60 名であったが、定員の充足よりも優秀な人材の確保

を最優先とする方針に基づき、入学者が定員を下回る状態が続いてきた。そのため、所定

の入学定員と乖離しないよう、平成 30 年度の入学定員を 20 名に減じたうえで、基準６－

２－３に記載のとおり、入学者選抜の改善を図る等、必要な措置を講じてきた。【解釈指

針６－２－２－１】 

平成 26 年度から平成 30 年度においては、入学定員充足率が 50％を下回っている。【解

釈指針６－２－２－２】 

平成 26 年度から平成 30 年度までの評価期間において、平成 27 年度は 10 名の入学者数

を確保したが、その他の年度では入学者数が 10 名を下回っている。【解釈指針６－２－

２－３】 

  

別紙様式２「学生数の状況」 
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基準６－２－３：重点基準 

在籍者数、入学者選抜における競争倍率、専任教員数、修了者の進路及び活

動状況等を総合的に考慮し、入学定員の見直しを含む入学者選抜の改善への取組

が適宜行われていること。 

 

 （基準６－２－３に係る状況） 

入学者選抜における競争倍率は２倍を確保している状況である（平成 23 年度の競争倍

率は 1.75 倍となっているが、これは第一次選考の合格者数を受験者数として競争倍率２

倍を確保したところ、後に第二次選考の欠席者数を受験者数から除外するように指示され

たためである）。ここにいう競争倍率とは、合格者数に対する受験者数の割合をいう。

【解釈指針６－２－３－１】 

専任教員は 14 名で十分な質と数を確保している。 

本法科大学院では、定員の充足よりも優秀な人材の確保を最優先とする方針に基づき、

入学者が定員を下回る状態が継続しており、近年は入学定員充足率が 50％を下回っている

こと、前記基準６－２－２に係る状況として述べたとおりであり、こうした事態に対処す

るべく、本法科大学院においては入学者選抜について以下の取組みを行ってきたところで

ある。 

 平成 19 年度入試からは２年間の履修を望む者に小論文試験を免除する既修専願の方式

を導入するとともに、それまで年１回であった入学者選抜を２回行うことにした。 

平成 22 年度入試からは定員を削減し、40 名とした。 

平成 23 年度入試からは、志望するコースと試験との関係をいっそう明確化するために

未修者コースと既修者コースを独自に募集することとし、また各評価要素の配点の見直し

などの変更を行った。 

平成 25 年度入試からは、入学検定料を引き下げるとともに、入学者選抜の実施回数を

年４回とした。 

平成 26 年度入試からは定員を削減し、30 名とした。 

平成 27 年度入試からは、各回の入学者選抜において、未修者コースでは従来の小論文

試験を課す方式のほか、適性試験第４部の結果を利用する方式、特別選抜入試（平成 27

年度入試において「社会人等特別選抜」として導入し、平成 28 年度入試から「特別選抜

入試」に改称）を行うことにした。 

平成 28 年度入試からは、各日程の入学者選抜において、未修者コース、既修者コース

ともに募集するとともに、未修者コースについてすべての方式の入試を行うことにした。 

平成 30 年度入試からは定員を削減し、20 名とするとともに、適性試験の成績が下位

15％未満の者についても受験資格を認めることにした。 

上記の入学者選抜についての取り組みに加え、とりわけ、平成 29 年度の外部評価にお

ける指摘をふまえ、近畿大学法学部と連携して（とくに、司法コース）在学生の法科大学

院志望者に対し学年別の説明会を開いたほか、法学部司法コースの授業に、本法科大学院

の専任教員が参画するなどの努力を積極的に行った。その結果、平成 30 年度入試におけ

る受験者数が飛躍的に上昇し、入学者に占める近畿大学法学部出身者の割合が着実に上昇

しつつある。 

また、入学者選抜への志願者確保に向けて、本法科大学院において説明会を実施するの

はもとより、法科大学院協会のキャラバン企画「ロースクールへ行こう！」に積極的に協

力するとともに業者の実施する合同説明会へ参加するほか、法学部等を設置する他大学に
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おいて説明会を実施している。【解釈指針６－２－３－２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式２「学生数の状況」 
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 ２ 特長及び課題等 
本法科大学院は、「公平性・開放性・多様性を旨とし、多様なバックグラウンドを持ち、

良き法曹となる資質を有する学生を広く受け入れる」というアドミッション・ポリシーを

設定し、これを必要な情報とともにホームページにおいて公表している。 
そしてこのようなアドミッション・ポリシーに基づき、公平かつ客観性のある入学者選

抜を責任ある体制のもとで実施している。入学者における多様な知識や経験を有する者の

比率は高く、さらに司法試験合格者におけるこれらの者の割合もほとんどの年で３割を越

える時期もあった。 
しかし、法科大学院を取り巻く環境は厳しく、既修者コースの導入、入学検定料の引き

下げ、入試実施回数の増加、入試方式の多様化、入学者定員の削減などさまざまな努力に

もかかわらず、入学者が定員を下回る状況が継続している。こうした状況をふまえ考慮に

考慮を重ねた結果、本法科大学院では、平成 31 年度以降の学生募集を停止することとし

た。 
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第７章 学生の支援体制 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ７－１ 学習支援 

 

基準７－１－１ 

各法科大学院の教育の理念及び目標に照らして、学生が課程の履修に専念し

て教育課程上の成果を上げることができるよう、学習支援の体制が十分に整備さ

れていること。 

 

 （基準７－１－１に係る状況）  

本法科大学院では、以下の体系的な学習支援を組織的に行うことにより、学生が課程の

履修に専念して教育課程上の成果を上げることができるような体制を整備している。 

（１） ガイダンス 

毎年度の授業開始に先立ち、入学者・在学生全員に対してガイダンスを行っている。本

法科大学院がめざしている「市民生活法曹」と「企業ビジネス法曹」の各々に従った履修

モデルを掲載した『近畿大学法科大学院履修要項』、「法科大学院ガイダンス」、「時間

割表」等を資料として配付し、本法科大学院での教育理念及び目的を改めて伝え、教務委

員長による成績評価や履修手続等の教務事項の説明、修了生からのメッセージの後、学年

別に重要事項についてのガイダンスを行っている。学年別ガイダンスでは、１年生は法科

大学院における学習の仕方について、２年生は演習科目履修上の留意点について、３年生

は最終学年における取り組み方や司法試験などについて説明し、学生との質疑応答を行っ

ている。 

また、入学予定者には、教員による各法分野の学習の内容、実務家教員による法曹経験

者としてのメッセージ、在学生による法科大学院での学習の様子を伝えるメッセージを、

入学前に 15 回程度電子メールで配信している。【解釈指針７－１－１－１】 

 

 

資料「平成 30 年度法科大学院ガイダンス」 

 

＜日時＞ 

平成３０年３月２０日（火） 午前１１：００～ 

＜場所＞ 

  全体ガイダンス－B 館 10 階 1002 教室 

  学年別ガイダンス－1 年生 1001 教室 2 年生 1008 教室 3 年生 1002 教室  

＜プログラム＞ 

1. 教務・学生（成績）関係について－教務委員長 上田教授 

2. 学習指導教員勉強会についての説明－教務委員長 上田教授 

3. 事務課からの連絡事項 

4. 修了生メッセージ 修了生 大坂 章仁さん 

5. 学年別ガイダンス 
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＜今年度担任教員＞ 

学 年 学籍番号・クラス 担 任 

１年生 

 

 1858510007 山 本 

 1858510001・1858510002・1858510005 田 近 

２年生 

 1558510009・1658510005 下 村 

 1758510006・1858510101 渡 辺 

 1758510001・1758510002 上 田 

 1758510007・1758510008 海 道 

３年生 

 1558510002・1658510003・1658510009 小 橋 

 1458510003・1658510004 中 園 

 1658510008・1658510010 岩 本 

＜配付資料＞ 

    1.「平成 30 年度 法科大学院ガイダンス」 

2.「平成 30 年度法科大学院履修要項」  

3.「平成 30 年度法科大学院時間割表」 

4.「平成 30 年度の学習指導教員勉強会について」 

5.「近畿大学学園ハラスメント防止のためのガイドライン」(新入生のみ) 

 

ガイダンス終了後、12 時 45 分よりブロッサムカフェ多目的ホールにて懇親会を開催しますの

で、全員参加してください。 

（出典：ガイダンス配付資料） 

 

 

（２） 入学予定者（とくに法学未修者）に対する特段の配慮 

（ア） 法学完全未修者（未修者の中には法学部出身者と初めて法律を勉強する者とがい

る。完全未修者とは後者をさす）を主たる対象として、毎年度の授業開始前に入学前学習

会および法科大学院導入講座を実施し、法学における基本的な考え方を学習するとともに

法科大学院における双方向・多方向授業を経験することを目的として、学習の仕方のほか、

憲法・民法・刑法の法律基本科目について基礎的な内容の授業を行っている。 

 

資料「開講前補習」 

 

平成 30 年度入学生対象 

日  時 授業内容 担当者 

3 月 13
日（火） 

10:45～12:15 文章入門① 村岡悠子 

13:15～14:45 文章入門② 村岡悠子 

15:00～16:30 文章入門③ 村岡悠子 

3 月 14)
日（水） 

13:30～15:30 
模擬裁判見学 瀧賢太郎 

中園江里人 

3 月 27
日（火） 

9:30～11:00 リーガルリサーチセミナー 小橋馨 

11:15～12:00 ＴＫＣ教育支援システムガイダンス ㈱ＴＫＣ 

別添資料１９「入学前配信メッセージ」 
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13:00～13:30 
法科大学院図書室ガイダンス 図書館事

務部 

13:30～14:30 
図書館見学 図書館事

務部 

 

（出典：入試合格者への案内） 

 

（イ） 法学未修者に対して、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟

法について入門書的な内容の入学前推薦図書を指定し、開講前に読み終えておくように指

示している。図書一覧は合格通知書とともに送付している。 

既修者として入学した２年生に対しても、ガイダンスや教員による個別指導、事務担当

者との相談において、演習科目は応用的・発展的な問題を扱うこと、総合演習科目は理論

と実務の架橋をめざして実体法と手続法を統合的に学ぶことを理解させている。【解釈指

針７－１－１－２】 

 

資料「入学前推薦図書について」 

 

法学部以外の学部の出身者は、下記の図書を購入の上、開講までに読み終えておくこと。法学部

出身であっても、未修者として入学する場合は、読み終えておくことが望ましい。 

 

憲法 

毛利透『グラフィック憲法入門（補訂版）』（2016 年 新世社） 

 

行政法 

指定なし   

 

民法 

潮見佳男『民法（全）』（2017 年 有斐閣） 

 

商法 

大塚英明『会社法のみちしるべ』（2016 年 有斐閣） 

神田秀樹『会社法入門[新版]』（2015 年 岩波新書） 

落合誠一・山下友信・大塚龍児『商法Ⅰ 総則・商行為[第５版]』（2013 年 有斐閣） 

 

民事訴訟法 

中野哲弘『わかりやすい民事訴訟法概説［新版］』（信山社、2007）） 

中野貞一郎『民事裁判入門［第 3 版補訂版］』（有斐閣、2012） 

山本和彦『よくわかる民事裁判―平凡吉訴訟日記［第 2 版補訂］』（有斐閣、2008） 
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刑法 

田中成明『法の考え方と用い方』（1990 年 大蔵省印刷局） 

  

刑事訴訟法 

下記のいずれか１冊（下へいくほど内容が詳細になります。また、いずれについても今後改訂・補正

される可能性がありますので、最新版を購入するよう注意してください。） 

１ 裁判所職員総合研修所監修『刑事訴訟法概説（三訂補訂版）』（2012 年 司法協会） 

２ 井田良『基礎から学ぶ刑事法（第６版）』（2017 年 有斐閣） 

３ 三井誠ほか『入門刑事手続法（第７版）』（2017 年 有斐閣） 

 

（出典：入試合格者への案内） 

 

（３） オフィスアワー・クラス担任制 

（ア） 専任教員によるオフィスアワーを設けて希望する学生の個別的な教育・指導を行

っており、学生は自由に教員の研究室を訪れて質問などができるようにしている。研究室

には６人がけのミーティングテーブルが備えられているため、学生に対して十分な空間的

余裕を持って接することができる。非常勤教員については、一律のオフィスアワーは設定

していないが、６人がけのミーティングテーブルを備えた非常勤講師室において、授業の

前後に学生からの質問や学習相談に応じられるようにしている。【解釈指針７－１－１－

３】 

 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

p.14 オフィスアワー 

 

（イ） 総合的できめ細かな学習指導や生活指導、進路指導を行うために、クラス担任制

を設けている。クラス担任の１クラス規模を３名前後とすることにより、綿密な対応が可

能となるようにしている。特に、１年生の入学１カ月後や各学年の期末試験後ないし休暇

前後など、必要と思われる時期に個人面談やメールによる連絡を行うことを自己点検・評

価委員会から通知し、ＦＤ研修会でクラス担任による学生の状況報告や情報交換を行って

認識の共有を図り、指導体制を強化している。また、日常的にコンタクトがとれる手段を

確保して、個別的にもきめ細かな学習・生活・進路指導を行っている。 

 さらに、毎年９月上旬及び２月下旬に専任教員による個人面談を実施し、前期・後期の

学業成績をもとに学習状況を確認させるとともに、今後の学習のあり方などについて指導

し、協議する場を設けている。【解釈指針７－１－１－３】 

  

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」ｐ.14 

基準７－１－１（本評価書 77 ページ）参照 

 

（ウ） 事務課には、学生相談カウンターが設けられており、学生が学習についての相談

に訪れた場合には事務職員が適切に対応し、その相談内容は事務課から関係教員に伝えら

れている。 
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（４） 教育補助者等 

学習指導教員（若手弁護士）８名が、正規の授業ではカバーしきれない事項について以

下のような補完的指導を行っている。 

学習指導教員による各種勉強会として、授業の進捗状況に合わせて授業内で扱った基本

的事項の解説及び復習を目的とした勉強会を実施している。具体的には、1 年次履修科目

対象として憲法及び刑法の勉強会を、2 年次理由科目対象として刑事訴訟法、行政法、民

事訴訟法、刑法（隔週）、商法（隔週）及び憲法（隔週）の勉強会を実施している。また、

主に 3 年生対象として、憲法・民法・刑法の基礎知識の確認、法律基本科目 7 法の事例検

討の勉強会を実施している。【解釈指針７－１－１－４】 

 

資料「学習指導教員による学習指導・勉強会（30 年度）」 

 

【前期】 

［１年次履修科目対象］ 

勉強会（憲法Ａ）、勉強会（刑法Ａ） 

［２年次履修科目対象］ 

勉強会（憲法演習Ａ）、勉強会（行政法Ａ）、勉強会（刑法演習）、勉強会（商法演習Ａ） 

勉強会（民事訴訟法Ａ）、勉強会（刑事訴訟法） 

［主に３年次対象］ 

基礎知識確認勉強会、各法事例勉強会 

 

※勉強会（憲法演習Ａ）、勉強会（刑法演習）、勉強会（商法演習Ａ）、 

 基礎知識確認勉強会、各法事例勉強会は隔週開講 

 

【後期】 

［１年次履修科目対象］ 

勉強会（憲法Ｂ）、勉強会（刑法Ｂ）、勉強会（商法Ａ） 

［２年次履修科目対象］ 

勉強会（憲法演習Ｂ）、勉強会（行政法Ｂ）、勉強会（民法演習ＡＢ）、勉強会（商法演習Ｂ） 

勉強会（民事訴訟法Ｂ） 

［主に３年次対象］ 

基礎知識確認勉強会、各法事例勉強会 

 

※勉強会（憲法演習Ｂ）、勉強会（民法演習ＡＢ）、勉強会（商法演習Ｂ）、 

 基礎知識確認勉強会、各法事例勉強会は隔週開講 

 

（出典：平成３０年度法科大学院ガイダンス資料） 
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 ７－２ 生活支援等 

 

基準７－２－１ 

学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう、学生の経済

的支援及び学生生活に関する支援体制の整備に努めていること。 

 

 （基準７－２－１に係る状況） 

 本法科大学院では、以下のような経済的支援及び学生生活に関する支援体制の整備に努

めることにより、学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できる環境を整えて

いる。 

（１） 経済的支援 

（ア） 分納・延納 

 近畿大学では、経済的事情等により納入期限までに学費を納入することができない場合

は、所定の手続をすることで、分納・延納の制度を利用することができる。法科大学院生

についても、少数ではあるが、毎年利用している者もいる。詳細については、別添資料の

通りとなっている。 

 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

ｐ.33 分納・延納 

 

（イ） 特待生制度 

本法科大学院では、成績優秀者への特待生制度を設けており、入学者特待生は入学試験

で一定基準の成績を収めた者のうち上位から、初年度につき、授業料全額免除５名以内、

同半額免除 12 名以内をめどに決定することとしている。成績優秀者特待生は前年度に所

定の基準を満たす成績を収めた者のうち上位から、各学年につき、授業料全額免除５名以

内、同半額免除 12 名以内を予定している。 

 運用状況については、下記資料「成績優秀者特待生の状況」のとおりである。 

 

資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（奨学生） 

第 44 条 学力優秀かつ品行方正で学生の模範と認められる者は、これを奨学生とすることがある。 

 ２ 奨学生に対しては、学費の全部又は一部を免除又は貸与する。 

 ３ 奨学生に関する事項は、別に定める。 

 

 

資料「成績優秀者特待生の状況」 

 

    （単位：人） 

年度 学年 
入学者特待生 成績優秀者特待生 

全額免除 半額免除 全額免除 半額免除 

平成 28 年度 

1 年 4 5   

2 年 0 0 2 4 

3 年   0 0 
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平成 29 年度 

1 年 5 1   

2 年 0 0 1 4 

3 年   1 2 

（注）入学者特待生の 2 年は既修入学者   

 

（出典：法科大学院資料） 

 

（ウ） 近畿大学奨学金制度 

奨励型奨学金制度には、給付奨学金と貸与奨学金がある。 

 近畿大学給付奨学金は、健康にして、特に人物・学業ともに優秀でありながら、経済的

に学資の援助を受けることが必要であると認められ、学内の特待生でなく、他の奨学団体

で給付を受けていないことを申込資格としている。単年度申請で、毎年４月に募集し、９

月に年額 30 万円が交付されるが、平成 28 年度、同 29 年度とも法科大学院生については

該当者なしとなっている。 

近畿大学貸与奨学金（無利子）は、教育の機会を均等に寄与するため、健康にして人

物・学業ともに優秀でありながら経済的な理由で修学が困難な者に対して、学資の一部を

貸与し学業を継続させることを目的としている。日本学生支援機構の第二種奨学金の家計

基準を満たしていることを申込資格とし、単年度申請で、毎年４月に募集し、７月に年額

80 万円が無利子で貸与される。在学中の返還は猶予され、返還総額 80 万円の場合は、年

額 10 万円を８回（８年）、返還総額 160 万円の場合は、年額 10 万円を 16 回（16 年）、

返還総額 240 万円の場合は、年額 12 万円を 20 回（20 年）に分けて修了後に返還すること

になっている。 

 平成 28 年度、同 29 年度とも法科大学院生については該当者なしとなっている。 

 上記のほか、救済型奨学金制度として災害特別奨学金と応急奨学金が準備されているが、

平成 28 年度に応急奨学金を 3 年生 1 名が利用し、同 29 年度についてはいずれも利用がな

かった。 

（エ） 日本学生支援機構奨学金制度 

 日本学生支援機構奨学金は、経済的理由により修学に困難がある学生に対し貸与される

もので、第１種は無利子、第２種は有利子である。第１種は、貸与月額５万円・８万８千

円、貸与月数 24 カ月・36 カ月の中から学生が必要に応じて選択できる。第２種は、貸与

月額５万円・８万円・10 万円・13 万円・15 万円・19 万円・22 万円、貸与月数 24 カ月・

36 カ月の中から、学生が必要に応じて選択できるものである。 

その運用状況は、下記資料のとおりである。 

 

資料「日本学生支援機構奨学金の貸与状況」 

 

     （単位：人） 

年度 学年 １種のみ ２種のみ 1・2 種併用 計 

平成 28 年度 

1 年 2 1 0 3 

2 年 2 0 1 3 

3 年 2 0 1 3 

平成 29 年度 
1 年 3 0 0 3 

2 年 1 0 1 2 
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3 年 1 0 2 3 

 

（出典：法科大学院資料） 

 

（オ） 教育ローン 

教育ローンとして、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」が利用できるほか、近畿大

学が株式会社オリコとローン提携した「オリコ学費サポートプラン」もある。 

 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

ｐ.34 ４.学費提携ローン「オリコ学費サポートプラン」  ５.「国の教育ローン」 

 

（２） 法科大学院生教育研究賠償責任保険 

 法科大学院生教育研究賠償責任保険は、法科大学院協会からの要請を受けて、臨床実習

に関わる新たなリスクに対応するために作られ、財団法人日本国際教育支援協会が運営・

登録手続きを扱っているものである。保険の範囲は、臨床実習も含めて生活上の幅広い賠

償責任に対するものとなっており、平成 18 年度から本法科大学院では大学の費用で全員

加入している。【解釈指針７－２－１－１】 

 

別添資料１３「法科大学院生教育研究賠償責任保険のご案内」 

 

（３） 学生生活に関する支援体制の整備 

（ア） 学生健保共済会 

学生健保共済会は、学生（会員）が心身ともに健康な生活を送ることのできることを目

的として設立されており、健康増進事業と保険共済事業を展開している。後者の事業では、

病気やけがについて治療後の診察料を給付している。また、学費補償制度も運営している。

この年会費は 6,500 円である。 

 その医療費給付状況は、下記資料のとおりである。 

 

資料「学生健保共済会医療費給付状況（法科大学院）」 

 

年度 給付人数 給付件数 金額（円） 

平成 28 年度 8 89 171,400 

平成 29 年度 8 107 222,600 

 

（出典：近畿大学学生健保共済会資料） 

 

（イ） メディカルサポートセンター（ＫＩＮＤＡＩクリニック） 
メディカルサポートセンター（ＫＩＮＤＡＩクリニック）では、健康管理のために

内科、心療内科（予約制）を中心とした診療、健康相談、応急手当、カウンセリング

を行っており、定期健康診断は毎年４月に実施している。なお、利用状況は下表のと

おりである。 
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資料「メディカルサポートセンター利用状況（法科大学院）」    

 

    （単位：人） 

年 度 

診療（ＫＩＮＤ
ＡＩクリニッ

ク） 

保健室対応・応
急手当 計 

男 女 男 女 

平成 28 年度 0 0 0 0 0 

平成 29 年度 1 0 0 0 1 

＊ 保健室対応：学生からの健康に関する相談受付の件数 

＊ 応急手当：看護師による応急処置の件数 

 

（出典：近畿大学メディカルサポートセンター資料） 

 

（ウ） ハラスメント相談 

ハラスメントについては、全学における委員会設置の規則に基づいて本法科大学院にお

いても、ガイダンスの際に「近畿大学学園ハラスメント防止のためのガイドライン」を新

入生に配付するほか、ハラスメント防止相談員（教員男女各１名）を配置している。なお、

これまでに相談は寄せられていない。【解釈指針７－２－１－２】 

 

資料「近畿大学ハラスメント全学対策委員会規程」 

 

（目的） 

第１条 近畿大学におけるハラスメントの防止のために、近畿大学学園ハラスメント防止ガイドライン

に基づいて、近畿大学ハラスメント全学対策委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（出典：近畿大学学園例規集） 

 

別添資料２０「近畿大学学園ハラスメント防止のためのガイドライン」 
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 ７－３ 障害のある学生に対する支援 

 

基準７－３－１ 

身体に障害のある学生に対して、次の各号に掲げる支援体制の整備に努めて

いること。 

（１）修学のために必要な基本的な施設及び設備の整備充実。 

（２）修学上の支援、実習上の特別措置。 

 

（基準７－３－１に係る状況） 

（１） 修学のために必要な基本的な施設及び設備の整備充実 

本法科大学院は、全館バリアフリーになっており、点字ブロック、障がい者用の駐車ス

ペース、エレベーター、トイレ（１階）が整備されており、その点では身体障がい者の受

験や修学のための設備上の配慮が存在する。 

（２） 修学上の支援、実習上の特別措置 

障がいの種類や程度に応じた特別措置及び組織的対応については、全学の組織である

「近畿大学障がい学生支援委員会」の下で検討されており、法科大学院教職員も委員とし

て加わっている。 

身体に障がいのある者の受験については、出願後の受験に関する注意事項の通知におい

て、下記の資料の※のとおりに記し、実際の申し出に応じて可能な配慮を行うこととして

いる。 

 

別添資料１８「近畿大学法科大学院募集要項 2018」ｐ.6 
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 ７－４ 職業支援（キャリア支援） 

 

基準７－４－１ 

学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に

進路を選択できるように、適切な相談窓口を設置するなどにより、必要な情報の

収集・管理・提供、ガイダンス、指導、助言に努めていること。 

 

 （基準７－４－１に係る状況） 

 本法科大学院では、キャリア支援委員会を中心に、学生の主体的な進路選択を可能にす

るための相談に応じたり、必要な情報の収集・提供等に努めている。 

（１） キャリア支援について 

キャリア支援については、実務家教員を中心に構成するキャリア支援委員会を設置して

組織的に対応している。司法試験合格者に対しては、将来の希望が弁護士か、検察官か、

裁判官か、弁護士になるとして専門家を目指すのか、ジェネラリストを目指すのか、弁護

士事務所に勤務するのか、インハウスローヤーとなるのか、そのために修習中にしておか

なければならないこと、しておいた方がよいこと、その実態等進路を選択するに当たって

の有用な情報を実務経験を踏まえて提供し相談に応じている。 

また、司法試験に合格しなかった者に対しては、企業法務、税理士法人、監査法人、弁

理士法人、公務員等、法科大学院で習得した分析能力、論理能力、知識を活用できる場の

求人情報を提供し、相談に応じている。 

 

資料「各種委員会の構成員」   

基準５－１－１(本評価書６０ページ)参照 

 

（２） 就職指導について 

 本法科大学院では、修了時に連絡先(メールアドレス)を法科大学院事務課へ連絡するよ

う依頼し、修了後も連絡を取り合える体制を整えている。これにより、事務課から修了生

に、進路変更や就職状況などを含めた現在の状況について連絡するよう定期的に依頼して

おり、修了後の動向把握に努めている。もっとも、司法試験に合格しなかった者の中には、

本法科大学院との関係の維持に積極的でない者も一定数存在する。 

本法科大学院からは、これまでに 54 名の修了生が司法試験に合格し、内訳は検察官任用

が 1 名、弁護士が 52 名、司法修習中が 1 名（平成 29 年 5 月 1 日現在）となっている。司

法試験合格者で、これまでのところ就職できなかった者はいないが、依然として弁護士志

望者の就職状況には困難な問題が認められる。本法科大学院においては、積極的に公務員

法曹を目指すことの重要性を説く一方で、修習における自己研鑚がひいては自己の就職の

道を開くことの自覚を深めさせ、司法試験合格後の研鑚を積んで行くべきことの重要性の

指導を強めることとしている。 

 また、司法試験受験資格を失った者、進路変更を考えている者へのサポート体制も整え

ている。具体的には、前述の連絡先（メールアドレス）を利用して、各公務員試験情報や

求人情報などを積極的に提供しているほか、本学キャリアセンターとも連携を取って、履

歴書の書き方、面談指導等の就職サポートも提供している。今後は、大学 OB からのサポ

ート情報の提供など、更なるキャリア支援体制の強化を図ることを検討している。 
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資料「求人情報のお知らせ」 

  

                         2018 年 3 月 6 日 

近畿大学法科大学院 

 修了生 各位 

   

お疲れさまです。 

近畿大学法科大学院事務課です。 

   

大阪市 より、求人情報が届きましたので、 

お知らせいたします。 

   

※このメールは修了生の皆さんにお送りしております。 

 

（出典：修了生へのメール） 
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 ２ 特長及び課題等 

 

本法科大学院では、入学者（とくに法学未修者）に対する学習支援を強化するため、学

習情報の提供や入学前学習会および法科大学院導入講座による導入教育を積極的に行い、

入学後も、専任教員によるクラス担任制、教育補助者、事務課での相談等により、学習指

導・生活指導・進路指導を組織的に行う体制をとっている。 

学習指導教員による勉強会ないし学習会など、多様な形態での学習指導を行うことによ

り、学力向上のみならず学習上の問題解決にも寄与している。専任教員と教育補助者の間

では日常的な意見交換が行われているが、さらに定型的かつ組織的な連携強化の方法を確

立すべく検討しているところである。たとえばその一環として、学習指導教員により勉強

会における院生の状況が教員に逐一報告されるシステムをとるようになっている。 

学生の学習上の相談に事務課がきめ細かく対応して関係教員に連絡したり、専任教員及

び事務課と教育補助者が日常的に意見交換するなどにより、関係者の相互連携により迅速

な状況把握と効果的な対応が行えるように努力している。また、１年次の学生を対象とし

たクラス担任による個別面談や指導を強化したところであるが、FD 研修会等においてその

効果の検証等を継続的に行う必要がある。 

学生の経済的支援に対する種々の方法を提供しているほか、学生生活全般についても支

援体制の整備に努めており、それらの制度・施設が有効に利用されている。 

キャリア支援委員会を設置することにより就職相談等を組織的に行っている。なお、昨

今の就職状況から見てより一層きめ細かに学生の就職相談に応じる必要がある。従来は司

法試験合格者の就職相談や支援が中心であったが、今後は、本法科大学院を修了した非合

格者についても習得した能力を活用できる場（弁護士事務所・弁護士法人・税理士法人・

監査法人等の士業、民間会社、官公庁、地方自治体など）についての情報収集と、院生・

卒業生への情報発信を行うこと、これらの場に対する本法科大学院からの人材に関する情

報提供やＰＲなども検討する必要がある。そのための方法として、大学内のキャリア支援

センターとの連携や OB サポートの情報提供などをより強化することを検討しているとこ

ろである。 
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第８章 教員組織 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ８－１ 教員の資格及び評価 

 

基準８－１－１：重点基準 

研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員が置かれているこ

と。 

 

 （基準８－１－１に係る状況） 

本法科大学院は１学年の定員を 20 名（平成 29 年度までは 30 名）、収容定員を 80 名とす

る。本法科大学院には専任教員 14 名、兼担教員４名、兼任教員 24 名を置いている。これ

ら教員はいずれも当該授業科目を担当するにふさわしい教育上の経験・年数、研究業績、

職務上の実績当を有しており、教育上必要な教員が置かれているということができる。 

 

別紙様式３「教員一覧、教員分類別内訳」 
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基準８－１－２：重点基準 

基準８－１－１に定める教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、

その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が、

専任教員として専攻ごとに置かれていること。 

（１）専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

（２）専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

（３）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

 

（基準８－１－２に係る状況） 

本法科大学院の専任教員は、その多くが法科大学院設置申請において「可」の評価を得、

あるいは平成 25 年度に行われた法科大学院認証評価の際の教員評価において，その担当

する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められている。 

これら教員は、すべて法科大学院のみに所属し、大学設置基準第 13 条に規定する教員の

数及び大学院設置基準第９条に規定する教員の数に参入される者はいない。【解釈指針８

－１－２－１】 

 

別紙様式３「教員一覧、教員分類別内訳」 
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基準８－１－３ 

教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指導能力等を適切に評価するた

めの体制が整備されていること。 

 

 （基準８－１－３に係る状況） 

専任教員の任用及び昇格は、「法科大学院教員選考基準」により行われている。 

教員昇格人事の手続については、構成教員数が現在 14 名と少ないことも考慮して、さ

しあたり法科大学院長が専門分野の教員との協議をふまえて発議し、人事教授会で選任さ

れた３名の審査員による審査を経て、人事教授会で決定することにしている（平成 19 年

４月 11 日教授会決定）。任用手続についてもこれに準じる。 

 

資料「法科大学院教員選考基準」 

 
近畿大学法科大学院教員の任用及び昇格にあたっては、人格、識見、経歴、研究教育経験、実

務経験、健康状態、年令及び担当科目の性質等を考慮し、原則として次の条件を基準とする。 

 

１ 次の各号の一に該当し、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、

能力及び実績を有する者は、教授とすることができる。 

（１）大学における研究歴（大学院博士後期課程における研究歴を含む。以下、同じ。）及び法曹と

しての実務歴をあわせて、おおむね１０年以上の経歴を有する者。ただし、研究者教員について

は、大学における教育歴をおおむね５年以上、実務家教員については、法曹としての実務歴を

おおむね５年以上有することを要する。 

（２）その他、企業、公私の研究教育機関等に所属し、前号の者と同等以上の研究教育能 

力を有すると認められる者。 

 

２ 教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有し、次の（１）または（２）に該当

する者は准教授、（３）に該当する者は講師とすることができる。 

（１）研究者教員については、大学における研究歴及び教育歴をそれぞれおおむね５年以上、実

務家教員については、法曹としての実務歴をおおむね５年以上有する者。 

（２）その他、企業、公私の研究教育機関等に所属し、前号の者と同等以上の研究教育能 

力を有すると認められる者。 

（３）（２）に準じる能力を有する者。 

 

３ 修士課程を修了した者又は法科大学院の課程を修了し司法試験に合格した者で、法科大学院

の教員として将来性に富むと認められるものは、助教として任用することができる。 

ただし、助教の任期は１年とし、４回を限度として更新できるものとする。 

 

４ 兼担及び兼任教員の採用については、おおむね第２項に準拠し、教授会で審議し、決定するも

のとする。 

（出典：法科大学院資料） 
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非常勤教員の採用については、当該担当科目の教育能力に重点を置きつつ専任教員の任

用基準に準じて判断するものとし、関係専門分野の教員による選考及び教務委員会におけ

る調整を経て、人事教授会において審議・決定するものとしている。 
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 ８－２ 専任教員の配置及び構成 

 

基準８－２－１：重点基準 

法科大学院には、専攻ごとに、平成１１年文部省告示第１７５号の別表第一

及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の１.５倍の数（小

数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示の第２号、別表

第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数

又は同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員１人当たりの学

生の収容定員に４分の３を乗じて算出される収容定員の数（小数点以下の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）につき１人の専任教員を置いて算出される数

のうちいずれか大きい方の数の専任教員（以下「必置専任教員」という。）が置

かれていること。 

 

 （基準８－２－１に係る状況） 

本法科大学院の入学定員は 20 名（平成 29 年度までは 30 名）であり、必要とされる専

任教員数は 12 名である。本法科大学院の専任教員は 14 名であり、すべて本法科大学院に

限り専任教員として取り扱われているものである。【解釈指針８－２－１－１】 

 また、これら専任教員のうち 12 名が教授である。【解釈指針８－２－１－２】 

  

別紙様式３「教員一覧、教員分類別内訳」 

別紙様式４「科目別専任教員数一覧」 
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基準８－２－２：重点基準 

法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟

法）については、いずれも当該科目を適切に指導できる専任教員（専ら実務的側

面を担当する教員を除く。）が置かれていること。 

 

 （基準８－２－２に係る状況） 

本法科大学院においては、法律基本科目につき憲法２名、行政法１名、民法２名、商法１

名、民事訴訟法１名、刑法１名、刑事訴訟法２名の専任教員が置かれている。これら教員

は、いずれも当該科目を適切に指導できる者であり、また本法科大学院の入学定員は 20

人（平成 29 年度までは 30 人）であることから、本基準を満たすものである。【解釈指針

８－２－２－１】  

 

別紙様式３「教員一覧、教員分類別内訳」 

別紙様式４「科目別専任教員数一覧」 
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基準８－２－３ 

専任教員の科目別配置等のバランスが適正であり、かつ、当該法科大学院が

教育上主要と認める授業科目については、原則として専任教員が置かれており、

そのうち必修科目については、おおむね７割以上が専任教員によって担当されて

いること。 

 

 （基準８－２－３に係る状況） 

本法科大学院においては、法律基本科目以外に、労働法および知的財産法に専任教員が置

かれている。労働法は市民生活法曹の養成に関し、知的財産法は企業ビジネス法曹の養成

に関して法律基本科目とともに重要な役割を演じる科目である。 

 専任教員の年齢構成は資料のとおりである。年齢構成に偏りが見受けられるが、著しい

ものとはいえず、また人事においてはその修正に留意するよう努めており、平成 26 年度

以降の新規採用者５名のうち２名は 30 歳代である。【解釈指針８－２－３－１】 

 本法科大学院において開設されている必修科目は 76 単位であるが、それらのうち専任

教員が担当者となっているのは 70 単位(92％)であり、７割以上が専任教員によって担当

されている。 

 

資料「専任教員の年齢構成」 

 

 ７０歳代 ６０歳代 ５０歳代 ４０歳代 ３０歳代 

教 授 ２名 ２名 ３名 ５名  

准教授     ２名 

※年齢は平成３０年５月１日現在 

 

（出典：法科大学院資料） 

 

別紙様式１「開設授業科目一覧」 

別紙様式３「教員一覧、教員分類別内訳」 

別紙様式４「科目別専任教員数一覧」 
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基準８－２－４：重点基準 

基準８－２－１に定める必置専任教員の数のおおむね２割以上は、専攻分野

におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有す

る者であること。 

 

 （基準８－２－４に係る状況） 

本法科大学院の専任教員 14 名のうち、５名が実務家専任教員である。基準８－２－１

に定める本法科大学院の専任教員数は１２名であり、その２割である３名を越える。これ

ら実務家専任教員はすべて専攻分野における５年以上の実務経験を有し、かつ、高度の実

務の能力を有しており、担当する授業科目はその実務経験との関連が認められるものであ

る。【解釈指針８－２－４－１】 

 本法科大学院では、実務家教員の中に、実務家みなし教員は在籍しない。【解釈指針８

－２－４－２】 

 これら実務家教員は、教授会への出席をはじめ、教育課程の編成その他の法科大学院の

組織の運営について責任を担い、入学試験実施業務にも専任教員と同様に関わっている。 

 

別紙様式３「教員一覧、教員分類別内訳」 
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基準８－２－５ 

基準８－２－４に定める実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有す

る必置専任教員の少なくとも３分の２は、法曹としての実務の経験を有する者で

あること。 

 

 （基準８－２－５に係る状況） 

本法科大学院における基準８－２－４に定める実務家専任教員は、すべて５年以上の法

曹としての実務経験を有しており、本基準を満たすものである。 

 

別紙様式３「教員一覧、教員分類別内訳」 
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 ８－３ 教員の教育研究環境 

 

基準８－３－１ 

法科大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、適正な範囲内にとどめられて

いること。 

 

 （基準８－３－１に係る状況） 

 本法科大学院における専任教員の授業負担は、他研究科、他学部等を通じておおむね 12

単位～16 単位であり、20 単位を超える者はいない。【解釈指針８－３－１－１】 

 

 

別紙様式３「教員一覧、教員分類別内訳」 
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基準８－３－２ 

法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応

じて、数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう努めていること。 

 

 （基準８－３－２に係る状況） 

 本法科大学院においては「近畿大学法科大学院研究専念期間制度に関する規程」が設け

られており、法科大学院専任教員が、３年以上継続して勤務したときには６月間の、６年

以上継続して勤務したときには１年間の研究専念期間を取得する資格を得るものとしてい

る。 

 今回の評価対象期間において本制度の申請者は０名であったが、この規程に基づき、平

成 22 年９月～平成 23 年８月、平成 23 年９月～平成 24 年８月の期間に、それぞれ１名が

研究専念期間を取得した。 

 

資料「近畿大学法科大学院研究専念期間制度に関する規程」 

 

（趣旨） 

第１条 高度専門職業人たる法曹を養成するという法科大学院の教育目的に応じて、実践的でき

め細かな教育方法を確保しながら高度の教育水準を維持し向上させるために、法科大学院の

専任教員に対する研究専念期間制度を設ける。 

 

（対象者および資格者） 

第２条 専任教員は、その就任の日または研究専念期間終了の日から起算して３年以上継続して

勤務したときは、６月間の研究専念期間を取得する資格を有する。 

２ 専任教員は、前項の研究専念期間を取得することなく、その就任の日または研究専念期間終

了の日から起算して６年以上継続して勤務したときは、１年間の研究専念期間を取得する資格

を有する。 

 

（研究専念者の決定） 

第３条 研究専念期間の取得者（以下「研究専念者」という。）の決定は、別に定める研究専念者

選考委員会の議を経て、法科大学院長が決定する。 

 

（以下省略） 

（出典：近畿大学法科大学院研究専念期間制度に関する規程） 
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基準８－３－３ 

法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な資

質及び能力を有する職員が適切に置かれていること。 

 

 （基準８－３－３に係る状況） 

 法科大学院の運営及び専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するために、法学部・

法科大学院事務部の下に法科大学院事務課が置かれ、法学部・法科大学院事務部事務長の

下に２名の専任職員と２名の嘱託職員が配属されている。これらの職員のうち３名は、短

い者でも法科大学院事務課において３年以上のキャリアを有しており、教員の教育上及び

研究上の職務の補助に十分な資質と能力を有している。 
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 ２ 特長及び課題等 
 

本法科大学院は、各担当分野において十分な教育上の経歴・年数、研究業績、職務上の

実績等を有する優秀な教員を配置し、教育に臨んでいる。また、専任教員の授業負担も少

なく、研究専念期間なども設けられており、教育研究環境は充実したものといえる。 

もっとも、専任教員の年齢構成については偏りが見受けられ、今後はその修正も視野に

入れながら人事を行っていく必要が認められる。 
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第９章 管理運営等 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 ９－１ 管理運営の独自性 

 

基準９－１－１ 

法科大学院における教育活動等を適切に実施するための独自の運営の仕組みと

して、法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議（以下「法科大学院の

運営に関する会議」という。）及び専任の長が置かれていること。 

 

 （基準９－１－１に係る状況） 

 本法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議として、教授会を置いている。 

本法科大学院は専任教員 14 名の小規模な組織であるため、通常の審議事項については教

授会構成員に准教授も加えた会議で審議することとしており、教員の採用や人事に関わる

事項を審議する場合にのみ、専任教授のみで構成される会議を開催している。内部的には、

前者は「教授会」、後者は「人事教授会」と称して運用されている。【解釈指針９－１－

１－２】 

 

資料「近畿大学法科大学院学則」 

 

（教授会） 

第 18 条 教授会は、本大学院の専任教授をもって構成する。ただし、当分の間、非常勤の実務家

専任教授については、実務基礎教育を中心とするカリキュラム編成等を審議する会議のみの構成

員とすることができる。 

２ 法科大学院院長（以下、学院長という。）は、前項にかかわらず学長の承認を得て、議題の内

容に応じその都度、非常勤の実務家専任教授又は専任教授以外の教職員を教授会の審議に加

えることができる。 

３ 前項に基づく教授会においては、教員の選考その他人事に関する事項について審議すること

ができない。 

４ 教授会の運営に関する細則は、別に定める。 

（審議事項） 

第 19 条 教授会は、教育研究に関する専門的な事項を審議する。 

２ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。 

(１) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(２) 学位の授与 

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必

要なものとして学長が定めるもの 

３ 教授会は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項並びに学長及び学院長（以

下、学長等という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応

じ、意見を述べることができる。 
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(１) 教育課程に関する事項 

(２) 授業科目担当者の選考に関する事項 

(３) 学生の休学・復学・退学及び復籍に関する事項 

(４) 成績評価に関する事項 

(５) 実践的教育に関する事項 

(６) 教育内容の改善のための教員の組織的研究及び研修に関する事項 

(７) 学生の補導に関する事項 

(８) その他大学院に関する事項 

（会議の招集） 

第 20 条 教授会は、学院長が招集して、その議長となる。 

２ 学院長にやむを得ない事故があるときは、あらかじめ定める本大学院の教授が学院長の職務

を行う。 

（定足数） 

第 21 条 教授会は、構成員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

２ 人事についての会議は、構成員の３分の２の出席がなければ、これを開くことができない。 

（議決） 

第 22 条 教授会の議事は、別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数でこれを決し教授

会の意見とする。なお、可否同数のときは否決とする。 

２ 人事については、出席構成員の３分の２の多数でこれを決し教授会の意見とする。 

                                         

 

 本法科大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜等に関する重要

事項は、教授会にて審議している（法科大学院学則第 19 条参照）。教授会の開催に先が

けて、法科大学院長と事務管理職で、審議事項を吟味するとともに、会議時間の目安を２

時間以内とし、効率的な会議運営を心掛けている。【解釈指針９－１－１－１】 

 教授会の下に、教務委員会、入試委員会、自己点検・評価委員会、図書・編集委員会、

臨床教育委員会、キャリア支援委員会、学部連携委員会を置き、それぞれの委員会で検討

された提案を教授会にて最終決定している。このように、本法科大学院では、法科大学院

の運営の独自性を担保するため、教授会における審議が尊重される体制が整えられている。

【解釈指針９－１－１－３】 

 

資料「各種委員会の構成員」   

基準５－１－１(本評価書６０ページ)参照 

 

 本法科大学院の長として、法科大学院長を置いている。法科大学院長は別に定める法科

大学院長選挙規則にのっとり選挙される。 

 

資料「法科大学院長選挙規則」 

 

第１条 法科大学院長（以下、学院長という。）の任期は、２年とする。ただし、再選を妨げない。 

第２条 学院長は、法科大学院教授会（以下、教授会という。）において互選する。 
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第３条 選挙は、投票により次の方法に従って行う。 

（１）教授数の３分の２以上の投票を得た者があるときは、これを当選者とする。 

（２）前号による当選者がないときは、得票数が多い者２名につき決選投票を行う。 

（３）最多数の投票を得た者が３名以上あるときは、その全部につき決選投票を行い、その得票数

の少ない者を除外して、順次これに従って残余の２名につき決選投票を行う。 

（４）次点者が２名以上あるときは、前号の例に準じて次点者のみにつき決選投票を行い、その当

選者と最多数の投票を得た者につき決選投票を行う。 

（５）決選投票において投票が同数のときは、教授就任の早い者をもって当選者とし、教授就任の

時期を同じくするときは、出生の早い者をもって当選者とする。 

第４条 当選者は、当選を辞退することができない。ただし、やむを得ない事由があり、教授会の

承認を得たときは、この限りでない。 

（出典：法科大学院長選挙規則） 
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基準９－１－２ 

法科大学院の管理運営を行うために、法科大学院の設置形態及び規模等に応

じて、適切な事務体制が整備され、職員が適切に置かれていること。 

また、法科大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教

職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるた

めの研修（基準５－１－１に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設

けることその他必要な取組を行っていること。 

 

 （基準９－１－２に係る状況） 

 法科大学院は、法曹養成に特化した実践的な教育を行う専門職大学院であり、従来の大

学院の研究中心の考え方から真の教育重視への大きな転換に向けて自己変革が求められて

いる。このことから、既存の大学院各研究科の事務を担当する各学部事務部及び教学事務

部とは独立した「法科大学院事務課」を「法学部・法科大学院事務部」に設置している。 

 

別添資料２１「学校法人近畿大学事務組織」 

 

法学部・法科大学院事務部事務長を長として、法科大学院事務課には、専任職員２名、

嘱託職員２名の職員が配置されており、独立の本法科大学院の設置形態と、専任教員 14

名、学生定員 80 名の規模に応じたものである。専任職員を中心に、分掌事務の処理、教

員の教育上及び研究上の職務の補助、学生の学習・生活上の相談、教材の印刷、製本、リ

ーガルクリニック運営等について、教員と緊密な連携をとりながら業務を遂行している。 

また、設置者は、本法科大学院の理念を深く理解し、教育研究活動等の効果的な運営を

図るため、各教職員のキャリアパスを見据えつつ、教職員に必要な知識及び技能を習得さ

せ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修の機会を設けている。 

 

 

 

資料「法科大学院事務課事務分掌」 

 

法科大学院事務課 

(1)研究科長印の保管に関する事項 

(2)年間授業計画の立案・実施に関する事項 

(3)教育課程及び履修に関する事項 

(4)期末試験の実施に関する事項 

(5)学位に関する事項 

(6)履修要項、講義要項作成に関する事項 

(7)履修登録管理に関する事項 

(8)教室の使用管理に関する事項 

(9)科目等履修生及び研修生に関する事項 

(10)進級・修了に関する事項 

(11)休学・退学・除籍・復学・再入学その他の学籍の異動に関する事項 

(12)成績記録・学籍簿の作成及び保管に関する事項 

(13)各種証明書発行に関する事項 
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(14)学生募集の企画・立案及び宣伝・広報に関する事項 

(15)法科大学院要覧・学生募集要項の作成及び配布に関する事項 

(16)入学願書の受付及び整理に関する事項 

(17)入学試験志願者基本データ入力に関する事項 

(18)入学試験の企画・立案及び実施の事務事項に関する事項 

(19)入学試験の合否判定及び発表の事務事項に関する事項 

(20)法科大学院適性試験実施に関する事項 

(21)法科大学院適性試験実施委員会に関する事項 

(22)法科大学院に係わる調査統計に関する事項 

(23)教授会その他諸会議に関する事項 

(24)予算編成に関する事項 

(25)非常勤講師に関する事項 

(26)その他、法科大学院の庶務及び教務に関する事項 

 

リーガルクリニック室 

(1)法律相談受付・登録に関する事項 

(2)法律相談資料作成に関する事項 

(3)法律相談累加記録等に関する事項 

(4)法律相談事務連絡、調整等に関する事項 

(5)その他、リーガルクリニック室の事務事項に関する事項 

 

（出典：学校法人近畿大学事務組織規程） 
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基準９－１－３ 

法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい財政的基

礎を有していること。 

 

 （基準９－１－３に係る状況） 

学校法人近畿大学平成 29 年度事業報告書に基づき、法人全体の財政状況を分析する。

平成 29 年度の基本金組入前当年度収支は、事業活動収入 1,376 億円、事業活動支出

1,313 億円、基本金組入額 67 億円である。平成 29 年度の資産・負債状況については、固

定資産 3,590 億円、流動資産 639 億円、資産の部合計 4,229 億円、固定負債 246 億円、

流動負債 280 億円、負債の部合計 526 億円、純資産が 3,703 億円である。また、「基本金

組入前当年度収支差額」については、平成 25 年度 106 億円、同 26 年度 73 億円、同 27
年度 83 億円、同 28 年度 71 億円、同 29 年度 63 億円と平成 26 年度には補助金等の減少

に加え、消費税増税の影響もあり、対前年度差額で 33 億円と大きく減少した。平成 27 年

度には学生生徒納付金の増加等により改善するが、平成 28 年度以降は学生生徒納付金の

増加の一方、多額の資産処分の発生により収支差額は再び減少に転じている。  
 

別添資料２２「学校法人近畿大学平成 29 年度事業報告書」  

「事業活動収支の状況」（p.7） 「事業活動収支の経年比較」（p.8） 

「貸借対照表の状況」（p.9） 

 

法科大学院では、毎月第２月曜日開催の定例教授会及び臨時教授会において審議した内

容・意見等を「教授会運営に関する細則」第５条に基づき、学長、理事長に報告している。

その報告時に意見等を述べ、管理運営や予算編成等に反映させている。また、教授会に先

がけて開催する執行部会の協議内容等についても報告し、意見等を述べている。【解釈指

針９－１－３－１】 

 

資料「教授会運営に関する細則」 

 

第３条 教授会の議事は、これを議事録に記録し、学部長がこれを保管するものとする。 

第４条 教授会には、当該学部担当の事務（部）長又はこれに代わる者が出席し議事の記録その

他庶務に当るものとする。 

第５条 学部長は、教授会終了後５日以内にその審議結果を学長、理事長に報告しなければなら

ない。 

（出典：近畿大学学園例規集） 

 

 

 



近畿大学大学院法務研究科法務専攻 第９章     

- 109 - 

 ２ 特長及び課題等 
 

（ア） 教授会を中核とした教員組織、法科大学院事務課による事務組織は専門職大学院

にふさわしい独立性を備えており、教員組織と事務組織の間の連携は、法科大学院開設当

初より非常に緊密である。 

（イ） 基準９－１－３における法科大学院決算状況に現れているとおり、設置者は、本

法科大学院の理念を深く理解し、研究教育活動を支えるのに十分な経費を負担している。 
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第１０章 施設、設備及び図書館等 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 １０－１ 施設、設備及び図書館等 

 

基準１０－１－１ 

法科大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学

習その他当該法科大学院の運営に必要な種類、規模、質及び数の教室、演習室、

自習室、図書館、教員室その他の施設が備えられていること。 

 

 （基準１０－１－１に係る状況） 

（１） 本法科大学院の授業を実施するために、60 名収容の講義室を２室、30 名収容の

演習室を３室専用として使用し、さらに、60 名収容のマルチメディア対応教室を１室共用

で使用している。ほとんどの教室に移動式の机を配置し、科目の特性や履修者数に合わせ

て、効果的な授業が実施できるようなレイアウトで授業を行っている。同時限に開設する

科目を原則３科目以内として時間割を作成し、可能な限り同じ教室で別の授業を連続して

実施しないようにしているため、授業後の学生からの質問にも十分に対応できる。 

講義室・演習室すべてに情報コンセントを設置し、また、講義室のうち 1 室にはビデオ

や DVD 等の AV 設備を常備し、教材等をプロジェクターで投影することもできる。さらに、

マルチメディア対応の教室には、AV 設備のほかに、授業収録システム及びサテライトシス

テムを備えており、会議や講演会等のイベントにも利用できる。 

また、実習室として、実務基礎科目である「リーガルクリニック」を実施するために、

リーガルクリニック室及びその準備室を設けている。リーガルクリニック室には相談ブー

スが４室あり、同時に４組までの法律相談を実施できる。また、「模擬裁判」を実施する

ための法廷教室は、本学法学部と共用の施設として、法科大学院棟（Ｂ館）10 階に設置し

ている。【解釈指針１０－１－１－１】 

（２） 学生の自習室は９階に２室設置している。席数はそれぞれ 75 席・56 席の計 131

席あり、定員 80 名に対して、十分なスペースを確保している。全学生に書架とワゴンを

備え付けた固定席を与え、専用の入退室カードを使って休日も含めて 24 時間の自習環境

を確保している。また、全学生にノートパソコンを貸与し、共有のコピー機及びプリンタ

ーを設置し、TKC 法科大学院教育研究支援システムを導入して、授業の予習・復習をサポ

ートしている。また、８階に設置している法科大学院図書室も、専用の入退室カードによ

り、休日も含めて 24 時間利用できるため、自習時に必要となる文献や資料も常時利用可

能となっている。このように、９階自習室と８階法科大学院図書室との有機的連携が確保

されている。【解釈指針１０－１－１－２】 

 

別添資料５「平成 30 年度近畿大学法科大学院履修要項」 

p.44-45 近畿大学法科大学院自習室利用規則 

p.46-47 近畿大学法科大学院学生ノートパソコン貸与規程 

p.55 法科大学院教室等配置図 

 
（３） 法科大学院図書室は法律専門図書室で、法科大学院棟内に 416 ㎡のスペースを有
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し、75,000 冊の図書が収容可能である。利用者が閲覧あるいは自習に利用できる座席は

45 席設けられている。平成 30 年５月１日現在の蔵書数は、36,519 冊（内訳は和図書

22,412 冊、洋図書 2,361 冊、製本雑誌 11,746 冊）であり、雑誌は、和雑誌 397 種、洋雑

誌 75 種を継続している。図書・雑誌等は、教員の研究や学生の学習に必要かつ有益と思

われる内容以外にも、「リーガルクリニック」等の教育に利用可能な実務的内容の資料を

備えるように配慮している。 

 さらに、法科大学院図書室では、法令、判例、文献及び外国法等の法情報データベース

を 30 種類提供している。その多くは学内だけでなく、学外からもアクセスが可能であ

る。そのほか、語学事典等のデータベース７種類も利用可能である。これらのデータベー

スは、図書室内文献検索コーナーに設置された利用者用パソコン４台で利用でき、法科大

学院教員及び学生は備え付けプリンターで印刷ができる。なお、法科大学院図書室所蔵資

料は、図書室に備え付けられたコピー機２台により、教員及び学生に貸与されたコピーカ

ードを用いて複写ができる。法科大学院図書室に所蔵のない資料は、約 150 万冊を所蔵す

る中央図書館や相互利用サービスを用いた取寄せ等によって、利用することできる。【解

釈指針１０－１－１－３】 
法科大学院図書室のカウンターサービスは、中央図書館の閲覧部門と同様に業務委託に

より行われている。担当する職員はおおむね司書資格を有し、図書館業務に精通してお

り、ロー・ライブラリアンとして教員の研究・教育及び学生の学習に必要な法情報調査・

提供等を行うことができる。特に学生に対する学習支援として、新入生向けの図書館ガイ

ダンスや主題別データベース講習会等を適宜実施している。【解釈指針１０－１－１－

４】    
 

別添資料２３「法科大学院分室利用案内 2018（図書館利用案内）」 

 

（４） 教員研究室は、８階に７室、９階に 11 室の計 18 室あり、各研究室の広さは約 26

㎡である。専任教員につき１室が備えられており、パソコン、プリンター、書架、ロッカ

ーなどを完備している。また、非常勤講師室には全教員に専用ロッカーを設置するととも

に、パソコン設置のブースを７席用意し、授業等の準備を適切に行うことができる。【解

釈指針１０－１－１－５】 

（５） 教員が学生を指導・面談するのは、専任教員は教員研究室、非常勤教員は非常勤

講師室を主として使用しており、それぞれ６人がけのミーティングテーブルを備えている。

また、「リーガルクリニック」を実施していない時間帯は、リーガルクリニック室を学習

指導室として利用している。この部屋の相談ブースは、グループでの指導・面談にも利用

可能である。【解釈指針１０－１－１－６】 

（６） 一部の教室を除いて、法科大学院が使用している施設は、法科大学院の専用施設

である。法科大学院図書室は中央図書館の分室であるため、本学全学生が利用対象者では

あるが、24 時間利用、所蔵資料の貸出は、法科大学院教員及び学生のみが可能であり、法

科大学院と中央図書館との連携の下、法科大学院教員及び学生の教育研究活動を最優先す

る方針で運営されている。【解釈指針１０－１－１－７】 

（７） 施設の維持管理にあたっては、「通常利用時及び緊急時に、学生、教職員、その

他の利用者の平穏安全が脅かされない環境」を実現するよう努めている。 自習室はカー

ド錠による入退室システムを設けるとともに、夜間は定期的に警備員が巡回しセキュリテ

ィの確保に努めている。また、本法科大学院は、Ｂ館の８階～１０階に法科大学院として
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必要な主要な施設がまとまっているため、事務職員が随時、巡回を行う等し、施設利用の

安全に務めている。さらに、法人内に施設維持管理の担当部署を設置し、施設に不具合が

生じた際は早急に対応できる体制をとっている。【解釈指針１０－１－１－８】 
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 ２ 特長及び課題等 
 

（ア） 本法科大学院の施設、設備は、法科大学院開設と同時に完成した校舎にあり、

様々な機器を備え付けたマルチメディア教室や専用の自習室を擁するなど非常に充実した

ものである。法科大学院は校舎の８階・９階・10 階を利用しており、生駒山を望み、眼下

に東大阪市街を見渡すことのできる快適な環境である。 

（イ） 自習室は２室に分けて約 130 席用意し、収容定員 80 名全員が固定席で学習でき

る環境を提供している。専用の入退室カードにより、休日も含めて 24 時間利用を可能に

しており、それぞれのライフスタイルに合わせた効果的な学習ができる環境である。また、

「TKC 法科大学院教育研究支援システム」を導入し、全学生に貸与しているパソコンを使

用して、授業の予習・復習をサポートし、必要な情報を電子掲示板で提供している。 

（ウ） 教員研究室は学内他学部他学科の研究室と比較して広く作られており、学生との

面談にも余裕をもって対応できる。非常勤講師室にはパソコン設置のブースを７席設け、

授業などの準備を行うとともに、授業の前後に学生からの質問に答えるためのミーティン

グテーブルも設けている。 

（エ） その他の法科大学院関連施設も、法科大学院棟の８階・９階・10 階にあるため、

図書室と自習室との連携をはじめ、各施設間で有機的な連携をもち、教員及び学生の研

究・教育・学習に最適な環境を提供している。 

（オ） 別に自習室が備えられているため、図書室内の閲覧スペースは 45 席確保するに

とどめ、資料の充実を念頭に設計し、75,000 冊の図書が収納可能となっている。図書室は

中央図書館の分室であるため、大学としては図書資料の重複所蔵を控える方針ではあるが、

Law Library としての機能充実を優先して、基本図書や利用頻度の高い図書、コア・ジャ

ーナル等を中央図書館所蔵分と重複して所蔵している。 

（カ） 「TKC 法科大学院教育研究支援システム」や各種法情報データベースは、全学生

に貸与しているパソコンや図書室に設置している専用端末を使用して、学内外から必要に

応じてアクセスできる環境にある。 
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第１１章 自己点検及び評価等 

 

 １ 基準ごとの分析 

 

 １１－１ 自己点検及び評価 

 

基準１１－１－１：重点基準 

法科大学院の教育水準の維持向上を図り、法科大学院の社会的使命を果たす

ため、自ら点検及び評価（以下「自己点検及び評価」という。）を実施するため

の適当な体制が整備され、当該法科大学院の教育の理念及び目標の達成状況その

他教育活動等の状況について、適切な評価項目が設定され、それに基づいて自己

点検及び評価が実施され、その結果が当該法科大学院の教育活動等の改善に活用

されていること。 

 

 （基準１１－１－１に係る状況） 

（１） 本法科大学院では、自己点検及び評価を実施するための適当な体制を整備するた

め、自己点検・評価委員会規定にもとづき、自己点検・評価委員会を設置している。自己

点検・評価委員会の実施体制は、平成 17 年度末に増員強化して以降４名で、平成 27 年以

降は 3 名で構成していたが、平成 30 年度より改めて増員強化して５名で構成している。 

 自己点検・評価の活動は、自己点検・評価委員会が中心となって行うものであるが、そ

の過程においては、教務委員会、入試委員会を始めとする各種委員会との間で協議を行い、

評価項目や点検方法の確認、検討を行っている。また、本法科大学院では、司法試験合格

率が全国平均の２分の１を下回っている現状をふまえ、ＦＤ研修会や教育方法検討会での

議論を基に、法学未修者に対する教育改善と、修了生に対する学習支援の方針を固め、合

格率向上へ向け取り組んでいる（第１章参照）。【解釈指針１１－１－１－１】 

 

資料「法科大学院自己点検・評価委員会規程」 

 

第１条 法科大学院に自己点検・評価委員会を置く。 

第２条 本委員会は、法科大学院における教育、研究等の現況とその独自性についての自己点検・

評価を適正に実施するとともに、自己点検・評価の結果が法科大学院における教育、研究等の改

善に生かされることを確保することにより、法科大学院の使命の実現に貢献することを目的とす

る。 

２ 前項の目的に基づき、本委員会は、近畿大学法科大学院自己点検・評価規程に掲げる事項

に関する点検・評価、ＦＤ研修会の計画・実施及びシラバスの点検・監査を行う。 

第３条 本委員会は、法科大学院長（以下、「学院長」という。）が委嘱する教職員をもって構成す

る。 

第４条 本委員会に委員長を置き、学院長がこれを委嘱する。 

第５条 本委員会の委員の任期は、２年とする。 

第６条 本委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴き又は書面の提出を求

めることができる。 

第７条 本委員会の事務は、法科大学院事務課において行う。 
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  附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程の改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程の改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

                             （出典：法科大学院自己点検・評価委員会規程） 

 

（２） 本法科大学院では、教育の理念及び目標の達成状況その他教育活動等の状況につ

いて、下記の通り適切な評価項目を設定し、それに基づいた自己点検・評価を実施してい

る。 

 法科大学院自己点検・評価規程では、第１条で、「法科大学院は、教育水準の維持向上

を図り、法科大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教育活動等の状況について、

２年ごとに自己点検及び評価を行う。」と定め、第２条で下記の自己点検・評価項目を挙

げている。なお、下記項目については、点検項目をより明確にするために実施した平成 25

年 12 月 9 日の規程改定に伴い、「学生の在籍状況」を新たに追加した。【解釈指針１１

－１－１－２】 

 (１) 教育の理念及び目標  

 (２) 教育内容  

 (３) 教育方法  

 (４) 成績評価及び修了認定  

 (５) 教育内容等の改善措置  

 (６) 入学者選抜等  

 (７) 学生の在籍状況 

 (８) 学生の支援体制 

 (９) 教員組織 

 (10) 管理運営等 

 (11) 施設、設備及び図書館等 

 (12) 自己点検及び評価等 

 (13) 修了者の状況 

 上記の自己点検評価項目にもとづき、自己点検・評価委員会の活動の一環として、関係

委員会、関係者、事務担当者などから意見を聴取し、あるいは、文書の提出を求める方法

によって、２年ごとに『自己点検・評価報告書』を作成し、ホームページ及び刊行物の形

で公表している。直近の『自己点検・評価報告書』として、平成 29 年度末に第７号を作

成、公表している。また、『自己点検・評価報告書』において公表している研究教員の研

究活動実績、実務家教員の各専門実務分野での活動実績等については、ホームページの研

究業績データ（http://rais.itp.kindai.ac.jp/researchdb/）にも掲載している。 

自己点検・評価報告書においては、教育活動等の改善のための課題や、認識された課題

に対処するための議論や実際の取組の経過について詳細に記述するとともに、残されてい

る課題については、「課題」として記述する部分を設け、さらなる改善に活用することを
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意図している。 

 

別添資料２４「近畿大学法科大学院自己点検・評価報告書 第７号」 

 

（３） 自己点検評価の結果が、教育活動等の改善に活用されている。 

報告書において明らかにされた課題については、教授会で報告し、主に FD 研修会で改善

方法等につき協議・検討しているほか、課題の内容に関連する委員会（たとえばカリキュ

ラム関係であれば教務委員会）及び自己点検・評価委員会が連携協力して改善方法を検討

している。【解釈指針１１－１－１－２】 

 

資料「近畿大学法科大学院自己点検・評価規程」 

 

第１条 法科大学院は、教育水準の維持向上を図り、法科大学院の目的及び社会的使命を達成す

るため、教育活動等の状況について、２年ごとに自己点検及び評価を行う。 

第２条 自己点検及び評価の項目は、次のとおりとする。 

(1) 教育の理念及び目標 

(2) 教育内容 

  (3) 教育方法 

(4) 成績評価及び修了認定 

(5) 教育内容等の改善措置 

(6) 入学者選抜等 

(7) 学生の在籍状況 

(8) 学生の支援体制 

(9) 教員組織 

(10) 管理運営等 

(11) 施設、設備及び図書館等 

(12) 自己点検及び評価等 

(13) 修了者の状況 

第３条 自己点検及び評価の結果については、外部評価委員による検証を受けるものとする。 

第４条 外部評価委員は、法科大学院の教育に関し広くかつ高い識見を有する大学関係者もしくは

法律実務家を含む学外の有識者とする。 

第５条 外部評価委員は、若干名とし、任期は３年とする。 

第６条 外部評価委員は、法科大学院の推薦に基づき学長が委嘱する。 

第７条 外部評価委員は、次のことを行う。 

(1) 法科大学院がまとめた自己点検・評価報告書の内容分析等の書面調査 

(2) 自己点検・評価報告書に基づく事情聴取、授業観察、施設・設備の視察、学生インタビュー等

の実地調査 

(3) 調査結果の報告 

第８条 自己点検及び評価に関する事務は、法科大学院事務課において行う。 
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  附 則 

 この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規程の改正は、平成 25 年４月８日から施行する。 

 附 則 

この規程の改正は、平成 25 年 12 月９日から施行する。 

 

（出典：近畿大学法科大学院自己点検・評価規程） 

 

（４） 本法科大学院における自己点検・評価の結果について、外部者による検証を受ける

ため、外部評価委員の制度を導入している。 

外部評価委員は３名で、本学の教職員以外の者で、法科大学院の教育に関し広くかつ高

い識見を有する大学関係者もしくは法律実務家を含む若干名を法科大学院が推薦し、それ

に基づき学長が委嘱するものとしている。この委員は、（１）本法科大学院自己点検・評

価委員会がまとめた自己点検・評価報告書の内容分析等の書面調査、（２）実地調査（自

己点検・評価報告書に基づく事情聴取・質疑応答等、授業観察、施設設備の視察、学生イ

ンタビュー等）、（３）調査結果報告書の作成を行う。外部評価委員による評価は２年ご

とに実施することとなっている。直近では、平成 28 年度に、同 27 年度末に作成した『自

己点検・評価報告書』第６号をもとに実施された。 

 上記の書面調査、実地調査を適切に経て作成された『近畿大学法科大学院外部評価報

告書』の内容は教授会において報告され、それにつき議論を行い、改善のための課題等を

検討している。【解釈指針１１－１－１－４】 

 

資料「近畿大学法科大学院自己点検・評価規程」 

基準１１－１－１（本評価書 114 ページ）参照 

 

資料「平成 28 年度外部評価委員」 

 

  久保井 一匡 氏 （弁護士・元日弁連会長） 

  高橋 司 氏 （弁護士） 

  堤 龍弥 氏 （関西学院大学大学院司法研究科教授 

 

（出典：法科大学院ホームページ） 

 

別添資料２４「近畿大学法科大学院自己点検・評価報告書 第７号」 
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 １１－２ 情報の公表 

 

基準１１－２－１ 

法科大学院の教育活動等の状況、並びに自己点検及び評価の結果その他法科

大学院に関する情報が、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネ

ットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表されているこ

と。 

 

 （基準１１－２－１に係る状況） 

（１） 本法科大学院の教育活動等の状況等については、法科大学院パンフレット及び募

集要項等の印刷物や、近畿大学法科大学院のホームページにおいてその情報を公表してい

る。法科大学院パンフレットは毎年５月に発行し、募集要項は６月に発行している。ホー

ムページでは、新しい情報を随時「新着情報」の欄において提供しており、さらに「自己

点検・評価」の項目では、２年ごとに作成している『自己点検・評価報告書』など、自己

点検及び評価の結果等の情報も掲載している。上記の媒体においては、重要事項がすべて

掲載されている。【解釈指針１１－２－１－１】 

年度ごとに作成する法科大学院パンフレットには、教育の理念及び目標、教育上の基本

組織、教員組織、教育課程及び教育方法について概要を記載しており、また、募集要項に

は、入学者選抜、標準修業年限、成績評価、進級及び課程の修了、学費及び奨学金等の学

生支援制度を記載している。パンフレット及び募集要項は、入試説明会参加者、来訪者、

法律相談依頼者等に配布している。ホームページにおいては、上記の事項のほか、設置者、

収容定員及び在籍者数、「修了者の進路及び活動状況」についての情報等も加え、パンフ

レットよりも詳細な内容を掲載している。【解釈指針１１－２－１－２】 

シラバス、Bulletin には、教育課程や成績評価についてさらに詳しく記載している。 

パンフレット、募集要項、シラバス、Bulletin は、法科大学院事務課の学生相談カウン

ターに過去 10 年分が備えられており、事務課への来訪者は常時閲覧が可能である。 

（２） また学内外で随時開催している入試説明会においても、本法科大学院のめざす法

曹像、修業年限及び修了要件、成績評価及び進級基準、少人数教育や演習方式中心の教育

方法、教育上及び経済的支援体制、教員や設備の概要を説明しており、またこのような説

明会の開催については新聞広告その他で社会に広く周知を図っている。 

 

別添資料１「近畿大学法科大学院 2018（パンフレット）」 

別添資料１８「近畿大学法科大学院募集要項 2018」 

近畿大学法科大学院ホームページ参照    

http://www.kindai.ac.jp/lawschool/ 

 

（３） 教員の研究・教育・社会活動については、非常勤教員を含めてホームページにて

公表している。また、専任教員については、パンフレットの教員紹介にて主な研究活動を

掲載している他、前掲１１－１－１に記載した『自己点検・評価報告書』〔２年ごとの公

表〕の第２部において、専任教員の最近５年間の研究活動・成果、最近２年間の教育活動、

最近２年間の学外活動を公表している。【解釈指針１１－２－１－３】 
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基準１１－２－２ 

評価の基礎となる情報について、適宜、調査及び収集を行い、適切な方法で

保管されていること。 

 

 （基準１１－２－２に係る状況） 

 法科大学院設置認可申請書、教授会記録、教務関係記録、定期試験問題・答案、入学試

験問題・答案、法科大学院パンフレット・募集要項、授業アンケート結果、ピア・レヴュ

ー報告書、自己点検・評価報告書等の評価の基礎となる情報については、法科大学院長、

各種委員会、法科大学院事務課によって収集を行い、法科大学院事務課内及び同一建物内

８～10 階にある倉庫にて適切に保管している。 

これらの資料は、近畿大学文書保存規程に則り、永久保存、10 年保存、７年保存、５年

保存及び１年保存の５種に分けて保管しているが、評価の際に用いた情報については、

「近畿大学文書保存規定」第３条（４）に基づき、評価を受けた年から５年間保管するこ

ととしている。【解釈指針１１－２－２－１】【解釈指針１１－２－２－２】 

 

資料「近畿大学文書保存規程」 

 

（保存期間・種別） 

第３条 文書及び電子文書の保存期間は、法令又は別に定めるもののほか永久保存、10 年保

存、７年保存、５年保存及び１年保存の５種とし、その種別は次のとおりとする。 

(１) 永久保存 （種別は省略） 

(２) 10 年保存 （種別は省略） 

(３) ７年保存  （種別は省略） 

(４) ５年保存 

ア 短期間（数年間）後例となる書類 

イ 短期間効力の継続する書類 

ウ 重要な往復文書など供覧文書 

エ 各課文書収発簿 

オ その他５年間保存を必要とするもの 

(５) １年保存 （種別は省略）     

２  以下省略 

 

（保存場所） 

第５条 文書は、安全な場所に確実な方法で保存し、紛失、災害、盗難等の事故に備えて十分な

予防措置を講じなければならない。 

２ 特に重要な文書は、保管に留意し、非常の場合には、他に先んじて持ち出せるよう見やすい位

置に「非常持出」の表示をするものとする。 

３ 電子文書の保存は、その重要度に応じて、暗号化、パスワードの設定、バックアップの作成等

の措置を講じるものとする。 

（出典：近畿大学文書保存規程） 
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 ２ 特長及び課題等 

 

本法科大学院においては、自己点検・評価の体制が整備・強化されており、活動の継続

性も維持されている。 

『自己点検・評価報告書』は、平成 17 年度の第１号から平成 29 年度の第７号に至るま

で、２年ごとに着実に作成・公表され、改善すべき点が確認されている。また、『自己点

検・評価報告書』にもとづき、平成 18 年度の第１回から平成 28 年度の第６回に至るまで、

高い実務的見識を有する３名の外部評価委員による外部評価も適切に実施されている。 

自己点検・評価委員会を中心とした体制整備により、自己点検・評価活動の計画、実施、

点検、改善を継続的に、また関連委員会等との連携により組織的に実施している。 

 さらに、教授会を中核とした教員組織、法科大学院事務課による事務組織は専門職大学

院にふさわしい独立性を備えており、教員組織と事務組織の間の連携も非常に緊密かつ効

果的に機能している。 

設置者は本法科大学院の理念を深く理解し、研究教育活動を支えるのに十分な経費を負

担している。 

今後も、自己点検・評価にもとづいてさらに継続的にカリキュラム等の各種改革を検討

する必要がある。また、FD 研修会を開催して専任教員全員で時々の問題点を検討してきた

ところであるが、意見交換や議論にとどまらず、より組織的かつ実効性のある FD 活動を、

なお一層精力的に進めていく必要がある。 
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